
公益財団法人 日本都市センター

2
0
1
２
年
９
月
／
第
１8
号

18
基礎自治体・広域自治体・国のあり方 
　　～ローカリズムの動向と
　　　　　　　　地方自治体職員の育成～

テーマ 公務員制度改革

巻頭論文 分権改革と地方公務員の今後のあり方
 　　　　国際基督教大学教養学部長・教授　西尾　隆

2012/9

定価：1,050円（本体価格1,000円）

978-4-904619-08-7

9784904619087



都市とガバナンス  第 18 号  目次

巻頭論文

○分権改革と地方公務員の今後のあり方·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3
（国際基督教大学教養学部長・教授　西尾　隆）

基礎自治体・広域自治体・国のあり方
～ローカリズムの動向と地方自治体職員の育成～

○英国地方自治体職員の専門性と人事行政

　―職務評価制度（Job·Evaluation·Scheme）と人材育成の観点から―（下（2））·· · · · · · · · 10
（早稲田大学政治経済学術院教授　稲継　裕昭）

（豊島区文化商工部文化デザイン課主任主事　前・日本都市センター研究員　池田　高志）

○英国における地方分権の進展　―地域主権法の制定―·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19
（総務省自治財政局公営企業課理事官（前在英国大使館一等書記官）　大塚　大輔）

○都市分権政策センター·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 27

テーマ　公務員制度改革

○国家公務員制度改革の動向と論点

　―適格性審査と自律的労使関係制度を中心に―·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29
（東海大学政治経済学部准教授　出雲　明子）

○自律的労使関係制度の導入と地方公務員制度·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36
（成蹊大学法学部教授　西村　美香）

○国家公務員制度改革が都市自治体の人事行政に及ぼす影響

　―市区アンケート調査の結果から―·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 46
（早稲田大学政治経済学術院教授　稲継　裕昭）

（日本都市センター主任研究員　大谷　基道）



＜市長の会＞
○·第 13 回·国のかたちとコミュニティを

考える市長の会·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 74

＜都市の調査研究活動等＞
○·大野城市における調査研究活動の意義

～第 2回都市調査研究グランプリ事例

を通して～·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76

○都市シンクタンク等の活動実態について

　·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 83

<調査研究報告>
○·「まちづくり」から「コミュニティデザ

イン」へ―都市空間行政に関する情報

提供（福祉の視点）レポート―·· · · · · · 85

○·鹿児島県鹿屋市「やねだん」（通称）

における活性化の取組みと住民意識に

ついて―幸福の判断に関する基準等に

焦点を当てて―·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 90

○·「地域公務員」に対する首長、人事担

当課及び市民協働担当課の意識等につ

いて·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 107

○·第 14回日中韓 3か国地方政府交流会議

　·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 119

<調査研究紹介>
○·地域主権改革と都市自治制度に関する

調査研究·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 120

○·分権型社会を支える地域経済財政シス

テム研究会·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 121

○·被災自治体における住民の意思反映に

関する調査研究·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 122

○·都市自治体の広報分野における専門性

に関する調査研究·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 123

○·第 2 回·関西方面の学識者と実務家との

研究交流会·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 124

○·高岡市発達障害支援ネットワーク調査

研究（2012 年度）·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 125

＜政策交流イベント＞
○第 74 回·全国都市問題会議（予告）

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 126

○第 14 回·都市経営セミナー·· · · · · · · · · · 127

○第 12 回·都市政策研究交流会開催

　·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 129

○刊行物のご案内·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 130

○センター紹介・編集後記·· · · · · · · · · · · · · 132

都市自治制度見直しの動向

○　第 30 次地方制度調査会の審議状況等について·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58
（総務省大臣官房復旧復興支援室長　新田　一郎）



都市とガバナンス Vol.18

分権改革と地方公務員の今後のあり方

3

巻頭論文巻頭論文巻頭論文

巻頭論文巻頭論文

分権改革と地方公務員の今後のあり方
Decentralization and the Local Public Servants of Tomorrow

国際基督教大学教養学部長・教授	 	西　尾　　隆
Takashi Nishio, Dean and Professor, The College of Liberal Arts, 
International Christian University

Local public servants have their own missions, which are different from those of politicians or citizens, 
in revitalizing Japan from each locality. Policy-oriented thinking is more required than institutional 
thinking so that they can cope with critical situations after the Great East Japan Earthquake disaster. 
A spontaneous will to depend on other local governments is also needed for horizontal cooperation. 
Responsible flexibility will be another important qualification for public servants. The civil service 
reform should be designed in a more decentralized way to encourage those attitudes and values.

はじめに

分権改革と地方公務員というテーマにつ

き、最初に筆者の期待を記しておくならば、

自治体職員には、脱原発を含め、東日本大震

災後の日本を地域から再生していく中心主体

になってほしいということになる。むろん首

長のリーダーシップも、議会での熟議も、市

民やNPOの知恵と力も重要だが、実際問題

として地域の政策課題を日々考え、制度を動

かし、現場で奮闘している職員を欠いては効

果的な地域づくりは進展し得ない。

一方、このテーマには分権改革と公務員制

度改革という 2 本の糸が撚り合わさってい

る。国の公務員制度改革は過去 10 年あまり

足踏み状態が続き、2008 年に国家公務員制

度改革基本法が制定されたものの、その後の

改革が続かない。2009 年の政権交代後も日

本中枢が混乱する中で、公務員制度も分権改

革もその動向が読みにくい。そもそも今後の

公務員問題を考える起点としての「公務の性

格」について、国民のコンセンサスが見えな

いのが現状である。公共サービスの外部化が

進み、官と民の仕事の境界は明らかに融解気

味だが、震災と原発事故を機に公務固有の役

割の重さも再認識されてきた。

以下では、公務員制度自体よりも具体的な

政策課題への職員の対応能力を素材に、この

テーマを考えてみたい。まず分権改革の歴史

を短くふり返り、次いで最近の政策課題への

対応にミクロとマクロの視点から接近する。

その上で、制度改革も含めた今後の地方公務

員のあり方を展望することにしたい。

1　分権改革と「災後」世界の構想力

（ 1）戦後史の中の分権改革

地方分権は日本憲政史上の大きな課題であ
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り、戦後改革後も持続した官治集権体制に対

し、1990 年代から本格的な制度改革に着手

され、国の関与の縮小と自治体の自律化が段

階的に進められてきた。2000 年の地方分権

一括法の施行は、遠征隊のベースキャンプ

（BC）設営にたとえられたが、スピーディー

とはいえないものの、その後も第 2次分権改

革としてC1、C2 の設営が進んだ。そこに全

層雪崩のごとく、2011 年 3 月 11 日の東日本

大震災が襲い、被災地の復旧・復興と原発事

故の収束が日本の最優先課題となった。

野田佳彦首相は「福島の復興なくして日本

の再生なし」と被災地で語っていたが、国の

路線転換は不可避である。この「地域の生活

あっての日本」との考え方は、1960 年代に

戦後の経済成長優先路線に方向転換を迫った

自治体による公害対策以来の流れである。放

射能汚染も一種の公害にほかならず、だとす

れば過去半世紀の学習が全く不十分だった

ことを物語っている。1978 年の雑誌『世界』

の特集「地方の時代」の中で、長洲一二神奈

川県知事（当時）は次のように述べている。

「地域はその生活のミニマムを自給しうる

だけのまとまりをもつことが必要になってき

ます。これは現代社会を生きていくための、

いわば『地域的安全保障』とでもよぶべきも

のであり、無駄と危険の多い軍事的安全保障

よりはるかに重要な現代の課題ではないで

しょうか。

このためには、農業、水、エネルギー、廃

棄物、地域産業、金融等のあり方について、

これまでとは違った発想の政策が必要となる

でしょう。（中略）たとえば電気という生活

の基礎物質についても、より地域的完結性を

もったシステムを工夫すべきでしょう」1。

ここにはエネルギーの「地産地消」の考え

方が示され、また市民生活を支える諸要素を

遠い中央の仕事としてではなく、身近な自治

の問題として把握する視点が鮮明である。

（ 2）求められる地域からの構想力

1970 年代、発電量に対する原発の割合は

1 割強であり、その後 30 年で倍増すること

を考えると、電力供給に関する限り分散どこ

ろか、ひたすら集中化の道を進んできたこと

がわかる。確かにエネルギー問題は国政の課

題で、自治体の関与する余地は少ないとの認

識が一般的だったかもしれない。だが、代替

エネルギー開発と電力供給源の分散化はくり

返し議論され、地域からの提案もなされてき

た 2。福島原発事故を経験した「災後」の今、

エネルギー問題はどの自治体にとっても切実

な課題である。政府提案で 2030 年の電力に

占める原発の割合が議論されているが、どれ

だけの自治体職員がこれをわが地域の問題と

とらえているだろうか。

一時期、自治体間の外交や国際協力が熱く

語られ、各地で実践されてきたように、市民

生活に関わるテーマを、国・地方の常識的な

機能区分を超えて包括的に考える構想力がこ

れからの職員にはより強く求められよう。そ

うした構想力を伴う政策能力は、一面では制

1· 長洲一二「『地方の時代』を求めて」『世界』395 号、1978 年 10 月、58 頁。
2· 例えば、小園拓志「環境・エネルギー問題と経済活性化を両立させる：太陽光発電普及に向けたコミュニティーファンド
創設と自治体の役割についての提案」『ほっかいどう政策研究』15 号、2005 年 3 月参照。
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度や状況の関数であり、他面では職員の自覚

の問題でもある。そこで次に、震災を機に表

面化した課題を素材に、ミクロの視点から職

員の思考と対応を考えてみたい。

2　非常時の対応と政策型思考

（ 1）問われた裸の自治力・政策能力

東日本大震災後、避難所や仮設住宅の建設・

運営が被災自治体の重要な業務となり、非常

時の市民の自治力と職員の政策能力が問われ

ることになった。インフラが寸断され、国の

支援や助言が届かない状況下のため、皮肉に

も裸の自治力や政策能力が試されたといって

よい。ここで職員の政策能力とは、目的にあ

わせて柔軟に手段を組み合せる力量であり、

制度の枠も手段としてとらえる思考である。

それは「政策型思考」と呼ぶことができ、ルー

ティン下の「制度型思考」とのバランスや両

者の切り替えの判断を含む概念である。

（ 2）自治会の結成と個人情報

仮設住宅が集まる被災地の団地で自治会を

結成しようとする際、個人情報を管理する自

治体は、ネックにもなれば支援側にもなり得

る 3。例えば岩手県大船渡市にある 130 戸の

仮設住宅では、2011 年 5 月の入居直後から

住民自身が自治会づくりに動き出したもの

の、市が入居者の名簿閲覧を断り、準備会の

開催は 8月末にずれ込んだ。中心になった住

民は、「詳細な入居者名簿があればもっと早

く自治会ができたのに」と話していたという。

また、同県山田町にある 170 戸の仮設住宅で

も、行政との連絡代表となった住民が、名簿

がないため独り暮らしの高齢者の所在すら把

握できないことを問題にしている。

他方、陸前高田市では、仮設住宅への入居

時に、自治会設立と名簿提供の同意をとり付

けており、市が主導する形で 51 か所の団地

すべてで自治会が設立されたという。このほ

か、自治体から自治会づくりを働きかけても、

会長や役員へのなり手が少ない実態も伝えら

れる。朝日新聞は、被災 3県への調査の結果、

2011 年 10 月の段階で仮設住宅の自治会設立

は 6割にとどまるとし、「三陸地方は『結い』

などと呼ばれる地域コミュニティーの強さで

知られるが、各地区の被災者が混在する団地

では人間関係が寸断され、自治会作りが難航」

していると伝えている 4。·

自治会の設立と運営は、最終的には住民自

身の自治の問題であるが、自治体職員が共助

の気運をいかに補完し支援するかは、住民相

互のつながりが弱い被災地では決定的な条件

となろう。個人情報保護法・条例には、目的

外利用・提供の制限について適用除外規定が

あり、非常時には日常の制度型思考よりも政

策型思考を優先させる必要がある。確かに、

仮設住宅への入居段階になると、緊急とはい

えず、情報提供が「人の生命、身体又は財産

の保護のために必要」（法 16 条、23 条）か

どうかも判然としない。その点、陸前高田市

が行った入居時に住民の同意を求めておくと

いう方法は、制度運用上の不安がなく、きわ

めて適切かつ効率的であった。

3·「『仮設』自治会·苦戦」『読売新聞』2011 年 9 月 20 日夕刊。
4··「自治会結成·仮設の 6割」『朝日新聞』2011 年 10 月 12 日。
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（ 3）制度型思考と政策型思考

この件に限らず、職員の中に日常の制度型

思考（健全なルール感覚）と非日常の政策型

思考（柔軟な危機対応力）が育つためには、

日頃から現場の状況や課題に即して諸制度の

目的と限界、解釈の幅と副作用、制度変更の

可能性を考えさせる契機が必要である。それ

は、OJT や研修もさることながら、不断に

職員の目的意識を鍛え、人事異動を成長の契

機とし、その成長を適切に評価するような生

きた人事システムであり、それを「組織文化」

に高めることが肝要であろう 5。··

その意味から、今回の震災を機に全国の自

治体が被災地に職員を派遣した事実は注目に

値する。というのも、大量の派遣という人事

自体が非日常であり、なぜ、どこに、誰を派

遣するかという問題意識が鋭く問われるから

である。続いて、自治体間連携を職員人事の

問題として見ていくことにしたい。

3　自治体間連携と「自発的依存・支援」

（ 1）被災地への職員派遣

1995 年 1 月の阪神淡路大震災の直後、知

人の自治体幹部が、「われわれも震災現場を

経験しておくべきだ。できるだけ職員を派遣

しよう」と言い切っていた。今回は、多くの

自治体でそうした派遣の判断がなされたに違

いない。人的ニーズの大きさや人道的な見地

に加え、将来の危機に備えて職員を育成する

観点から、被災地への派遣が行われたことは

想像に難くない。実際、幹部だけでなく、自

ら手を挙げて被災地に赴いた筆者の知る職員

も、この目で見、この身で体験しておきたかっ

た思いを語っていた。

とはいえ、阪神淡路大震災と比べた場合、

今回は被災が広域にわたったため、全国の自

治体から多数の被災地へ人員を派遣するとい

う複雑なマッチング問題が生じた。派遣する

側からいえば、一体どの地域に人を送るのか

についての理由が求められる。姉妹都市なり

日常の交流がある場合は簡単だが、そうでな

い場合はいわば「正当性の根拠」が必要とな

る。当初は警察・消防関係の職員のニーズが

高いが、一段落すると上下水道から避難所の

運営、罹災証明書の発行といった一般行政事

務のニーズが重みを増し、派遣職員にどのよ

うな経験や専門知識が求められるのかについ

ての確認も必要とされる。

さらに、派遣の期間・身分・経費のほか、

現地で公務災害の対象となるのかといった制

度的な問題もクリアしなければならない。こ

うした前例のない規模の自治体間連携のた

め、国による調整は不可避であった。

（ 2）国によるイニシアティブ

被災地の自治体が壊滅状態になり、他の自

治体からの支援ネットワークも未整備の中

で、国や全国市長会などの上位団体がこれを

補完するのはごく自然な流れといえる。震災

から 11 日目の 3月 22 日、総務省自治行政局

は公務員部長通知「東北地方太平洋沖地震に

係る被災地方公共団体に対する人的支援につ

5· 稲継裕昭は、「自学を促す」異動・評価・研修の人事制度を提唱するが、この考え方とも重なっている。稲継『現場直言！·
自治体の人材育成』学陽書房、2009 年参照。
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いて」を発出し、制度的に短期の場合は職務

命令による派遣扱い（公務出張）、中長期の

場合は自治法 252 条の 17 による派遣による

のが適当であること、経費は特別交付税措置

を講じることなどを確認した。

これを受け、全国市長会と全国町村会は、

全市町村に職員派遣を打診し、また被災市町

村からは希望職種や人数を聞き取り、各県で

調整することになった。詳細は省くが、短期

の派遣に関しては 3月末までに被災 5県から

550 名の要望が出され、2012 年初めまでに

1,148 名の派遣が決定している。派遣する側

からは、約 700 の自治体から 2,600 名の申し

出があった。一方、中長期の派遣に関しては、

2012 年初めまでに 166 名の派遣が決定され

たが、申し出としては、約 200 の自治体から

400 名強が出されたという 6。·

（ 3）自発的な依存と支援

ところが、延べ人数を見ると、こうした国

による調整とは別に、自発的かつ迅速な支援

が行われていたことがわかる。政府の復興対

策本部によると、2011 年 10 月 1 日時点での

べ 73,802 人の地方公務員（消防・警察を除く）

が派遣されており、神戸市や兵庫県・新潟県

など被災経験のある自治体が素早く動いてい

た。例えば、新潟県は震災当日の 11 日午後

6 時前には「交通規制が始まる前に」と、6

人の職員を宮城県に、さらに 6時半には 8人

を福島県に向かわせている 7。·

受け入れ側に目を向けると、膨大な業務に

圧倒されつつも、積極的に派遣の依頼をした

自治体がある。陸前高田市の幹部は、名古屋

市総務局の総合調整部長に仮庁舎で直接「助

けてください。お願いします」と職員派遣を

要請し、同部長の名古屋帰任後、市は長期的

かつ包括的な派遣を決定している。4 月 22

日に保健師など 10 人を派遣したのを皮切り

に、同年 8月までに「行政機能の回復のため

の職員派遣」として 36 人を送り出した。先

の総合調整部長は、「（名古屋が）被災地になっ

た場合、今回の支援で得られる経験やノウハ

ウは必ず生きる」と語っている8。そして、「国・

県を通さない自治体間の直接連携が今回の特

徴だ」とも指摘されている 9。·

国の指導といった“お上の意向”にかかわ

りなく、現場の判断で危機状況に柔軟に対応

する姿勢こそ、自治の試金石であろう。通常、

分権改革は自治体の「自律化」をめざすと理

解されるが、そもそも地域間の相互依存関係

を前提とする都市型社会では、自律とはむし

ろ自らのニーズを伝え、自発的に依存し、積

極的に支援を求める精神を起点とする。その

意味で、今回の震災を機に自治体間の水平協

力が強まったことは、分権改革の一つの結果

（アウトカム）であり、かつ次なる改革への

新たなステップだと考えられよう。

自治体による水平型広域連携の基礎は、日

常的な交流や政策対話にある。首長同士のつ

きあいを超え、個々の職員が研究会や視察な

6· 長田崇志ほか「東日本大震災における人的支援について」『地方公務員月報』2012 年 3 月号参照。
7·「検証·東日本大震災」『読売新聞』2011 年 4 月 12 日。
8·「支援の経験『今後生きる』」『読売新聞』2011 年 5 月 9 日。
9·「自治体、広がる『横の連携』」『日本経済新聞』2011 年 9 月 11 日。



都市とガバナンス Vol.18

巻頭論文

8

どの機会を通して築くネットワークは、いざ

という時の財産となる。自治大学校の研修生

によると、「ここでの最大の財産は実は同期

生名簿なのです」という。電話一本で何でも

相談することができる関係構築の重要性を、

首長や幹部は再認識し、研修・学会・視察な

どの予算は惜しむべきではない。

4　分権化と「責任ある柔軟性」

（ 1）地域主権改革と保育所の基準緩和

ここで、分権改革の動向を見ておきたい。

2009 年の政権交代により、民主党政権はそ

れまでの分権改革を「地域主権改革」と称し、

マニフェストに記載した一括交付金などを改

革のメニューに追加してきた。だが、実質的

には自民党政権時代の流れを継承しており、

その一つに国による義務付け・枠付けの見直

しがある。これは、地方分権改革推進委員会

の勧告に基づき、「施設・公物設置管理の基準」

について 2011 年に第 1 次および 2次一括法

により 200 件を超える法改正が行われ、自治

体も独自の基準を設定し始めた。

保育所の基準をとり上げると、児童福祉法

の改正により、国の省令で決めてきた保育

室の基準が緩和された。「3.3㎡以上」だった

0～ 1 歳児のほふく室の面積は、東京都の条

例では 2.5㎡以上、大阪市の条例では 1.65㎡

以上でよいことになった 10。これは待機児童

の解消を優先するためのいわば苦肉の策であ

り、「詰め込み保育」を企図するものではな

いが、日本弁護士連合会は「こどもの成長発

達権が侵害される」として、反対声明を出し

た。これに対し朝日新聞は、「この点こそが

考えどころ」として、次のように指摘する。

「自治の現場で問題が発生したとき、住民

はだれに注文をつけたらいいのか。自分たち

で選んだ首長や議員か、顔も知らない遠い霞

が関の官僚か。答えは明らかだろう。身近な

自治体の方が、住民の意見を反映させやすい

はずだ。それが、住民が主役の自治の魅力で

あり、あるべき姿ではないか」11。·

この社説は、公営住宅への入居基準の見直

しや交差点での車線幅基準の緩和を例に、「こ

んな細部にいたるまで国が基準をつくってい

たことに驚く」と述べる。自治体によるこれ

らの緩和措置は、それぞれ子育ての支援、交

通渋滞の解消をめざすものであり、地域ごと

の優先順位の問題として、これまでの国基準

の遵守以上に、地域の重要テーマに焦点を当

てた総合的な判断にほかならない。

（ 2）「責任ある柔軟性」という価値

筆者はこうした日本の改革課題について、

昨秋から今年 6月まで日本に滞在した R.·プ

ラット・ハワイ大学教授と議論してきた。同

氏の言葉を借りれば、問題は“responsible·

flexibility”（責任ある柔軟性）の価値がどこ

まで浸透し実現するかにかかっている、と解

釈できる。このコンセプトが行政学で定着し

ているわけではないが、不断に変化する環境

の中で、地域ごとに住民のニーズに応答する

ためには施設基準の見直しは不可避であり、

10··内閣府地域主権戦略室「義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例」2012 年 4 月（総務省HP）参照。
11··「地域主権改革『国まかせ』から卒業を」『朝日新聞』社説（東京）2012 年 6 月 4 日。



都市とガバナンス Vol.18

分権改革と地方公務員の今後のあり方

9

責任主体さえ明確であれば弾力的な運用はむ

しろ重要な価値となる。

実は、同氏がこの概念に思いいたったのは、

昨年開館した「武蔵野プレイス」という武蔵

野市の多機能型図書館についての説明を受け

た時だという。前田洋一館長によれば、「こ

こは日本一にぎやかな図書館」とのことで、

間仕切りのないオープン・カフェが中心に位

置するため、コーヒーミルや皿やおしゃべり

の「ノイズ」が絶えない。閲覧用の雑誌を手

にお茶を飲み、日が暮れるとアルコールを注

文できるというのも、図書館にあるまじき

ルールである。にもかかわらず、年間来館者

130 万人という利用状況で、雑誌の破損報告

は皆無という。驚いていると、館長さんから、

「でも皆さん、自宅では飲んだり食べたりし

ながら読みません？」と問いかけられ、苦笑

したものである。

詳細の説明は省くが、「気づき・出会い・

交流」「日常生活に密着」「役に立つ」をコン

セプトに掲げる新しいタイプの施設運営に

は、「責任ある柔軟性」をもつ職員が不可欠

であり、その成果がさらに実質的な分権化へ

の力となっていくように思われる。

5　政策対応と制度改革�～�結びに代えて

以上、震災後の対応として仮設住宅の運営

と自治体間連携、および分権改革に伴う施設

基準の弾力化を素材に、ミクロレベルの職員

の対応とマクロレベルの時代の変化、及び能

力概念の変容を見てきた。

そこで最後に、この変化が公務員制度改革

とどうリンクするのか、またはするべきかに

も言及しておく必要があろう。

まず、地方公務員制度の改革は、国法改正

となる限り、多少とも集権的な手法によらざ

るを得ず、かつ国家公務員に準ずるとすれば、

自治・分権の精神から遠ざかるリスクも生じ

よう。地方公務員制度については、地域差・

個性・実験の余地を残すべく、施設基準の場

合と同様、全国基準を弾力的に設定しておく

ことが必要であろう。再雇用、非正規職員の

扱いについても、自治体が地域のニーズに応

答し、住民に対して責任を負える体制にする

ことが肝要で、国の制度枠はそれを妨げない

ような柔構造にすべきである。

次に、別稿で政権交代と震災後の霞が関の

変化について論じたが 12、自治体レベルでも、

政治の混乱と震災の影響で、職員集団の中に

諦観にも似た意識や「文化」の変容が生じて

いる。職員には、いわばその変化を「運命」

として受け入れつつ、なおそこに「使命」を

見出し、未来を切り開いていく気概を求めた

い。冒頭に記した職員への期待とは、政治家

とは異質な、また市民とも一味違う、その固

有の責務に関係している。

おわりに、これから各自治体で形成される

新しい組織文化についても、職員は他人まか

せにせず、自ら言葉にしてもらいたい。本稿

に記した「自発的依存」や「責任ある柔軟性」

以外にも、国政では色あせた「住民の生活が

一番」なども有力な候補になるように思う。

12··拙稿「政権交代と霞が関文化の変容」日本行政学会編『年報行政研究 47·政権交代と官僚制』ぎょうせい、2012 年所収参照。
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英国地方自治体職員の専門性と人事行政
―職務評価制度（Job	Evaluation	Scheme）と人材育成の観点から―（下（2））

早稲田大学政治経済学術院教授　稲　継　裕　昭
Hiroaki Inatsugu, Professor, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University

豊島区文化商工部文化デザイン課主任主事（前・日本都市センター研究員）
池　田　高　志

Takashi Ikeda, Cultural Design Section, “Culture, Commerce and Industry” Division, 
Toshima City Office (Former Research Fellow, Japan Center for Cities)
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1· 本誌 15 号、112 ～ 113 頁及び同 16 号、80 ～ 82 頁。

記事構成
はじめに
1　英国地方自治体の人事行政一般
（1）英国地方自治体の構造と所掌事務
（2）英国地方自治体の構成員
（3）日本の人事行政との違い
2　職務評価制度（Job·Evaluation·Scheme）
（1）制度の概要
（2）評価要素
（3）評価手続と給与帯への結果反映
（4）制度のメリット・デメリット　　　（以上、15 号）
3　人材育成に関する取組み
（1）英国地方自治体の人事戦略
（2·）英国地方自治体職員のコンピテンシー・フレーム
ワーク

（3）英国地方自治体の職員研修
（4）英国地方自治体の能力・業績連動型給与

（以上、16 号）
4　地方自治体関係機関による支援等
（1）地方自治体グループ（Local·Government·Group）

（以上、17 号）
（2）産業別技能委員会（Sector·Skills·Councils）·
おわりに·· （以上、本号）

This paper is part of a series of articles which research the human resources management system of the 
British local authorities. It aims to explore the implication of the human resources management system 
reform in Japanese local governments.
This research is conducted from three perspectives: “the Job Evaluation Scheme”, “the Action for 
Personnel Development” and “the Support from agencies related to the local authorities”.
In this article, we introduce “the Summary of the qualification system in England and the Action of 
the Sector Skills Councils on the National Occupational Standards” and “the Difference of expertise 
between British local governments personnel and Japanese local governments personnel”.

4　地方自治体関係機関による支援等

（ 2）産業別技能委員会�

（Sector�Skills�Councils）

英国の地方自治体では、職員が官民の垣根

を超えてキャリアパスを形成することが少な

くない 1。英国の地方自治体において昇進と

は、より良い条件の職務に採用されること（現

在所属している自治体や官公庁の職務に限ら

ない）を意味している。その際、採用側の雇

用主は一般に即戦力を求めており、採用条件

として「資格」を能力評価の指針として示す

ことが多い。したがって職員が昇進を望む場

合、自身の能力を一定程度客観的にアピール

するために、国家資格をはじめ全国的に知ら
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2· 本節における英国の職業資格・訓練政策に関する一般的な記述は、独立行政法人労働政策研究・研修機構『諸外国におけ
る能力評価制度―英・仏・独・米・中・韓・EUに関する調査―』2012 年、及び柳田雅明『イギリスにおける「資格制度」
の研究』多賀出版、2004 年を参照した。

同制度の根幹となる全国職務基準（National·

Occupational·Standards）の策定を行ってい

る産業別技能委員会（Sector·Skills·Councils）

の役割と取組みについて紹介する 2。·

英国の職業資格・訓練政策はビジネス・

イノベーション・技能省（Department· for·

Business·Innovation·and·Skills：BIS）によ

り決定される。図 1のとおり、同政策は非常

に多くの組織がそれぞれの責任の範囲内で活

動する体制となっており、政府の政策の変化

に対応して随時その体制は変化する。これ

ら数多くある組織の中において能力評価及

れた資格を保有することが重要な役割を果た

すことになる。他方において、民間企業でも

従業員のスキル開発は人材育成の一環として

推奨されており、従業員に資格を取らせるこ

とが良質の企業の証のひとつであるとされ

る。

これらのことから分かるように英国地方自

治体の人事行政を検討するにあたっては、地

方自治体で実践されている取組みのみなら

ず、英国における一般的な職業資格・訓練政

策について広く知ることが有用である。本節

では、英国の職業資格・訓練政策の概要及び

図 1　英国における職業資格・訓練政策の体制

資料出所：·独立行政法人労働政策研究・研修機構『諸外国における能力評価制度―英・仏・独・米・中・韓・EUに関する調査―』
2012 年、24 頁。

諸外国における能力評価制度 
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図表 1-1 イギリス職業訓練推進体制（公的資金助成による職業教育訓練のケースを中心に） 

Office of Qualifications and Examinations Regulation  

資格・試験監査機関(Ofqual) 

資格監査の総合責任 

Department for Education（DFE）  

���  
Department for Business Innovation and Skills(BIS)

����������������  

英国雇用・技能委員会  

（UK CES）  

全国的な雇用主代表機関  

（職業教育訓練のあり方提
言、目標達成の評価、ＳＳ
Ｃの再認可の大臣助言）  

職業訓練予算を分配  

����
	��  
Skills Funding Agency 

（BIS の外郭機関）  
�������  

Young People's Learning Agency

（DFE の外郭機関）  成人の職業教育訓練に対
する国からの予算配分  

OFSTED:教育水準局
（監察）  

訓練プログラムをコーディネートする。  

①事業を拡大させるスキルの把握  

②適切な訓練の指摘  

③企業独自の訓練プログラムの構築支援  

④信頼できるプロバイダーの紹介  

⑤利用できる補助金の紹介  

⑥訓練プログラム等の効果検証  

産業別技能委員会  

（ＳＳＣ）  

資格授与機関  

（ＡO）  

（NVQ 認定／授与）  

ＳＳＣ作成の  

職務基準を  

審査、認可  

職 務 基 準 を 作 成
し、提出  

����������  
（教育訓練プログラムの実績に対して公的資金が助成される）  

事業主、従業員  

（訓練プログラムの設計・方向付けを行う）
求職者 

監査員：2500 人程度  

訓練プロバイダーの監査  訓練実施  

資格授与
助成：  

訓練開始前と資格  

取得後に分けて助成  

情報提供  訓練の要望  訓練提供  

訓練コース  

の申請  

訓練コースの認定、  

訓練機関の指導・監督  

産業ごとの職務基準を  

作成する公的機関  

パーソナル  

アドバイザー  

ジ
ョ

ブ
セ

ン
タ

ー
・

プ
ラ

ス
に

所
属

 
→

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（
日

本
）

16～19 歳の学習者の財政支援  

（スキルブローカー）

業
種

別
に

認
可

 
職

務
基

準
作

成
の

た
め

の
補

助
金

 

資格授与機関  

として認定  

（産業別職務基準作成）  

助成：  

・ＮＶＱ2 まで全額補助
・ＮＶＱ3～  一部補助  

・中小企業は賃金助成  

訓練プログラムの
コーディネート等出所：職業大能研センター作成資料を最新情報に基づいて修正 

諸
外

国
に

お
け

る
能

力
評

価
制

度
 

－ 24 
－ 
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3· 資格・試験監査機関では一般資格を「全国職業資格（National·Vocational·Qualifications：NVQ）」、「職業関連資格（Vocationally·
Related·Qualifications：VRQ）」、「職種別資格（Occupational·Qualifications：OQ）」及び「資格単位枠組み（Qualifications·
and·Credit·Framework：QCF）」の 4種類に分類しているが、資格によっては産業別技能委員会が策定する全国職務基準に
基づかない運用がなされているものもある。

び人材育成と特に関係の深い機関は、資格・

試験監査機関（Office·of·Qualifications·and·

Examinations·Regulation：Ofqual）、産業別

技能委員会（Sector·Skills·Councils：SSC）、

資格授与機関（Awarding·Organisations：

AO）及び訓練評価センター（プロバイダー

とも言われる。Training·and·Assessment）

の 4機関である。

これらの機関において、ひとつの職業資格

が開発され、訓練政策へとつながる過程を簡

略化して示すと次のようになる。

・·産業別技能委員会（SSC）が、それぞれの

産業分野で職務遂行に必要な知識・技能を

職務基準として設定する 3。

・·この基準に基づいて資格授与機関（AO）

が具体的な資格の構造と評価システムなど

資格内容を構成する。その後、資格・試験

監査機関（Ofqual）の審査を受ける。

・·訓練評価センターは、資格授与機関（AO）

によって構成された資格内容に対して、具

体的にどのような過程でトレーニング・評

価を実施するかの計画書を資格授与機関

（AO）に提出し、それが認可されると商品

（何らかの資格に対するトレーニングコー

スを開講するなど）として提供することが

できる。資格取得を希望する者は、訓練評

価センターに登録し、トレーニングと評価

を受ける。

従来、英国において職業訓練とは特定の職

業に関する一般的な知識と基礎技能を習得さ

せる教育的な性格の濃い制度であった。しか

しながら、近年の体制改革によって教育の管

轄を離れて産業政策の一環として位置づけら

れることになった。これは、雇用主の需要に

あったスキルを持つ労働者の育成方法を産業

界自体が責任を持って開発していくべきであ

るという政府の方針に基づくものである。そ

の結果、職業資格の開発は産業別技能委員

会（SSC）とその管理機関である英国雇用技

能委員会（UK·Commission·for·Employment·

and·Skills：UKCES）及び資格授与機関（AO）

にほぼ全面的に責任が移行した形となってい

る。

ここで職業資格・訓練政策の根幹となる全

国職務基準の策定を行っている産業別技能委

員会の役割と取組みについて少し詳しくみ

てみよう。同委員会は「ビジネスパフォー

マンスの向上」、「産業部門従事者（Sector’s·

workforce）のスキル及び生産性の向上」及

び「資格、徒弟制度、継続教育（Further·

Education：FE）などを通した学習の供給の

改善」を目的とした雇用主により運営される

雇用主のための全国組織である。同委員会の

主要な役割は「全国職務基準の策定及び維

持」、「資格免許の実質的な価値の保障及び

支援」、「労働市場の調査及び情報公開」及

び「産業部門に必要なスキルの提示」を行う

こととされる。同委員会は、非政府組織であ

る英国雇用技能委員会のライセンスを受けて

活動し、特定の産業分野をカバーする複数の

委員会（表 1）が存在するが、その代表組織
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4· 基準設定には現在 29 の機関（産業別技能委員会と関係分野の基準設定機関）が関与している。http://www.ukstandards.
co.uk/contact/Pages/contactList.aspx
5·例えば、ケアワーカーの職務であれば Skills· for·Care·&·Development の策定する基準、消防士や警察官の職務であれば
SKILLS·for·JUSTICE の策定する基準など。
6· 産業別技能連盟（Alliance·of·Sector·Skills·Councils）·の Bob·Windmill 氏（Research·Manager)、Katie·Nurcombe·氏（Policy·
Manager) 及び James·Holyfield 氏（Qualifications·Policy·Manager）に対するヒアリング調査（2010 年 11 月 3 日、日本都市
センターによる実施）による。
7· 全国職務基準はウェブサイトで公開される。

は産業別技能連盟（Alliance·of·Sector·Skills·

Councils）である。同連盟は委員会全体のサ

ポートを行っている。

≪産業別技能連盟の 2010 年マニフェスト≫

1．雇用主をスキルシステムの中心に置く。

2．·雇用主がスキルシステムを柔軟、応答的、

かつ共同で運営できるようサポートする。

3．·産業別技能委員会が雇用主のニーズに応

えることができるようサポートする。

4．·労働市場の分野別分析及びその理解に基

づいたスキルポリシー・戦略を保証する。

5．·雇用主のニーズに合うように形成された

英国の資格戦略を保証する。

6．·ニーズに合ったトレーニングや学習、す

べてのスキル開発を保証する。

資料出所：·Alliance· of· Sector· Skills·Councils,·Manifest·
2010 ,·2010を基に筆者作成。

産業別技能委員会は、適切で効果的なスキ

ル開発実施のために、英国における職業資

格・訓練政策の基礎となる全国職務基準を策

定し、常に更新をし続けている。同基準は、

各産業部門の技能委員会と関係分野の基準設

定機関が策定するもので、「個人が特定の職

務を実行するに当たって必要とする知識と

技能」を具体的に記述したものである 4。同

基準の対象は英国の産業労働人口の約 90%、

約 1,700 万もの職務をカバーしているが、地

方自治体の職務内容のみに特化した基準は存

在しない。しかし、分野によっては地方自治

体の職務に関連しているものもある 5。同基

準は「雇用主による雇用主のための職務基準」

と言われ、資格・試験監査機関（Ofqual）に

よる資格認可の判定基準に使われる。また、

資格授与機関（AO）による資格の開発、企

業専用のトレーニングプログラムの開発基

準、あるいはジョブ・ディスクリプションな

ど人事に関する様々な場面で利用されること

になる。

基準を策定する際は、リサーチャーと職務

に精通している者とが協働して職務内容を文

章化していく。ある程度文章化がなされた後、

実際に職務が遂行される現場へ行き、職務遂

行者と情報を共有しながら、文章を書き直す

という作業を繰り返すことになる。基準が策

定されるまでには非常に多くの時間と手間を

要することになるという 6。しかしながら、

その結果として職務内容に関する専門性が産

業分野ごとに蓄積され、全国的に共有される

ことになる 7。



都市とガバナンス Vol.1814

基礎自治体・広域自治体・国のあり方　～ローカリズムの動向と地方自治体職員の育成～

≪S14の具体的内容≫

Standard·14：公的機関によるコミュニティ
との有効な関係の構築を推進し、支援する。

14.1　·様々な人々、組織、グループと接触

する公的機関の利点を明確に示す。

14.2　·公的機関及びそのスタッフが多様な

コミュニティについて理解し、コ

ミュニティ固有のニーズをサービス

の対象として受容するように促す。

14.3　·コミュニティ・グループとコミュニ

ティ代表者の時間的・資源的な限界

や制限を認識し、探究する。

14.4　·コミュニティ代表者のために公的機関

における支援の供給内容を特定する。

14.5　·公的機関とコミュニティ・グループ

との間に存在する不平等な力関係、

及びそれが協力的な活動に与える影

響に関する認識を高める。

14.6　·公的機関の意思決定者がコミュニ

ティと協力することの価値や観点、

図 2　コミュニティ開発に関する全国職務基準の概要
（The�Community�Development�Standards�Summary）

VALUES

S1.コミュニティ開発の価値とプロセスを結

びつけ、活用する。

S2.コミュニティ開発の実践に内在する緊

張関係に対応する。

S3.様々なコミュニティとかかわる。

S4.コミュニティ開発の実践者としての能

力と品位を示す。
S5.組織内でコミュニティ開発の実践を続
ける。

S6.コミュニティについて知る。

S7.コミュニティに関する調査と相

談の機会を促進する。

S8.コミュニティに関する調査の結
果を分析し、広く伝える。

S9.コミュニティ開発

の実践を通して、包

括的及び集団的な

作業を支援する。

S10.コミュニティのイ

ベントと活動を企画

する。

S11.コミュニティの対

立に対応する。

S12.コミュニティの変
革のための行動を支
援する。

S13.コミュニティと公的機関

の有効な関係を推進し、支

援する。

S14.公的機関によるコミュニ

ティとの有効な関係の構築を

推進し、支援する。

S15.コミュニティ開発アプロー

チを活用し、協力的なパート

ナーシップに基づく作業を支

援する。
S16.コミュニティ開発アプロー
チを活用し、ネットワークとパ
ートナーシップを戦略的に調
整する。

S17.コミュニティ開発の実践を通して、学習す

るための機会を創出し、推進する。

S18.社会的及び政治的な発展のために、コ
ミュニティの学習の機会を促進する。

S19.コミュニティ開発の

観点に立った組織的構

造について助言を行う。

S20.コミュニティ開発の

観点に立った安定的な

資源及び資金計画を立

て、これらを獲得する。

S21.コミュニティ開発ア

プローチとその実践を

通して、グループを強

化する。
S22.コミュニティ開発ア
プローチとその実践を
通して、新しいプロジェ
クトとパートナーシップ
を築く。
S23.モニタリングと評価
に関するコミュニティ開
発アプローチを活用する。

S24.コミュニティ開発の実践者を管

理監督する。
S25.組織内の構造的発展や外部
との関係性を管理し、効果的なコ
ミュニティ開発の実践を支援する。

キーエリア４：
協働的、部門横断的な職
務遂行のために、コミュ
ニティ開発アプローチを
推進し、支援する

キーエリア３：
グループワークや集団行
動のために、コミュニテ
ィ開発アプローチをとる

キーエリア２：
コミュニティについて理
解し、かかわりを持つ

キーエリア５：
共有された経験に基づ
いて、学習するコミュ
ニティを支援する

キーエリア６：
コミュニティ開発支援を
組織に対して提供する

キーエリア７：
コミュニティ開発の実践
を管理し、発展させる

キーエリア１（コアエリア）：
コミュニティ開発を理解し、
実践する
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表 1　産業別技能委員会一覧

NO. 組織名称 対象とする産業分野

1 asset·skills 施設管理（住宅等の不動産、駐車場　等）

2 IMI 自動車販売

3 Skills·for·Care·&·Development 公的扶助

4 cogent 化学薬品、医薬品、原子力、石油、ポリマー産業

5 Improve 飲食物の製造及び関連するサプライチェーン

6 creative·skillset テレビ、映画、ラジオ、インタラクティブメディア、アニメーション、
コンピュータゲーム、フォトイメージング、出版、広告、
ファッション　等

7 Construction·skills 建設

8 LANTRA 農業・環境産業、動物愛護

9 Skills·for·Health 健康・衛生

10 creative·&·cultural·skills 工芸、文化遺産、デザイン、文学、音楽、舞台芸術、ビジュアルアート

11 People·1st ホスピタリティ、レジャー、旅客輸送、旅行・観光

8· Lifelong·Learning·UK·は 2011年 3月31日でその活動を終了し、現在は基準設定機関であるLSISに機能が承継されている。
http://www.ukces.org.uk/ourwork/sector-skills-councils/list

協力するための手法を検討するとと

もに、不適切な考えを検証するよう

に促す。

14.7　·コミュニティとの効果的な協力活動

について、地方・中央政府の政策・

構想などが持つ潜在性を検証する。

14.8　·対話、関与及び協力を創出するコ

ミュニティ開発アプローチの価値を

同僚や上司に伝え、それらが政策上

の目的を達成するための潜在性を強

調する。

14.9　·公的機関のスタッフを対象として、

コミュニティとの連携に関する知

識・スキルを高めるための情報と学

習の機会を包括的かつ効果的な方法

で提供する。

14.10　·変化するコミュニティのニーズを

確実に満たすため、公的機関に対

してコミュニティへの参画及び定

期的なレビュー実施に関する継続

的な資金提供政策を行う利点を明

確に示す。

14.11　·国、地方、あるいはそれぞれの地

域で合意された枠組みを基盤とし

て、ボランティア及びコミュニ

ティ・グループとの関係を構築・

発展させる。

資料出所：·Lifelong·Learning·UK8,·National·Occupational·Standards·for·Community·Development ,·2009,·P11,·P63 を基に筆
者作成。
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9· 本誌 15 号、113 ～ 120 頁。
10·最近は、中途採用・経験者採用の取組みが広がっているものの、彼らも大部分の場合、定年まで勤務することを前提とし
て地方自治体の採用試験を受け、就職する。

12 SKILLS·for·JUSTICE 裁判、検察、警察、消防、救命

13 e-skills·uk ソフトウェア、インターネット、ITサービス、通信

14 Proskills 建築用製品・耐火物、塗料、セラミックス、家具、調度品・インテリア、
ガラス関連産業、紙、印刷、木材

15 Skills·for·Logistics 貨物輸送、卸売業

16 Energy·&·utility·skills ガス、電力、廃棄物管理、水産業

17 semta 科学、工学、製造技術

18 Skillsmart·retail 小売

19 Financial·Skills·Partnership 財務会計、金融サービス

20 Skills·Active スポーツ、フィットネス

21 Summit·SKILLS 営繕

資料出所：Alliance·of·Sector·Skills·Councils·ウェブサイトを基に筆者作成。

おわりに

本稿では、英国地方自治体職員の専門性と

人事行政について、様々な観点から検討して

きた。

そこではまず、両国の地方自治体職員の

キャリアパスに関する意識やその流動性、イ

ンセンティブの違いが明らかになった。

英国においては、公務でも民間でも、異

動（昇進の意味を含める）のきっかけは職員

の側からというのが一般的である。労働市場

が比較的オープンなので、官民の垣根を超え

て転職し、給与のアップもそれに付随してく

ることが多い。日本のような年功序列的給与

カーブとなっていないため、本人からのアク

ションがない限り、原則として職員は同一職

場で同一の仕事を（ほぼ同一の給与で）ずっ

と続けるということになる。給与上昇のため

には、空席のポストへの応募を繰り返さなけ

ればならない。それぞれのポストの給与グ

レードは、職務評価制度 9 に基づきランク付

けされている。職員は、より給与グレードの

高いポストに就くために、自身が選択した専

門分野の中で必要な技能、資格、経験を身に

付け、自身をアピールしていくことになる。

異動の決定は個人主導型であるといえる。

これに対して日本の地方自治体において

は、大学や高校の新卒者を採用し、定年まで

雇用するという慣行が長く続いている 10。採

用された後は、所属する自治体の人事担当課

の権限による定期的な人事異動を中心に組織

内での人の動きがある。そして多くの自治体

においては、今日に至るまでジェネラリスト

養成型の人事異動を行ってきた。典型的には、

一定期間ごとにジョブローテーションを行っ

て、組織や個々の職員に刺激を与え、徐々に

上位の階層へと昇進させていき、最終的には
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11· 例えば、神奈川県のキャリア選択型人事制度。稲継裕昭「自治体『人事戦略』最前線　神奈川県①～⑤」『月刊ガバナンス』
2011 年 4 月号～ 8月号。
12·例えば、豊島区が人材育成基本方針を策定する際に 2010 年に職員に対して実施したキャリア形成に関するアンケート調
査の結果では、「いくつもの職場を経験し、幅広い知識やスキルを身につけたい」が 20.0％であったのに対し、「自分の専門
性や特殊性を生かして、エキスパートとして活躍したい」は 36.6％と専門職志向の意識の方が高かった。
13·平野隆「第 4章　都市自治体における専門性向上のために―人事管理と経営における努力の方向―」『都市自治体行政の「専
門性」―総合行政の担い手に求められるもの―』日本都市センター、2011 年。
14·サウスエンド・オン・シー市（Southend-on-sea·Borough·Council）の Joanna·Ruffle 氏（Head·of·HR·&·Communications）、
Tim·MacGregor 氏（Corporate·Strategy·&·Performance·Advisor）及びNeil·Keeler 氏（Organisation·Development·
Advisor）へのヒアリング調査（2010 年 11 月 4 日、日本都市センターによる実施）による。同市においては、ジェネラリス
ト人材の不足を人事行政上の課題と認識していた。
15·稲継裕昭・山田賢一『行政ビジネス』東洋経済新報社、2011 年。

部課長といった幹部職員を育成していこうと

するものである。異動の決定は組織主導型で

あるといえる。

英国の場合、職員個々人が自らのキャリア

を選択し、「自学」に取り組むことになるが、

日本の場合はそうではない。組織の側がしっ

かりと「自学」を意識した人事戦略を立てな

ければ、人は育ちにくいといえるだろう。

なお、日本の地方自治体においても、最近

は従来のジェネラリスト養成型の人事異動か

ら、職員の専門性を見出し育成するタイプの

人事異動へとシフトしつつある自治体が見ら

れるようにもなってきている 11。職務内容の

専門性が高度になるとともに、職員の側にも、

専門職志向が強くなっている 12 ことに応え

ようとするものである。その際、行政サービ

スに必要な専門性の確保・向上のために、専

門職種の処遇のあり方については十分に留意

されるべきだろう 13。

一方で、ジェネラリストの役割が従来に比

べて相対的に低くなったというわけではな

い。スペシャリスト中心の英国の地方自治体

にあっても、彼らを包括的にマネジメントす

るジェネラリストの役割の重要性は強く認識

されていたところである 14。

近年では公共の分野について、公だけが担

うのではなく、市民、NPO、そして企業も

担うという「新しい公共」の考え方がしだい

に広まりつつある動きがある。公の持つ資源

を最大限に活用し、公と私がノウハウや資金

や人材を出し合うことにより、社会に活力が

生まれ、それによって最大の公益を生み出そ

うとする。その際、ある時は民間企業のビジ

ネスとして、行政のビジネス的活動として、

公私協働事業として、様々なマーケットに向

かい、社会的課題に対して、様々な場面で多

様な主体がその解決に向けて取り組もうとい

うものである（公私融合論 15）。

この動きの中では、従来の行政職員に求め

られた能力・専門性に加えて、住民や民間企

業などと一緒になって、地域や社会の活力を

生み出し、様々な課題を解決するための「コー

ディネート、プロデュース力」が強く求めら

れるようになっているといえる。今や行政職

員に求められる能力・専門性そのものが大き

く変化しつつあるのである。各地方自治体は、

このような動きを意識しながら、職員個々人

の志向・適性に応じた柔軟な人材育成システ

ムを構築する必要があるだろう。

次に本稿では、英国の地方自治体改善・開

発機構（Local·Government·Improvement·and··

Development）及び産業別技能委員会におい

て、（日本の地方自治体では必ずしも十分に

なされていない）専門性の組織的な蓄積や共
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16· 例えば、日本都市センターが 2007 年に全国の都市自治体に対して実施したアンケート調査（市役所事務機構調査）では、
研修にあたっての課題として「研修で得た知識が属人的なものにとどまり、職場で共有されていない」が最も回答率が高かっ
た（64.4％）。稲継裕昭「都市自治体と人事行政」村松岐夫・稲継裕昭・日本都市センター編『分権改革は都市行政機構を変
えたか』第一法規、2009 年。
17·本誌前号、52 ～ 53 頁。

有に向けた取組みが行われていることを明ら

かにした。

これまで日本において、地方自治体の職務

に求められる専門性を組織的に蓄積・共有す

る仕組みが検討・実践されることはあまり多

くなかった。一方で、職務に関する知識・ノ

ウハウや研修で得た知識が属人的なものにと

どまり、職場（組織）に蓄積・共有されてい

ないことが課題として挙げられることは少な

くなかった 16。

平成の大合併後の地方自治体の規模の拡大

や行政ニーズの複雑・高度化に伴い、職員の

専門性の向上がより求められるようになって

いるとともに、現在では、どの地方自治体に

おいても定数削減や事務の合理化などによっ

て事務の外部化がますます進んでいる。例え

ば、ある事務を外部委託した際、本来であれ

ば受託者を適切に管理・監督することのでき

る専門性を有した地方自治体職員の存在が求

められるところである。しかしながら、受託

した民間会社の職員の専門性が、自治体職員

の専門性を大きく上回り、委託者である自治

体職員が受託者をコントロールできないよう

な状態が既に一部の事務では散見されてい

る。事務が外部化され一定の期間が経過すれ

ば、人事異動や職員の退職によって、当該事

務をまったく経験したことの無い職員のみで

受託者の遂行する事務の管理・監督を行うと

いう事態も起こり得るのである。

今後は、専門人材を含めた職員の確保・能

力育成を行うとともに、それらの「人」が有

する専門性を「組織」にも着実に蓄積される

仕組みを検討する必要があるだろう。

地方自治体の職務は、自治体の規模や政策

分野にもよるものの、コアな部分においては

共通する分野も多くある。そこで、それら共

通のものについて、産業別技能委員会による

全国職務基準の策定を参考として職務内容を

記述したものを自治体間で共同開発し、当該

情報を蓄積・共有するとともに、地方自治

体改善・開発機構によるディスカッション・

フォーラムやコミュニティ・プラクティスの

取組み 17 を参考として、さらに実践的な情

報をリアルタイムで全国的に共有する仕組み

が検討されてもよいだろう。その際、自治体

間の広域連携や日本都市センターなどの全国

的なシンクタンク機関が一定の役割を果たす

ことが期待されるところである。

どの地方自治体も資金的・人員的な資源に

制約を抱えるなか、今日的な行政ニーズに対

して、それぞれの実情に合わせた対応を迫ら

れている。自治体職員の職務遂行に関する専

門性を柔軟かつ全国的に補完し合う仕組みが

検討されてもよい。
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The Localism Act was enacted by the current coalition government in the UK which was formed in 
2010. It is the Act to embody a series of decentralization policies under the government’s flagship 
policy, Big Society, which aims to shift the power from central government to local governments and 
communities. One of the important measures included in the Act is “general power of competence” to 
be given to local governments. It means that local governments can do anything that individuals could 
do unless specifically prohibited by law. This must be an epoch-making change in the local government 
system of the UK.

Progress of decentralization in the UK –Localism Act–

総務省自治財政局公営企業課理事官（前在英国大使館一等書記官）
大　塚　大　輔

Daisuke Otsuka, Deputy Director, Local Public Enterprise Division

英国における地方分権の進展
―地域主権法の制定―

1· 2006 年度に、一般補助金から切り離す形で教育目的補助金が創設されたことより、地方自治体の一般財源である地方交付
金（revenue·support·grant）の額は激減した（2005 年度：266 億ポンド、2006 年度：34 億ポンド）。地方自治体経常収入の
財源構成比は、2009 年度時点で、地方交付金 4.4%に対し、特定補助金 42.8%（財団法人自治体国際化協会「英国の地方自治
（概要版）」52 頁参照。統計はいずれもイングランドのみのもの）。
2··2001 年、前労働党政権が、地方自治体による行政サービスの改善と地域住民生活の質の向上を目的に、地方自治体を「優秀」
から「劣悪」の 5段階に評価する包括的業績評価制度（Comprehensive·Performance·Assessment:·CPA）を導入した。さら
に、2009 年には、CPAの後継制度として、地方自治体のみならず、消防、警察、保健当局等地域すべての公共機関を対象
とした包括的地域評価制度（Comprehensive·Area·Assessment:·CAA）が導入された。現政権は、CAA事務に費やされる
多大なコスト等を理由に同制度の廃止を行った。

はじめに

英国においては、2010 年総選挙により 13

年ぶりの政権交代が実現し、保守党及び自民

党により構成される連立政権が誕生したが、

地方分権に関していえば、前政権・現政権を

問わず、政府が推し進める重要課題の一つで

ある点に変わりはない。ロンドンへの一極集

中は、日本を含む主要先進国における首都一

極集中の度合いよりも著しく、ロンドンやそ

の周縁部以外の地域の発展のためには、大胆

な地方分権が欠かせないとの認識は中央政界

の中でも共通のものとなっている。前労働党

政権が、スコットランドやウェールズへの権

限移譲や直接公選首長制の導入などを通じて

地域の活性化に努力を注いだことから窺われ

るとおり、英国では、過去 10 年から 15 年の

間に、地方分権をめぐって大きな議論が展開

されてきた。

しかし、前労働党政権の地方向け政策には、

賛否両論があったことも確かである。例えば、

使途の制約がない地方交付金、すなわち我が

国の地方交付税に相当するものの大部分を、

教育政策を重視するブレア政権が教育目的補

助金として特定補助金化したり 1、国が地域

の政策目標を設定し、地方の行政サービスを

モニタリングする業績評価の仕組みを導入す

る 2 など、国が地方への関与を強めた面があ

り、こうした面に対して、地方から反発の声、
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月施行となっている。英国の地方自治制度に

関して、これまでも断続的に改正は行われて

いるが、今回の地域主権法制定は、現行の地

方自治制度の基礎が築かれた 1972 年地方自

治法（Local·Government·Act·1972）以降では、

最大の改正であると言われている。

実は、今回の地方分権改革は、単に地方行

政のあり方改革と言うにとどまらず、その背

景には、キャメロン党首（現首相）が野党時

代から内政面全般にわたる国家のあり方改革

の方向として掲げてきた、より包括的で上位

の政策理念たる「大きな社会（Big·Society）」

なるものがある。「大きな社会」に定義を与

えるとすれば、「中央に集中する権限を地方

自治体や地域社会に移譲し、地域住民やボラ

ンティア団体が主体的に地域運営に参画でき

るような社会」といったところであろう。政

治学や経済学の世界では、従来から、「大き

な政府」、「小さな政府」といった用語が一般

的に使用されているが、キャメロン首相は、

これらいずれとも異なり、地域社会や地域住

民のエネルギーを最大限活用して、国家運営、

地域運営を行うべきというビジョンを提示し

ていた。したがって、このビジョンの中には、

地方分権のみならず、例えば、地域住民が地

方自治体に代わって学校運営を行うフリー・

スクール制度の導入等、公共サービスの民間

開放を基本とした規制改革なども含まれてく

る。

したがって、地域主権法は、総じていえば

地方への権限移譲を実現させるための法律で

あると述べることができるが、地域住民の行

政参画の拡大との関係で、地域社会・地域住

民への権限の移譲が、地方自治体への権限の

懐疑的な声が聞かれる傾向があった。

地方分権といっても、伝統的に「大きな政

府」指向が強い労働党の場合は、国の関与を

通じて地域の発展を目指すというシナリオを

描く習性があったということであろう。これ

に対して、現在の与党第一党保守党は伝統的

に「小さな政府」指向が強く、野党時代から、

労働党の地方分権「手法」を中央集権的であ

ると批判し、国の関与の縮減・地方の自由度

の拡大を内容とする「地域主権（Localism）」

という概念を打ち出していた。また、与党第

二党の自民党は、政策面で労働党と共通する

部分が大きい左派政党であるが、前身の自由

党以来掲げる自由経済主義の立場から、国家

の統制・管理に対しての地方の自由を尊重す

る。両党の間では、必ずしも政策の方向性が

一致する分野ばかりではないが、地方分権に

関していえば、両党のイデオロギーには親和

性があり、政権発足から約半年後には、関

係施策を盛り込んだ地域主権法案（Localism·

Bill）が議会に提出された。

本稿では、既に成立・施行された地域主権

法（Localism·Act·2011）の概要を説明する

とともに、英国地方自治へのインプリケー

ションについて、筆者なりの考察を試みてみ

たい。文中、意見にわたる部分は、筆者の私

見である。

1　地域主権法の概要

（ 1）法律の背景と特徴

地域主権法は、2010 年 12 月に提出されて

以来、約 1年の審議期間を経て、2011 年 11

月 15 日に成立した。施行時期は、項目ごと

に異なっているが、大半の部分は 2012 年 4



都市とガバナンス Vol.18 21

英国における地方分権の進展

3· 例えば、英地域社会・自治省ウェブサイト掲載資料「Decentralization·and·the·Localism·Bill:·an·essential·guide」3 頁には、
地方自治体には二つの重要な役割があり、一つは地方分権による権限の受け皿であるが、もう一つは、「地域社会や個人に
権限を移譲していくこと」であると記載されている。

移譲と明確に区別され、重視されている点も

意識されるべきであろう。関連する閣僚等の

スピーチや政府の公表資料などに目を通せ

ば、国から地方への権限移譲だけでなく、「公」

の地方自治体から「民」の地域住民への権限

移譲も、現政権が視野に入れていることが示

されている 3。英国における地方分権をめぐ

る議論においては、「大きな政府」に懐疑的

である現与党保守党の力点は、地方自治体の

権限強化よりも、福祉国家の発展とともに公

的部門が吸収してきた権限を、地域住民や彼

らが構成するボランタリーな地域団体に「戻

す」というところに置かれている印象がある。

（ 2）法律の概要

（ 1）で述べたとおり、地域主権法で盛り

込まれた施策は、地方自治体の権限に関する

ものと地域社会の権限に関するものとに大別

することができる。日本的に言えば、前者が

「団体自治」に関する事項、後者が「住民自治」

に関する事項と見ることができる。各施策が

いずれに該当するかは必ずしも明確とは言え

ないが、英政府自身もこれらの概念を区別し

て説明する傾向がある。以下、本法律で盛り

込まれた制度改正のうち代表的なものを紹介

するが、（ア）及び（イ）が前者、（ウ）及び

（エ）が後者に該当すると考えられる。（オ）

については、両方の要素が含まれていると考

えられる。

（ア）包括的権限の付与

英国の地方自治体は、議会が制定する法律

により個別に授権された事務のみを処理する

ことができることとされてきた（「権限踰越

（ultra·vires）の法理」）。これは、英国では、

地方自治体は、自然人と異なり、議会が制定

する法により初めて創設された存在であるこ

とが根拠とされている。

権限踰越の法理に風穴を開けるものとし

て、「2000 年地方自治法（Local·Government·

Act·2000）」により、経済、社会福祉及び環

境の三分野の政策については、一定の制約の

下で事務処理を行うことができることとされ

た（well-being·power）が、判例等において、

このwell-being·power が狭く解釈される傾

向があり、地方自治体の政策が違法と判断さ

れるなどの問題が生じていた。現行制度は、

自治体が何か新たな取組みに着手しようとす

る際に、行動を躊躇させる大きな要因となっ

ているとの判断から、地域主権法では、地方

自治体は法令で禁止されていないいかなる行

為も行うことができることとする包括的権限

（general·power·of·competence）を付与する

こととした。地方自治体の法律的位置付けを

まさに 180 度転換させる画期的な改革であ

る。

なお、地域主権法の施行前後に地方自治体

による実施の妥当性が議論になった事例とし

て、地方自治体の会合の場におけるキリスト

教に則った祈祷の実施がある。これが争われ

た裁判で、地方自治体による祈祷の実施は、
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4· 本年 2 月 10 日、高等裁判所が、バイドフォード市が長年の慣行としてきた会合の場における祈祷の実施を、権限踰越の
法理により違法であるとする判決を出したことを契機として、英政府は、同 20 日、地方自治体宛て通知を発出し、包括的
権限の付与を前倒しして実施するとともに、同権限に基づき、祈祷を実施するかどうかは自治体の判断に委ねられる旨を表
明している（地域社会・自治省ウェブサイト掲載「general·power·of·competence·and·freedom·to·pray」）。
5·ビジネス・レイトは、居住用資産課税であるカウンシル・タックスと同様、資産の占有者を納税者とする税である。税率は、
全国すべての非居住用資産に対して一律である。地方税であるカウンシル・タックスが直接、課税自治体の収入となるのに
対して、ビジネス・レイトは一旦国庫に納められた後、その全額が地方交付金とともに地方自治体に配分される。1990 年に
国税化されて以降、再地方税化の議論が継続的に行われている。
6·パリッシュ（parish）は、教会によるキリスト教布教のために設けられた教区に起源を持つ、地域共同体的な性格を有す
る法律上の準自治体である。その機能は、遊歩道整備、街路照明維持管理、墓地・火葬場管理等の生活に身近な行政サービ
スの提供等である。

権限踰越の法理に照らし、地方自治法違反で

あるとの判決が下されたことから、英政府は、

この件に対する政府のスタンスを明らかにす

る中で、包括的権限が付与された後は、地方

自治体は自由に祈祷を実施することができる

ようになるとの見解を表明している 4。

（イ）ビジネス・レイトの改革

今日、地域経済の振興において、地方自治

体がより積極的な役割を果たすことが期待さ

れている中で、政府は、財政面における地方

の自由度の拡大を経済浮揚のための手段とし

ても位置付けている。

こうした観点から、改革のターゲットとさ

れたのは、非居住用資産課税であるビジネス・

レイト 5 である。ビジネス・レイトは、従来

は地方税であったが、現在は国税として徴収

され、地方に全額譲与されている。現在も慈

善団体や小規模企業が有する資産に対しては

自治体の判断で軽減措置を講ずることができ

る制度となっているが、地域主権法ではこの

要件を緩和し、地域振興への寄与、例えば、

地域に雇用をもたらす企業誘致等を目的とし

て、より幅広に軽減措置を講ずることができ

ることとされた。

また、地域主権法に盛り込まれたビジネ

ス・レイトの軽減措置の拡大とともに、同法

成立に続き、昨年 12 月に議会に提出された

「地方自治体財政法案（Local·Government·

Finance·Bill）」は、地域経済の成長促進を目

的の一つとして掲げており、ビジネス・レイ

ト収益の一定割合を自治体自らの歳入とする

ことができること、将来的なビジネス・レイ

トの増収額を担保としてインフラ整備等のた

めの借入れをすることができること（増加税

収財源措置（Tax·Increment·Finance,·TIF））

等を盛り込んでいる。本稿では同法の詳細に

は立ち入らないが、既に現政権が行った特定

補助金の一般財源化等の予算措置と合わせ

て、自治体財政の自由度の拡大を推し進める

地方財政改革は、今後も着々と進行していく

ものと考えられる。

（ウ）公共サービス提供申出の権利

公共サービスの質の改善・向上のため、地

方自治体本体だけでなく、社会的企業家や地

域団体等がサービスの提供を担う余地がある

ことが広く指摘されている。しかし、地域団

体等が優れたアイデアを持っていたとして

も、その団体の実行力や信用力が十分でない

ことを理由に、地方自治体からサービスの供

給主体として適切に認められないケースが多

い実態を踏まえ、地域主権法は、非営利の地

域団体やパリッシュ（parish）6、地方自治体
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の職員がサービスの運営を地方自治体に代

わって担うことを申し出る権利（community·

right·to·challenge）を創設した。

申出がなされた場合、地方自治体はこれに

回答しなければならず、申出を受理する場合

には、当該団体等を対象とした入札手続きを

講ずる必要がある。

（エ）地域資産を取得する権利

コミュニティ・センター、図書館等の公共

施設を地域のシンボルと位置付け、住民活動

の中核的拠点として利用している地域社会に

とって、それらの施設の閉鎖や民間譲渡は深

刻な問題になり得るであろう。これまで、自

治体財政の悪化等を理由として公共施設の閉

鎖や民間譲渡が検討されている場合に、地域

団体等が施設を引き取って運営する例はある

にはあるが、一般的には、営利企業のように

短期間で取得資金を集め、引取りのための組

織的体制を整えることは難しく、地域団体等

が直面する困難は大きい。

地域主権法は、まず、地域的に重要な価値

を有する資産の一覧表作成を地方自治体に義

務付け、その上で、一覧表に掲載された資産

が売却、又は所有権の移転が行われる場合に

は、地域団体等に入札の機会が与えられるま

で、売却等を行えないこととした（community·

right·to·buy）。ただし、本制度は、資産の所

有者に対して、資産の売却先や売却価格に関

する制限を加えるものではなく、あくまで非

営利の地域団体等に対し、営利企業と対等な

競争の機会を与えることを目的とするもので

ある。

（オ）直接公選首長制の普及

英国の地方行政体制は、従来から、議会の

各委員会が執行機関となる議会統治型が基本

であり、直接公選首長制（いわゆる大統領制）

は、2000 年地方自治法による制度改正にお

いて、地方自治体の判断により任意に採用で

きる仕組みができたことによって初めて導入

された。地域主権法制定時点では、直接公選

首長制の採用自治体数は、同法とは別の法律

（1999 年大ロンドン都法（Greater·London·

Authority·Act1999））により直接公選首長の

設置が義務付けられている大ロンドン都を含

め、わずか 14 に留まっており、あまり普及

が進んでいなかった。

こうした中、現政権は、直接公選の首長は

都市の「顔」として容易に認知されうること、

民主的な説明責任を伴う強力なリーダーシッ

プを発揮することができること、住民が政策

決定に責任を有する者を判別しやすいこと等

から、地域力向上の起爆剤として直接公選首

長制の一層の普及を打ち出した。

地域主権法では直接公選首長制の採用が各

自治体の選択制である仕組み自体は変更され

ていないが、中央政府が、直接公選首長制の

採用が適当と認められる自治体に対して、直

接公選首長制の採用の賛否を問う住民投票の

実施を要請する仕組みが整備され、結果とし

て、去る 5月、統一地方選挙と同日、イング

ランド内の 10 の大都市において、住民投票

が実施された 7。

7· 元々の英政府方針は、ロンドンを除き最も人口の大きい 12 都市で住民投票を行うというものであったが、12 都市のうち
レスター及びリバプールは、法律施行前に議会の自主的な議決により直接公選首長制の採用を決定したため、残りの 10 都
市で地域主権法に基づく住民投票が実施されることになった。10 都市とは、バーミンガム、ブラッドフォード、ブリストル、
コベントリー、リーズ、マンチェスター、ニューキャッスル、ノッティンガム、シェフィールド、ウェイクフィールド。
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しかしながら、行われた住民投票では、10

都市中 9都市で反対が上回り、直接公選首長

制採用が決定したのはイングランド南西部の

中核都市ブリストル 1都市だけであった。関

係者の間からは、英国では議会統治型のシス

テムが十分に根付いていることとともに、今

回の住民投票が中央政府主導であったことに

より、住民の関心がさほど高まらなかったこ

と等が指摘されている。今回の結果は、制度

の拡大をめざす政府にとっては残念な結果で

あったが、今後、地域経営の自由度の拡大と

いう制度的環境の変化とともに、国際的な都

市間競争が激化しつつある社会経済環境も踏

まえれば、直接公選首長制拡大の流れに「待っ

た」がかかったと受け止めることは適当では

ないと考えられる。

2　地域主権法制定のインプリケーション

地域主権法は、包括的権限の付与をはじ

め、英国地方自治の常識からすれば、かなり

の抜本的な制度変更が含まれている。本年 4

月に本格施行されたばかりであり、制度が定

着するまでは簡単に評価を下すことはできな

いが、地方自治体の現場や地方自治関係の有

識者から本法に対する見解を聴取する中で、

一定のインプリケーションを導き出すことは

可能である。もちろん、地方自治体への包括

的権限の付与や住民の行政参画の促進によっ

て、地域が採れる選択肢の幅が飛躍的に拡大

することで、地域が創意工夫を活かしながら、

自主的・主体的に地域経営に取り組むため、

地域の発展の可能性を高めるという点は間違

いない。この点は、まさに政府が意図する地

方分権の効果であるが、他方で、国民にとっ

てはあまりありがたくない副産物が生まれる

可能性も否定できない。

第一に、英国の地方自治制度は、国と地方、

また、上層自治体と下層自治体の役割分担が

明瞭である点が大きな特徴であるが、包括的

権限の付与等により地方自治体の権限が拡充

する結果として、国、上層自治体及び下層自

治体の間の境界が曖昧になる可能性がある。

3年前に筆者が地域社会・自治省を訪ね、英

国がかねてより二重行政の排除を目的として

取り組んでいるユニタリー化（地方自治体の

一層制化）についてヒアリングをした際、英

国行政システムの問題は、住民にとって、行

政サービスの主体が上層自治体なのか下層自

治体なのか明確でなく、その結果、サービス

の受益と負担の関係が希薄化していることで

あるといった趣旨の話を聞くことができた。

もし、それぞれの階層の役割の境界が取り除

かれ、相互乗り入れが可能になる場合には、

余計なコストの発生を招く二重行政、三重行

政を助長する方向に作用しないか懸念され

る。

第二に、自治体間の格差が拡大することが

予想される。現在の英政権が抱える最大の課

題は、主要先進国中で最悪の水準にあると言

われる財政赤字の解消である。2010年 10月、

政府は、現在の議会期における財政再建方針

を定めた「歳出見直し」を発表し、その中で、

自治体向け補助金を 4 年間で 28%削減する

との内容を盛り込んだ 8。削減対象となる補

8·「歳出見直し（spending·review）」では、対象期間である 2011 年度から 2014 年度までの 4 年間で、各省庁予算を平均
19%減少させる歳出削減策が盛り込まれた。この中で地方向け補助金は 28%削減されることとされ、最も削減幅が大きい分
野の一つとなった。なお、イングランド地方自治体の歳入に占める補助金の割合は、2008 年度で 62%（財団法人自治体国際
化協会「英国の地方自治（概要版）」50 頁参照）。



都市とガバナンス Vol.18 25

英国における地方分権の進展

9·「Decentralization·and·the·Localism·Bill:·an·essential·guide」4 頁、英国が中央集権的であることを説明する項において、「米
国、スウェーデン、日本等の多くの国では、英国よりも、市民が公的支出の大部分を、地方のレベルで決定できるようになっ
ている。我々は追い付く必要がある。」との記述がある。

助金には、我が国の地方交付税に相当する一

般補助金も含まれており、これだけの削減は、

明らかに地域の公共サービス低下に直結する

水準である。政府は、自治体財政が厳しい時

代を迎えることを認めた上、自治体間の事業

共同化等の「創意工夫」により、困難を乗り

越えることを期待しているが、自治体は、何

らかの知恵を出さなければ、従来の行政水準

を維持することができないという過酷な競争

のスタートラインに立たされたのである。今

後、自治体の行財政運営能力が試され、能力

の有無により自治体間の格差が歴然と見えて

くるであろう。自治体間の競争がすべて否定

されるわけではないと思うが、イングランド

北部等、そもそも経済力が弱く、自治体の国

への財政依存度が高い地域が、相対的に不利

な条件下に置かれることをどう考えるか、見

方は分かれるところである。

おわりに（付言）

おわりに、地域主権法の制定時期の前後、

筆者が英国の地方自治について見て、聞いて、

感じたことを踏まえ、蛇足ながら、翻って日

本の地方自治の現状について付言したい。

地方自治を所管する英国地域社会・自治省

が公表している地域主権法の解説書の中に

は、我が国が、米国、スウェーデン等と並び、

地方分権の進展度合いにおいて英国の先を

行っており、英国はこれらの国に追い付く必

要がある（·need·to·catch·up）·との記載があ

る 9。また、筆者が英国滞在中、英国地方自

治体職員等を日本に招くことを目的として、

（財）·自治体国際化協会ロンドン事務所が毎

年主催しているジャパン・スタディ・ツアー

の参加者から話を聞く機会があったが、参加

者に共通した我が国自治体の印象は、権限・

仕事の幅が広く、自治体職員は政策立案のプ

ロフェッショナルとして日々活躍している、

というものであった。

「地方自治の母国」と呼ばれる英国が日本

の地方自治体やその職員に羨望の目を向けて

いるということに対しては、普段英国事情に

触れることのない読者には意外に映るかもし

れない。もちろん、英国には、コミュニティ

単位のチャリティ活動が活発であるなど、古

き良き住民自治の文化が根付いており、地方

自治をめぐり、一概に日英の優劣比較ができ

るわけではないが、国際化が進展し、地方自

治体の日常業務の中においても、海外との交

流が一般化した今、地方自治の分野において、

日本が誇れる部分が少なくないことを我々地

方自治関係者は自覚すべきであろう。

地域主権法制定により、英国の地方自治の

レベルは、少なくとも、地方自治体自身が望

み、努力すれば、より高いレベルに到達する

ことができる制度的環境が整った。都市間競

争・地域間競争は、もはや国内のみならず、

国際社会を舞台として行われている時代であ

る。我々の知らないところで、日本に追いつ

け、追い越せと努力する英国の地方自治体が、

日本にとって強力なライバルとならないかと

いう視点も併せ持ち、英国における地域主権

改革の動向を注意深く見守る必要があると考

える。
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都市分権政策センター
Decentralization Policy Center for Cities

An organization established jointly by the Japan Center for Cities and the Japan Association of City 
Mayors in January 2007, with the aim of achieving true decentralization reform and enhancing city 
governments’ functions of policy development and planning.

調査研究紹介

1· 2012 年 8 月 29 日現在。
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1　「都市分権政策センター」の共同設置

2007 年から全国市長会及び公益財団法人

日本都市センターは、市長及び学識者で構成

する「都市分権政策センター」（現共同代表·

全国市長会会長（長岡市長）森民夫、公益財

団法人日本都市センター理事長（高松市長）

大西秀人、公益財団法人後藤・安田記念東京

都市研究所理事長·西尾·勝）を共同設置し、

基礎自治体を重視した真の地方分権改革に資

するための調査研究・情報提供を行っている

ところである。

2　地方分権に関する最近の主な動向

（ 1）�地域主権改革一括法

2012 年 3 月 9 日、第 3 次の義務付け・枠

付けの見直し及び基礎自治体への権限移譲を

内容とする地域主権改革一括法（第 3次）が

第 180 回通常国会に提出され、現在衆議院で

審議されているところである 1。

（ 2）�第 30 次地方制度調査会

2012 年 1 月 17 日、第 3回総会で大都市制

度のあり方と、東日本大震災を踏まえた基礎

自治体の役割について、審議することとされ

た。以来、2月 7 日の第 6回専門小委員会か

ら 8月 3 日の第 18 回専門小委員会まで、大

都市制度のあり方を中心に、集中的な審議が

行われているところである。

（ 3）�大都市制度について

大都市制度については、首長や各政党から

も、様々な問題提起や議論がなされてきた。

その結果として、東京都以外の道府県も、政

令市単独又は政令市と隣接する市町村域等と

合わせて総人口 200 万人以上であれば、特別

区を設置し、当該区域内において、道府県と

当該区域内での権限と財源の再配分を認める

内容の法案が、民主党、自民党、国民の生活

が第一・きづな、公明党、みんなの党、国民

新党、改革無所属の会の 7会派共同提出によ

り、議員立法として第 180 回通常国会に提出

され、2012 年 8 月 29 日、成立したところで

ある。

（ 4）�社会保障と税の一体改革

社会保障と税の一体改革については、「国

と地方の協議の場」等で、地方側の主張を踏

まえ、消費税の増収分 5%のうち 1.54%を地

方分とすることが提示され、地方側も一定の

評価をしたことから、これを受け、2012 年 2

月 17 日に、「社会保障・税一体改革大綱」が

閣議決定された。その後、与野党において、
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2· http://www.toshi.or.jp/bunken/
3· http://www.toshi.or.jp/bunken/kokusai/

社会保障部分については、今後設置される「社

会保障制度改革国民会議」で議論することで

合意がなされ、2012 年 8 月 10 日、関連法案

が成立したところである。

3　最近の調査研究から

（ 1）�都市分権政策センター会議

都市分権政策センターでは、2012 年 7 月

11 日、第 13 回会議を開催した。

会議では、事務局から配布資料に基づき、

地域主権改革をめぐる諸情勢や都市分権政策

センターで行っている個別事業等について説

明を行った。

続いて、神野直彦東京大学名誉教授から「社

会保障・税一体改革への覚書」と題した基調

報告を受けた後、各委員の間で活発な質疑応

答・意見交換が行われた。

また、当センターホームページ 2 において、

随時、情報提供を行うともに、参加者が自由

に意見交換を行うメーリングリスト「地方自

治トピックス」を引き続き開設している。

（ 2）基礎自治体の総合的国際比較

当センターでは、「基礎自治体の総合的国

際比較」事業として、世界各国の政府階層、

とりわけ基礎自治体のあり方を包括的に検討

し、我が国にとって参考となる情報の提供を

行っている。

2012 年度には前年度に引き続き、現在当

センターのホームページで公表している 3、

これまでの調査研究を通じて作成した国際比

較に関する横断的比較表等の資料について、

時点更新の作業を行っているところである。

また、地方分権改革をめぐる議論をより豊

かなものとするため、2011 年度からイギリ

スの地方行財政制度について、文献調査・現

地調査を実施している。イギリスを対象とす

るのは、日本における近年の諸改革において

イギリスの制度が参照されることが少なくな

く、英国では国と地方との間で高い緊張関係

を有し、法制度による枠組みはないが、事実

上国と地方との協議を積み重ねてきていると

ともに、二大政党による政権交代を繰り返し

ていることから、日本における今後の国と地

方との協議の進め方を考える上で、参考にな

るところが多々あると考えたからである。運

用の実態を知るためには、地方をめぐる政治

的・社会的背景を考慮した調査を行う必要が

あり、2011 年度から継続的に文献調査、現

地調査により、具体の事例を通して、国と地

方との協議の実態を明らかにしているところ

である。その一環として、2011 年度に引き

続いて 2012 年度も、イギリスにおける現地

調査（ヒアリング調査）を行い、更に知見を

深めていくこととしている。

その他の同事業の活動としては、英国の自

治体職員の採用・処遇・能力開発等を押える

ため、“Human·resourse·management·in·the·

public·sector”（ピーター・スマート、稲沢

克祐著）を翻訳し、ブックレットとして刊行

した。また、英国における Chief·Excuteves

の兼務の実態等を現地の研究者の協力を得て

調査し、日本における機関の共同設置の事例

研究等とともに、1冊のブックレットにまと

めて紹介した。

（主任研究員　中西　規之）
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The national civil service reform is to be at the stage of implement after long time discussion, but the 
situation surrounding the civil service has been changing rapidly.This paper identifies two issues on 
the reform under further dispute. One is the institutional question of how the qualification review of 
higher civil service will be arranged to promote policy advice function based on an ability of policy 
specialists, avoiding acting like ‘political’ advisers. It means to rebuild the concept of merit system. 
The other is the institutional development of labor relations, but there are some problems concerning  
diversity of negotiation parties both government authorities and unions’ sides. 

東海大学政治経済学部准教授　出　雲　明　子
Akiko Izumo, Associate Professor, School of Political Science and Economics, 
Tokai University

Trends in the National Civil Service System Reform: in issues of a method 
of qualification review and labor relations for national personnel

国家公務員制度改革の動向と論点	
―適格性審査と自律的労使関係制度を中心に―

はじめに

本年 6月 1日に通常国会において審議入り

した国家公務員制度改革関連 4法案は、これ

までの 10 年以上にわたる公務員制度改革の

議論を集約し、一定の結論を示したものであ

る。同法案は、国家公務員制度改革基本法を

具体化しており、今国会での成立、不成立に

かかわらず今後もこの法案の方向性に沿って

制度と運用の改革がなされるのではないかと

思われる。ただし、基本法で定められた事項

のうち、既に本年度から採用試験改革が行わ

れており、それが国家公務員を志望する人材

や採用後のキャリア・パスにどのような影響

を与えるのかを検証し、制度改革に取り入れ

る必要も将来的には生じ得る。

しかし、関連 4法案における論点にはいま

なお対立する点も少なくなく、さらに政治状

況の変化から従前以上に政権交代を前提とし

た公務員制度のあり方が強く問われるように

なっている。以下では、国家公務員制度改革

の論点のうち、幹部公務員の一元管理と適格

性審査、自律的労使関係制度の 2つについて

論じていくこととしたい。

1　幹部公務員の一元管理と適格性審査

法案の改革事項のうち最も大きな論点の一

つに、幹部公務員人事の一元化及び弾力化、

その基礎となる適格性審査がある。これは、

幹部公務員にどのような役割や能力を求める

のか、内閣の意思をどの程度反映した人事と

されるべきかをめぐる問題であり、中央省庁

のトップ・マネジメント改革として位置づけ

られる。国家公務員法（国公法）改正案は、

今後も幹部公務員を一般職としているため、

人事への関与は「政治的」なものではなく、

あくまで資格任用制を原則としつつ内閣の重
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1· 朝日新聞グローブ（2010 年 3 月 8 日の紙面「公務員の使い方 / 仕え方」に対応したインターネット版インタビュー）、
http://globe.asahi.com/feature/100308/side/01.html
2· 稲継裕昭「公務員制度改革の論点（上）政治的中立性も重視を」『日本経済新聞』2010 年 9 月 20 日付
3· 人事院『年次報告書』（平成 22 年度）に、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリア、カナダの幹部公務
員の任命手続きが特集されている。

要政策を強力に推進することのできる公務員制

度改革を目的としており、その意味では資格任

用制を日本の公務員制度の現状において再構築

しようとするものである。しかし、一元化や適

格性審査での政治家による関与の程度によって

は、政治的な任用との間で緊張が生じる可能性

がある。内閣の人事管理機能の強化が、幹部公

務員の専門性や政治的中立性にどのような影響

を与えるのかが問われている。

基本法は、幹部公務員を任用する場合に内

閣官房長官が適格性審査を実施したうえで候

補者名簿を作成し、各省大臣はその名簿の中

から任命するに当たって内閣総理大臣、官房

長官と協議を行うとしている。これまでの改

革論議では、一括採用（行政改革会議）も選

択肢の一つだったが、採用試験改革を以って

当面見送られたと思われる。また、管理職員

となる公務員について整備される予定の幹部

候補育成課程が入省後どの程度の公務員を対

象とするのか定かではないが、国公法改正案

では内閣総理大臣の定める基準に基づいて各

大臣等が運用するものとされており、一括採

用や幹部職員の一元管理と連結した管理は必

ずしも想定されていない。したがって、一元

管理の対象となるのは幹部職員に限られてい

る。ただし、一元管理は基本法が具体化され

たものだが、2010 年の国公法改正案からは、

事務次官、局長、部長級を同一の職制上の段

階とみなす弾力化もあわせて適格性審査の中

で行われることとなった。

一元管理は、幹部公務員の人事が各省のセ

クショナリズムを反映したものとならないよ

う、内閣の政策課題をより政府全体として実

現していくために、内閣の意思を一定程度人

事に反映することを目的としている。「意思

の反映」とそれが「政治的」になされること

に一線を画すための手段が適格性審査であ

る。適格性審査の方法をめぐっては、審査に

要する情報をどのように収集するのか、幹部

公務員の審査基準、すなわち幹部公務員に求

められる能力をどのように明記するのか、一

つのポストに対して一つの名簿あるいは幹部

公務員全体について包括的な名簿とするの

か、政治家の関与をどの程度とするのか、な

ど運用面での論点がある。これらの諸点の運

用次第で、「政治的」関与が強まり事実上の

政治任用制の導入となるのではないかという

疑問が生じている。

第 1に、審査にあたる審査員の客観性につ

いてである。仙石由人公務員制度改革担当大

臣（当時）は「政治家はできるだけ避けよう

と思っています。官房長官、内閣人事局長は

別として、客観性が確保された試験官を配置

したい」1と考えていた。審査に携わる審査員

の客観性を確保するために、「中立公正な判断

のできる第三者（有識者委員会や人事委員会）

をかませる必要がある」2と指摘されるように、

政治家による最終的な判断とは別に、事前の

判断を客観的に行うかどうかがあり、これは

イギリス幹部公務員の任命方法に近い 3。
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4· 田中秀明、朝日新聞グローブ、前掲、http://globe.asahi.com/feature/100308/side/10.html
5· 村松岐夫「近年の公務員制度改革の経緯」、同編『最新　公務員制度改革』学陽書房、2012 年、12 頁
6·「標準職務遂行能力について」（2009 年 3 月 6 日内閣総理大臣決定）

第 2に、適格性審査を経てプールされる名

簿が大規模なものになると、審査が意味をな

さないのではないかという問題である。現職

の幹部公務員のみならず公務外から公募に応

募した者、大臣の推薦者もこのプールに含ま

れるため、現在の国公法改正案のような一括

した名簿ではなく、「ポストごとに候補者名

簿をつくるべき」4 だという指摘がなされて

いる。幹部公務員人材の情報の一括管理は、

これまでも課題となってきたが、それが包括

的に名簿化され任免に直結するとなると、人

事の「政治化」につながるのではないかとさ

れるのである。

第 3 に、筆者がなかでも強い問題意識を

もっているのは、審査の基準である。適格性

審査は、国公法改正案で標準職務遂行能力の

審査とされており、この標準職務遂行能力が

今後幹部公務員に求める役割や能力を規定す

ることとなる。2001 年の公務員制度改革大

綱で問題になったのも、能力等級制度の導入

の是非であり、公務における能力を定める基

準はこの時からの懸案である。

適格性審査をめぐっては、公務員の専門性

と政治的中立性がともにゆらいでしまうので

はないかという懸念が生じているが、ここで

問題としたいのは、一般に資格任用制のもと

で政治的中立性が高まれば専門性が高まると

いう現代公務員制度の考え方についてであ

る。幹部公務員に一元管理を導入する側の意

図は、むしろこれまでの公務員の専門性のあ

り方に疑問を呈し、何らかの形で政治的な関

与を強めた方が専門性の高い人材を確保でき

るのではないかと考えている。公務の「専門

性」のとらえ方が問題となっているのである。

現在の改革論議では、政治による官僚統制の

強化と人事院による統制機能の緩和が対立的

にとらえられるが 5、これらによって統制され

る専門性も対立的なのだろうか。筆者は、ど

ちらの統制によっても耐え得るのが公務員の

専門性であり、対立的と見られる現在の専門

性のあり方が、一元管理という改革案となっ

たと考えている。このように、適格性審査は、

政治による官僚統制が新しい資格任用制を構

築し得るかを問題提起しているのである。

2007 年の国家公務員法改正によって、公

務員の任免は人事評価その他の能力の実証で

行われることとなり、人事評価制度が導入さ

れた。評価に基づく任免は、「職制上の段階

の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮す

ることが求められる能力として内閣総理大臣

が定める」標準職務遂行能力に基づいて行わ

れることとなり、人事評価は 2009 年 9 月か

ら本格実施されている。人事評価の実施状況

などについては別途筆者の研究課題としたい

が、内部昇格者の適格性審査は、人事評価の

延長線に位置づけられることが推察される。

したがって、新たに適格性審査の対象となる

のは公務外の候補者となろう。

標準職務遂行能力は、たとえば、局長で倫

理、構想、判断、説明・調整、業務運営、組

織統率、課長で倫理、構想、判断、説明・調整、

業務運営、組織統率・人材育成の各 6点であ

る 6。前述のポストあるいは全体での名簿か、

なおかつ実際の適格性審査がどのように行わ
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7· 国家公務員制度改革推進本部「報告」2008 年 11 月 14 日、2頁
8· 藤井直樹「撤回された『政治主導法案』をめぐって」、御厨貴編『「政治主導」の教訓：政権交代は何をもたらしたのか』
勁草書房、2012 年、173 頁

れるかにもよるが、今後幹部公務員に求める

役割や能力に関する指標となり得るのかには

疑問がある。さらに、当初、国家公務員制度

改革推進本部顧問会議は、適格性審査に幹部

職員となる資格要件としての効果を期待し、

適格性が認められなかった場合には分限処分

の対象とすることまで考えていた 7。法案で

は、これらの関係は明示されておらず、新た

な適格性審査と国家公務員法 78 条 1 項 3 号

の「適格性」の関係が不明である点を問題と

して指摘しておきたい。

このように、幹部公務員の一元管理・弾力

化と適格性審査については、公務員の専門性

をフォーマルな形である程度明示しつつ強化

できるかが課題となっており、筆者は新たな

資格任用制がいかに専門性を取り戻していく

かという問題として理解している。

また、現在、事実上撤回されている政治主

導法案についても触れておきたい。政治主導

を実現するのと同時に、幹部公務員の一元管

理が事実上の政治任用制となることを排除す

るため、別に明確な政治性を伴って政権のた

めに勤務する者を配置しようとしたのが政治

主導法案であった。同法案は、内閣官房副長

官の定数を一人増員し、国家戦略局長にあて、

国家戦略官とともに国会議員が就任すること

のできるポストとした。また、特別職国家公

務員として内閣を政治的に補佐する国家戦略

スタッフ、政務スタッフ（基本法）は、政治

主導法案において内閣政務参事、内閣政務調

査官、政務調査官と呼びかえて置くこととさ

れていた。政治主導法案は、国会議員の増員

が国会法改正案とのあいだで分立したことか

ら、野党の反発を受けて撤回されたため 8、

内閣機能の強化を政治任用者の増員と幹部公

務員の一元管理の両方で行おうとする基本法

の考え方は、当面後者によってのみめざされ

ることとなった。

2　自律的労使関係制度

自律的労使関係制度は、国家公務員の労働

関係に関する法律案及び公務員庁設置法案に

よって定められる。後者は、人事院を廃止の

上、内閣府の外局として公務員庁を設置し、

公務員庁は、国家公務員の人事行政とともに

労使交渉及び団体協約を所管する。

自律的労使関係制度の基本的な制度設計

は、国家公務員制度改革推進本部労使関係制

度検討委員会で議論された。同制度のもとで

は、原則として使用者側と労働者側の交渉を

通じた合意のもとに団体協約が締結されるこ

とが望ましく、制度の自律性が高ければ争議

は回避されると考えられる（当初は争議権付

与の可能性を含めて議論されていた）。労使

の対話が促進されることで、行政の効率性や

サービス提供の質が向上し、労働意欲やコス

ト意識が高まるという便益が生じる。民間で

あれば労使関係における内在的な抑制力とし

て市場原理が働くが、公務の場合は市場原理

の働きが期待できず、それに代わる存在とし

て透明性がある。人件費の削減や行政改革は、

期待される効果の一つだが、論理的には別に
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9· 人事院「人事院勧告」（平成 22 年度）、「別紙第 3」、7頁
10·「国家公務員制度改革関連四法案の概要」、5頁（国家公務員制度改革推進本部ホームページ）
11·山川隆一「国家公務員の団体交渉・団体協約‐論点の素描」『人事院月報』2012 年 1 月号、5-6 頁
12·イギリス公務員の状況については、拙稿「イギリス公務員の給与決定と労使交渉―分権下の公務員制度における統合的機
能の考察―」『行政管理研究』第 133 号、2011 年 3 月を参照のこと

考えられる。

他方、国会や第三者機関の関与など制度上

の他律性は最小限とされることが望ましい。

他律的アクターの関与が強まると争議が増え

ることとなり、取引コストや国民生活への影

響が費用として生じる。民間では法令や就業

規則が外在的な抑制力として働くが、公務で

はこれに勤務条件詳細法定主義及び財政民主

主義が加わる。こうして、労使関係制度の自

律性をどのように担保し、他律性の問題化を

回避するのかが焦点となる。

自律性をいかに確保していくのかを考える

場合に、使用者と労働者が当事者たることが

まず問題となる。使用者の当事者性、つまり

団体交渉できる者、団体協約を締結できる者

を明確にするため、かつての三公社五現業で

「十分な当事者能力が確保されず、仲裁裁定

が常態化」9 し、複数に分散している使用者

機関の統合が問題となった経緯もあり、公務

員庁が設置されることとなった。公務員庁は、

「国家公務員の人件費予算及び人件費予算の

配分の方針の企画及び立案並びに調整に関す

ること」（公務員庁設置法案 4条）を所管し、

総人件費を管理しつつ団体交渉を行う役割を

担う。ただし、実際の団体交渉は政府全体と

して公務員庁が行うもの以外に、各府省、す

なわち各府省大臣及び委任を受けた部内の国

家公務員も団体交渉を行う当局となる。法律、

政令、省令の段階に応じて分けられており、

締結された団体協約の内容に従って、それを

反映した法律案を国会に提出するか、政令及

び省令の改廃を行わなければならない。

団体交渉及び団体協約の締結は段階的、分

散的となっており、政府全体で統一的に定め

る俸給月額、手当の額、一週間当たりの勤務

時間など、勤務条件の詳細は公務員庁による

中央交渉に委ねられ、各府省での交渉は各府

省で定める勤務時間の割振り等に限定される

ようである 10。勤務条件詳細法定主義を維持

するとともに、中央交渉を原則とする労使交

渉が想定されている。こうした「当局」のあ

り方については、すでに「組合が交渉を申し

入れた事項が十一条（筆者注：国家公務員の

労働関係に関する法律案）の何号に該当し、

いかなる機関が当局として団交に応ずべきか

についての紛争が生じることが予想」11 され

ているが、本稿では府省ごとの労使関係の多

様性が、「自律的労使関係制度」のもとでさ

らに多様化するのではないか、場合によって

は、イギリス国家公務員のように、各省ごと

の労使交渉に基づく分権的な給与及び勤務条

件の決定の方向に進むのではないかと問題提

起しておきたい 12。

使用者たる当局が複数設定されているのと

同じように、労働者の側も各府省の職員団体

や労使関係の多様化がみられる。その詳細は、

必ずしも明らかになっておらず筆者自身も研

究課題としたいが、以下では職員団体の登録

状況が府省ごとに著しく異なっている点を指

摘しておきたい。組織率の平均は 55％だが、
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13·人事院『平成 23 年度年次報告書』、185 頁
14· 同上、183 頁
15·地方事務所（局）での職員団体側の出席者は、多くて 30 名程度になるという。本院では平均 10 名程度である（「国家公
務員の労働基本権（争議権）に関する懇談会資料」（第 2回資料 1,·6 頁）

最高の農林水産省で 86.8%、最低の内閣府で

7％という開きがある（2012 年 3 月 31 日現

在）13。組織率が高いのは、順に、農林水産省、

厚生労働省（69.6%）財務省（66.5%）、会計

検査院（66.2%）、国土交通省（54.2%）である。

これらの府省は、会計検査院を除いて、地方

支分部局を中心に在職者数が多い。なお、外

務省、文部科学省、環境省、防衛省は登録職

員団体を有しない。

現在の人事院との交渉（会見）は、たとえ

ば 2011 年度に 231 回行われており、その内

容は、春闘統一要求・人事院勧告要求関係が

44.6%、級別定数の改定が 40.3%となってお

り、その他の手当や人事評価結果の活用に関

する交渉を圧倒している 14。また、本院で行

われるよりも、地方事務所（局）で行われる

方が多く、本院での会見が 84 回であるのに

対して、地方事務所での会見は 147 回となっ

ており、実際には地方事務所の局（所）長、

課長・専門官が職員団体に頻繁に接触してい

ることがわかる 15。労使関係制度検討委員会

でヒアリングが行われた厚生労働省、国土交

通省、国税庁の労使交渉の実態も、職員団体

の数、交渉の頻度などに差異がみられる。公

務員庁を中心とする自律的労使関係制度で

は、各省ごとの交渉はできるだけ制限される

ことが望ましいが、各府省の職員団体の組織

率や労使慣行を許容しなければ自律性は生じ

にくい。当局を複数としていることが自律性

を確保する制度設計となっていると思われる

が、法律と運用に乖離が生じるのではないか

と懸念される。

次に、他律性の問題化の回避に関してであ

る。自律的労使関係制度では、第三者などの

関与なく労使の合意が得られることが望まし

い。争議権を付与する場合には、新たな仲裁

の仕組みの導入も検討されたが·、争議権の

付与は見送られたため、特定独立行政法人等

を含む民間企業と同様の調整の仕組み、すな

わち中央労働委員会による調整が行われるこ

ととなっている。また、内閣は団体協約の内

容を反映した法令の提出を義務付けられてい

るが、その成立は国会の判断に委ねられてお

り、調整事件が相次ぐのではないかと考えら

れる。そのためには、団体交渉の材料となる

根拠に客観性が確保されること、すなわち第

三者機関による民間給与調査が継続して行わ

れる必要があるが、調査が実質的に交渉を規

定すると現行の給与決定方式との差異が小さ

くなり、自律性が乏しくなるという循環をた

どることとなる。

おわりに―人材の確保と専門性

これまで国家公務員制度改革に関して、幹

部公務員の一元管理と自律的労使関係制度の

構築という 2つの論点に絞って、対立してい

る点を指摘し、問題提起を行ってきた。これ

らの制度改革は、政治による人事統制を強化

する前提として、労働基本権が回復されなけ

ればならないという意味で関連している。た

だし、前者は主に幹部職員に影響し、後者は

幹部職員を法律の適用除外としており（行政
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上の決定を行う職員として中央労働委員会が

幹部職員以外も認定する場合がある）、対象

となる職員が異なる以上、改革のパッケージ

全体のなかでは相互の関連性が弱いかもしれ

ない。

しかし、内閣人事局と公務員庁という人事

行政の両翼を担う新たな行政機関が設立さ

れ、両者が内閣による政策推進をどのように

補佐するのかという点で共通の課題をもつ。

さらには、公務員制度改革全体のなかで、公

務の質と公務員の意欲を向上させるという目

的を共有している。幹部公務員の一元管理は、

内閣の人事管理機能を強化し、より幅広い人

材から専門性を備えた公務員を幹部に任命す

ることを目的とする。自律的労使関係制度は、

公務員の意欲と能力を高めコスト意識も備え

た公務員に変化させることを目的としてい

る。公務の「質」をどのようにとらえるのか

には立場による違いもあり、一元管理は公務

員の意欲を逆に低下させるのではないか、自

律的労使関係制度は公務におけるコストの上

昇やサービスの低下をもたらすのではないか

という懸念もあり、両者がともに公務員の意

欲を高めることを目的としているとするのは

形式的かもしれない。しかし、減少を続ける

正規職員や給与臨時特例法などによる給与削

減、復興に向けた公務員の役割、政と官の役

割分担など、公務員制度改革を議論している

あいだに公務員を取り巻く状況は変化してい

る。今後はこれまで以上に公務員の能力を引

き出し、高め、評価し、活用することを重視

した改革としなければならないと改めて認識

させられ、適格性審査や労使関係制度もそれ

に寄与する制度及び運用となることが求めら

れると思われる。
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自律的労使関係制度の導入と
地方公務員制度

The Effect of the new labor negotiation system on Local Civil Service

成蹊大学法学部教授　西　村　美　香
Mika Nishimura, Professor, Faculty of Law, Seikei University

1· 改革関連法案に地方公務員制度がどう対応するべきかについては、平成 24 年 5 月 11 日に総務省が「地方公務員制度改革
について（素案）」を提示し、全国知事会や全国市長会、全国町村会、全国人事委員会連合会などがこれに対する意見や批
判を述べている。

Japanese government is now trying to abolish the remuneration recommendation system and to 
introduce the labor negotiation system into the National Civil Service. If this trial is succeeded, the 
Local Civil Service will be affected to a degree. This article focuses on how the Local Civil Service 
should be changed, considering both the balance with the National Civil Service and the identity of its 
own.

はじめに

昨年 6月、国家公務員制度改革関連四法案

（以下「改革関連法案」と記す）が国会に提

出された（2012 年 8 月現在、継続審議中）。

この改革関連法案は、平成 20 年に成立した

国家公務員制度改革基本法（以下「基本法」

と記す）を具体化するための法案であり、国

家公務員法等の一部を改正する法律案、国家

公務員の労働関係に関する法律案、公務員庁

設置法案、国家公務員法等の一部を改正する

法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律案からなっている。

主な改革内容は、①キャリア制度の廃止と

それに替わる新たな幹部人事の一元管理およ

び幹部候補育成課程の整備、②自律的労使関

係制度の整備、③退職管理の一層の適正化の

3点である。組織に着目すれば、非現業職員

への労使交渉制度の導入（警察・海上保安庁・

刑事施設職員など例外有り）とそれに伴う人

事院勧告制度及び人事院の廃止、労使交渉・

幹部候補育成課程・総人件費の基本方針等を

所管する公務員庁の設置、幹部人事の一元管

理を所管する内閣人事局の設置、そして中立

公正の第三者機関たる人事公正委員会の創設

と、同委員会の下への再就職等監視・適正化

委員会や国家公務員倫理審査会の設置など、

大きな改革が盛り込まれている。

政局が流動的で未だ成立の目途はたってい

ないが、もし同法案が成立すれば、地方への

影響も必至である。そこで本稿では、①～③

のうち②に焦点を絞り、国家公務員制度にお

ける労働基本権の回復と人事院勧告制度の廃

止が、地方公務員制度にどのような影響を与

えるかについて素描してみたい1。
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2· 塩野宏参照
3· 坂弘二 18 頁。

1�　改革関連法案の内容にどの程度準じるべ

きか

基本法附則第 2条第 1項において「地方公

務員の労働基本権の在り方について、国家公

務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これ

と整合性をもって、検討する」と定められて

いることから、改革関連法案の内容を踏まえ

て地方公務員制度を再設計することは不可欠

である。しかし、どの程度の「整合性」が求

められるのか、法制度として明確な答えがあ

るわけではない。なぜなら、法制度から見た

国家公務員制度と地方公務員制度は、公務員

としての共通性と地方自治の原則からくる地

方の特殊性との間で緊張を孕んでいるからで

ある。

（ 1）全体の奉仕者としての共通性 vs. 地方

自治 2

日本国憲法では、第 15 条第 2 項ですべて

公務員は「全体の奉仕者」であると定めら

れ、地方公務員法第 30 条でも「すべて職員

は、全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務」すると規定されている。国家公務員も

地方公務員も同じ「全体の奉仕者」であるこ

とから、両者の勤務条件取り扱いにも一定の

共通性が想定されてしかるべきである。

しかし、憲法第 92 条においては「地方公

共団体の組織及び運営に関する事項は、地方

自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」

とされており、「地方自治の本旨」の解釈に

よって地方公務員制度の設計の自由度も大き

く異なってくる。

国家公務員制度と地方公務員制度の最大の

相違は、後者の運営に地方自治という観点が

加わることである。地方公務員法制定当時、

GHQも「地方自治の本旨」を踏まえた地方

公務員の特殊性をどの程度認めるかについて

苦慮したと言われている 3。地方公務員制度

は当初から、国との共通性と地方自治による

特殊性とのバランス問題を抱えていたのであ

る。

こうした緊張関係は理念的なレベルに留ま

らない。現実的にも自治体は規模・地域性・

職員構成などが多種多様であり、国と同じ、

あるいは全自治体同じ制度を採用するのは無

理がある。そこで地方公務員制度は国家公務

員法と同じ根本基準を採用しつつも、国家公

務員とは異なる制度的工夫を施してきた。例

えば、中立的第三者機関たる人事院の権限を

縮小し、都道府県や政令指定都市などには人

事委員会、それ以外の市町村には公平委員会

を設置するなど、地方の実情に合わせて簡素

な制度が採用されている。また公務員制度改

革に対する GHQのスタンスの変化から、地

方公務員には一部の規定を除いて労働基準法

が適用されるなど、法制定当初から国と異な

る複雑な法体系になっている。

（ 2）国公準拠による共通性の強調

とはいえ、これまでの地方公務員制度とそ

の運用を見ると、地方の特殊性への配慮より

も、国家公務員制度との共通性の方が強調さ

れてきた。その根拠となるのは、地方公務員

法第 24 条第 3項及び第 5項の「均衡の原則」
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である。

「均衡の原則」とは、給与や勤務時間その

他の勤務条件において国や他の自治体との権

衡をとるよう求める原則である。この原則は、

全ての自治体が国に準じる「国公準拠」を意

味するものと解釈され、自治省による適正化

指導によって制度・運用両面において遵守が

強く求められてきた。ラスパイレス指数が高

い自治体に対して行われた昭和 50 年代の適

正化指導は、自治体側から「自治の侵害」と

の反発を招いたが、ラスパイレス指数の低下

を望む住民からは支持された。「国公準拠」

という国との共通性を前提とした原則は、労

使交渉の盛んな自治体においては最低限の保

障として捉えられていたが、財政支出の増大

を嫌う住民は勤務条件の上限と考える傾向が

あり、これを超える勤務条件を「無駄な出費

によって自治を侵害するもの」と批判した。

地方自治に対する考え方は国と自治体だけで

なく、自治体と住民の間にもズレが生じやす

く、地方自治を根拠に主張できる地方公務員

制度の独自性は限定的な状況が続いてきた。

（ 3）地方分権の進展と財政難による「国公

準拠」の変化

「国公準拠」の原則を中心に勤務条件の決

定を行ってきた自治体であるが、この原則は

地方分権の進展と財政難から次第に疑問視さ

れるようになってきた。

そもそも国公準拠は、国と地方の行政が緊

密な関係にあることを前提として受け入れら

れてきた。その典型が機関委任事務による国・

地方関係である。国から委任された事務を国

の機関として執行するこの仕組みは、単に中

央集権を意味するだけでなく、国と地方の行

政が融合していることを示していた。しかし、

平成 11 年の地方分権一括法によって機関委

任事務が廃止され、国と地方の役割分担が強

調されるようになると、国家公務員と地方公

務員の違いにも注目が集まるようになってき

た。

同じ年に出された地方公務員制度調査研究

会の報告書でも、地方分権の進展に伴い、自

治体の人事行政にも多様性や柔軟性が求めら

れていることを指摘し、自主立法の活用が提

言されている。もっとも、同報告書は基本的

枠組みについては国の制度を参考に法律で定

めることを前提としているため、今回の改革

の焦点となっている労働基本権の見直しにつ

いては、まさに基本的枠組みとして国家公務

員制度の内容を踏まえる必要があるという趣

旨になる。しかし、基本的枠組みの具体化に

当たっては、自治体行政を取り巻く環境の変

化や国と異なる多様性を強調しており、弾力

的かつ柔軟な措置を奨励している。

その後、国・地方ともに厳しい財政難に直

面し、人件費削減が叫ばれる中、地方公務員

給与を国家公務員並みにするよりも、地元民

間企業の給与水準に合わせて引き下げるべき

だという批判が強まった。総人件費改革を

きっかけに民間給与の地域格差をより正確に

反映する給与構造改革が始まり、国公準拠の

解釈も変更された。すなわち、給与制度にお

ける国との共通性は残すものの、給与水準に

ついては国との均衡よりも地元民間企業との

均衡を重視するよう推奨されたのである。給

与水準における国公準拠を捨てたことの意味

は大きく、地方独自の給与水準を実現するた
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4· 清水敏（a）41 頁では、勤務条件法定主義の原則の維持と行政措置要求制度の存続を合わせて考慮すれば、「よく整備された
代償措置」と評価される余地が十分あるが、ILO結社の自由委員会の代償措置論に照らすと不十分であると指摘されている。
5· 荒木、岩村ほか 15-16 頁。人事院（a）13 頁。

めにも、人事委員会制度の拡充が求められる

ようになった。これは、人事院の権限縮小が

盛んに論じられてきた国家公務員制度改革と

の大きな違いである。

「国公準拠」からの自立はいまだ限定され

ているが、地方分権の動きともあいまって、

地方公務員制度は国との共通性よりもその独

自性に比重を移しつつある。今回の改革関連

法案に関していえば、労働基本権の見直しと

いう基本方針には準じる必要があろうが、そ

うした基本方針を尊重しつつ地方の実情に応

じた独自の制度設計を検討することは、法制

度上も、これまでの改革の延長線上も、自然

な流れといえよう。

2�　人事院及び人事院勧告の廃止にどう対応

するべきか

地方公務員の給与政策は、人事院勧告への

国公準拠と労使交渉を車の両輪として運用さ

れてきた。そのため、改革関連法案によって

人事院及び人事院勧告が廃止され、新たな労

使交渉制度が非現業職員に導入されると、車

の両輪双方に大きな影響を受けることになる。

そこで、まずは人事院及び人事院勧告の廃

止が地方公務員にとってどのような意味を持

ち、どのような対応が必要かについて検討し

たい。

（１）代償措置の喪失

改革関連法案では人事院勧告が廃止されて

も争議権の回復がなく、その代償措置となり

うる仲裁裁定は、国会との関係で実施が完全

に保障されないことや、法律及び政令の改廃

を要する場合に内閣の事前承認を得なければ

ならないことから、必ずしも十分でない 4。

さらに警察官等は労働基本権が現状通り制約

されたまま勧告制度の廃止で代償措置を失う

ため、一層問題が大きい 5。地方公務員につ

いても国に準じた改正をするならば、同じこ

とが該当する。地方において意見が分かれる

のは、消防職員の労働基本権を警察官同様制

約し続けるのか、あるいは争議権を除いて回

復させるのかであるが、いずれにせよ、労働

三権すべてを回復しない限りは消防職員もそ

れ以外の職員も代償措置の問題が残る。

したがって、地方公務員については、改革

関連法案の問題点を踏まえ、あらためて地方

に合った代償措置を検討するべきである。国

と異なる強制仲裁制度をとることは難しく、

また労働基本権を厳しく制約する職種が残っ

た場合のことを想定すると、人事院の廃止に

準じて人事委員会や公平委員会を廃止するよ

りむしろこれを残し、代償措置を講じるべき

であろう。

（ 2）国公準拠の基盤の喪失

人事院勧告は地方が準拠すべき国家公務員

給与であり、国公準拠の制度的基盤でもある。

したがって人事院勧告の廃止は、その基盤を

完全に失うことになる。

労使交渉になっても国への準拠が不可能と

いうわけではない。しかし、国家公務員の団
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体協約や調停・仲裁を基準とする場合、人事

院勧告以上に決着のスケジュールが読めず、

地方が振り回されることになりかねない。労

使交渉が給与決定の中心となった場合、国公

準拠から完全に離れるか、少なくともこれま

で以上に自立しなければ、地方の労使交渉に

よる柔軟かつ迅速な勤務条件の決定は著しく

阻害される。

ただし、公平委員会しか設置されていない

多くの自治体では、不十分な代償措置を国公

準拠が補完する役割も果たしてきたため、国

公準拠から距離を置くならば、それに替わる

新たな代償措置について考えなければならな

い。地方の独自性を重視するならば、人事委

員会や公平委員会間での連携によって地方公

務員制度内で新たな代償措置を検討するのも

一案であろう。

（ 3）中立・公正な専門性の基盤が弱体化

人事院の作成する俸給表は、不完全とはい

え職務給の原則に基づいて作成されてきた。

また、俸給表の給与水準は情勢適応の原則に

基づいて人事院と全国の人事委員会が共同で

民間給与実態調査を行い、官民比較の結果を

用いて勧告されてきた。俸給表の作成や官民

比較は、給与政策において積み重ねられてき

た専門性と技術の結晶であり、中心的役割を

果たしてきたのが人事院であった。

改革関連法案では、勧告のみならず人事院

も廃止され、人事行政全般を所管する中立的

第三者機関はなくなる。そのため、人事院の

専門性や技術に依拠してきた地方の人事委員

会や公平委員会は自立を迫られることにな

る。

労使交渉制度を導入するからといって、何

もかも労使の力関係に任せることは、公務員

法に定められた情勢適応の原則や職務給の原

則、そして人事評価を活用した能力実績主義

的給与の運用にあたって適切な方法とはいえ

ない。

例えば、官民比較の妥当性については労使

双方からの不満が絶えず、マスコミをはじめ

とする各界から勧告とは前提条件の異なる賃

金センサスや国税庁の民間給与実態統計調査

を用いたバッシングが繰り返されてきた。改

革関連法案では、公務員庁（内閣府）が民間

給与実態調査を所管することになるようだ

が、所詮は使用者側である。深刻な財政状況

下では、世論の支持をバックに使用者側が優

位に立ち、使用者側にとって都合の良いデー

タが使用され、管理運営事項を盾にした制度

設計が進められるかもしれない。あるいは、

労使がそれぞれ要求の根拠となる資料の正当

性を訴えて対立すれば、労使交渉が長引きコ

ストは増大する。また職務給については、徐々

に俸給表の昇給カーブや各等級の水準の重な

りを是正してきたものの、職務分析にもとづ

く本格的職務給実現には更に高度な専門性が

必要とされている。人事評価を用いた業績給

なども緒に就いたばかりであり、公正な運用

が確立されていない。

こうした懸念材料を考えると、中立的第三

者機関の専門的・技術的勧告あるいは情報提

供の利用は、対等で円滑な労使交渉に資する

ものであり、労使交渉を縛るというデメリッ

トをはるかに上回る。そもそも情勢適応の原

則が残る限り、調停や仲裁においても中央労

働委員会および都道府県労働委員会は、民間



都市とガバナンス Vol.18

自律的労使関係制度の導入と地方公務員制度

41

6· 清水敏（a）37-38 頁。道幸哲也 25-26 頁。なお、労使交渉の問題点について道幸教授は、個別人事や管理運営事項が義務的
交渉事項の対象外となっていること、国家公務員法や国家公務員の労働関係に関する法律案を交渉の対象外にしていること
なども指摘している。

給与動向を無視できない。労使紛争の最後に

中立機関による民間給与実態の分析が行われ

るのであれば、労使交渉の最初から提示され

ていても大きな違いはない。改革関連法案を

受けて改正案を検討している総務省は、人事

委員会による民間給与実態調査の継続を検討

しているようだが、この点は国より良策であ

る。ただし、人事委員会だけで専門性をどの

ように確保していくかが大きな課題であろう。

（ 4）説明責任の根拠の喪失

公務員の給与は国民・住民に納得してもら

えるよう説明責任を果たすことが不可欠であ

る。国公準拠の下では人事院勧告が給与水準

の妥当性を説明する際の根拠となってきた

が、勧告がなくなれば説明する根拠を地方自

らが作り出さなければならない。

改革関連法案では、労使交渉過程の透明性

を高め、協約内容をわかりやすく説明するこ

とで国民や住民の理解を得ることを想定して

いるようだが、そうした説明には人事委員会

のような中立的第三者機関の勧告や情報提供

なども活用した方が、より説得力を持つであ

ろう。いずれにせよ、人事院勧告と人事院が

廃止されれば、新しい労使関係の下で地方独

自に説明根拠を準備しなければならないだろ

う。

3�　新たな労使交渉制度にどう対処するべきか

労使交渉に関して言えば、自治体の方が国

より一歩も二歩も先んじている。協約締結権

を持つ現業部門の職員が多く、公平委員会し

か設置されていない大多数の自治体はもちろ

ん、人事委員会のある自治体でも昨今では勧

告内容と異なる給与削減について、事実上労

使交渉が行われてきたからである。

しかし、今回の非現業への新たな労使交渉

制度の導入は容易でない。改革関連法案の問

題点と地方独自の事情が相まって、国以上に

深刻な事態に直面する恐れがあるからであ

る。したがって、形式的な国公準拠よりも、

地方の抱える課題に応じた制度設計を検討す

るべきであるが、その際に配慮すべき点を列

挙すると以下のようになる。

（ 1）労使関係の複雑化

今回、非現業にも正式に協約締結権が付与

されると、これまで行われてきた事実上の労

使交渉が正式な制度として認められることと

なり、法制度と実態との乖離が解消されるこ

とになる。しかし、国にそのまま準じること

で国以上に労使関係に大きな矛盾を抱え込む

危険も高い。改革関連法案の労働組合の認証

制度については、中労委による厳格な資格審

査制度になっていることや、認証取消しが可

能であること、認証された労働組合以外は団

体交渉も協約締結もできず、中労委による紛

争調整の対象にもならないことなどに疑問が

投げかけられている 6。さらに、①民間労働

者や独立行政法人職員などが半数を超えない
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7· 荒木、岩村ほか 12-16 頁、清水敏（b）7-8 頁。なお、武井寛 20 頁によると、国の場合、①職員が主体となっていない（労
組法の適用を受ける）組合、②職員が主体となっており国労法の適用を受けるが認証されていない労働組合、③国労法の適
用を受ける認証された労働組合の 3種が存在することになる。
8· 荒木、岩村ほか 13 頁、17 頁。
9· 荒木、岩村ほか 18 頁。

範囲で組合員になれるため、混合組合化して

労使関係が複雑になりかねない 7、②排他的

交渉代表制度をとらないため、複数の認証労

働組合と交渉する当局の負担が重く、勤務条

件の統一が困難である 8、③組織率の低い認

証労働組合との団体協約が非組合員をどの程

度拘束できるのか 9、といった問題も指摘さ

れている。

特に①～③の問題は地方ほど深刻である。

これまで現業・非現業の混合組合との交渉で

複雑な労使関係を抱えてきた自治体は、先に

挙げた認証制度の問題と①によってさらに複

雑な混合組合を増加させることになりかねな

い。②については国以上に厖大な組合交渉に

直面する可能性があり、③についても非組合

員が多数を占める自治体においては、非組合

員からの不満も大きくなろう。

また、地方公務員には、国と異なる課題も

ある。これまで一部の自治体では、密室的な

労使交渉が「わたり」や諸手当の不適切な運

用を生み出す元凶となり、住民から労使癒着

との非難を受けてきた。そうした自治体にお

いては、労使交渉に対する住民の信頼回復な

くして、新しい労使交渉制度は軌道にのらな

い。

（ 2）国が配置基準を決めている職員の扱い

地方公務員は、国によって配置基準が定め

られている職員が全地方公共団体の定員の約

3分の 2を占めている。最も多いのが教員部

門で 4割弱、次に福祉関係が 1割強、警察、

消防である。

警察は今回労使交渉の対象外となるが、消

防については ILO から基本権の制約を緩和

すべきであると指摘され続けており、グロー

バルスタンダードという点からも、警察と切

り離して協約締結権まで回復させる案が有力

である。また、教員は特例法によって給与も

異なる扱いを受けてきたが、国の大学等は非

公務員型の独立行政法人となって労使交渉制

度に移行しており、他の非現業職員とともに

協約締結権まで回復させる方が同じ職種とし

てバランスがとれる。福祉職員に関して言え

ば、これを他の非現業職員と別扱いにする理

由はない。

しかし、地方公務員の多数を占めるこれら

職員について、定員を自由に決められないま

ま、給与のみ自治体で交渉するという労使関

係は極めて変則的である。国による配置基準

と給与等勤務条件の労使交渉との関係をどう

考えるのか。配置基準にはナショナル・ミニ

マムの保障という全国的共通性をベースとし

た役割があるため、自治との調整は簡単では

ない。

（ 3）地方議会や首長との関係

改革関連法案は勤務条件詳細法定主義と財

政民主主義を従来通り継続する内容となって

おり、そのため、団体協約や仲裁裁定が国会

を拘束しない、すなわち内閣は協約や裁定を
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10· 人事院（b）67 頁。

実施するために必要な法案を国会に提出する

義務を負うにとどめられている。法案を修正・

否決することを国権の最高機関たる国会に禁

止することは民主主義の原理に反するからで

ある。

とりわけ勤務条件詳細法定主義と団体協約

との両立は難しく、英米独仏でも団体協約

締結権を与えれば詳細法定主義をとってい

ない 10。詳細法定（条例）主義は、公務員の

勤務条件決定を民主的に統制して透明性を高

めるとともに、公務員に安定した勤務条件を

保障し、労働基本権制約の代償措置ともなっ

てきた。しかし、民主的統制のためには勤務

条件の原則や基準を定めるだけで詳細まで法

定する必要性がなく、憲法上もそこまで要請

されているわけではない。財政民主主義につ

いても、俸給表・給料表の詳細まで予算案と

して審議する必要はなく、諸外国では政策単

位、あるいは人件費総額として審議している

例もある。また、地方公務員については、不

祥事により住民の不信感が根強い自治体もあ

るが、一般的には給与等の勤務条件の公表が

地方公務員法で義務付けられて透明化が進ん

でいる。国より小規模で住民に近いことから、

議会が勤務条件の詳細にまで関わらなくとも

民主的統制は十分機能し得る。自律的な労使

交渉制度を目指すのであれば、民主的統制に

ついて国と異なる議会の関与方法を検討して

も良いのではなかろうか。

地方において、議会よりもさらに問題にな

りそうなのが首長である。例えば新たに住民

の高い支持を受けて当選した首長が、人件費

削減の公約に基づいて前首長時代の団体協約

や仲裁裁定を破棄しようとするケースも起こ

りかねない。国と地方との政治制度の違いを

団体協約・仲裁裁定との関係でどのように考

えるべきか。地方の改正案を検討する際には

一つの課題となろう。

（ 4）国に依存した地方財政による障害

国・地方の税財政制度の抜本的見直しは、

地方分権・地域主権改革の中でも最も難しい

改革である。地方交付税や国庫支出金に過度

に依存している状況で地方財政の自立は程遠

い。

とりわけ地方交付税や義務教育費国庫負担

金は、国公準拠の給与水準算定が直接・間接

に使われてきたため、その増減をめぐって、

しばしば地方公務員給与への批判を誘発して

きた。本年 2月に成立した国家公務員の給与

を削減する臨時特例法の審議過程において、

地方公務員給与の引き下げや教員給与の削減

も不可避といった声が根強く存在したことを

考えると、労使交渉になっても「国より高い」

「非能率」といった批判なしに自律的に勤務

条件を決定できるとは考えにくい。地方財政

の自立は地方における自律的労使関係にとっ

て必須条件である。

（ 5）住民との近さからくる難しさ

公務員給与には市場の抑止力が働かないと

言われてきたが、近年の公務員に対する世論

の厳しさは、倒産がないとはいえ、勤務条件

の改善に十分大きな抑止力となってきた。と
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11· 田村達久 48 頁が指摘するように、改革関連法案で中立的第三者機関として設置される人事公正委員会は、内閣総理大臣
の所轄の下に置かれ、公平審査等に役割が限定されているうえに人事官が非常勤となっており、内閣の所轄の下で高い独立
性を持ち、人事行政全般を所管し、常勤の人事官で構成されている人事院とは第三者性において比べものにならない。

りわけ深刻な財政難の下、大震災からの復旧

に取り組まなければならない状況では、勤務

条件の改定が大きな非難を浴びる可能性もあ

り、労使交渉が難航した場合に住民がどの程

度理解を示してくれるかは微妙である。

日本では公務員が労使交渉で勤務条件を決

定した歴史が短く、国民や住民は慣れていな

い。財政難の折から定員が削減され、能率化

を求められる状況で、待遇改善を望む公務員

と一層の能率化や削減を望む住民との間には

誤解が生じ易く、労使交渉制度の導入に対す

る住民の寛容はあまり期待できない。国家公

務員よりも住民との距離が近い地方公務員ほ

ど、こうした軋轢に悩むことになろう。

おわりに

本稿では改革関連法案のうち自律的労使関

係に焦点を絞って、地方にどのような影響が

あるかについて検討してきた。法制度的には

もともと国との共通性と地方の特殊性が緊張

関係にあり、長らく国公準拠の原則によって

共通性に重きがおかれてきたが、地方分権・

地域主権改革の進展によって地方独自の方向

を考えるべき時期にきていること、今回の改

革案についても、現行制度の改変によって失

われるものや国の改革関連法案の弱点を吟味

した上で、地方特有の問題を意識しながら、

地方にあった政策をつくるべきであると述べ

てきた。

こまかな論点については繰り返さないが、

ここで今一度強調しておきたいのが、中立的

第三者機関の役割である。改革関連法案では、

中立的第三者機関の役割全てをまるで労働基

本権回復と引き換えにできるかのように削減

しており、その結果、勤務条件の決定制度は

現在より不安定になることが懸念される。労

使が勤務条件の決定に直接参加することは一

歩前進であるが、必要な代償措置を講じ、情

勢適応の原則や職務給の原則、能力実績主義

といった勤務条件の基本的枠組みを維持・運

用していくには、労使だけでなく専門知識を

持った中立的第三者機関の関与も必要であ

る。人事院の給与勧告制度は半世紀以上かけ

て日本独自の形で定着してきた。新たに労使

交渉制度を構築するにあたっても、そうした

歴史を生かすべきである。　

中立的第三者機関の軽視については 11、本

稿の対象外とした採用試験についても深刻で

ある。資格任用制は本来中立機関による採用

試験が原則であるにもかかわらず、公務員庁

にその実務を所管させる改革案は、公務員の

政治的中立性を侵食し、資格任用制度根幹を

揺るがしかねない。

そもそも地方の人事行政機関については、

内閣人事局・公務員庁・人事公正委員会のよ

うに再編成することが難しいばかりでなく、

人事権者の組織における位置づけやその特質

が国・地方で異なること、キャリア・ノンキャ

リア問題が地方にはないことなどから、国に

準じた再編成を行う必要性も感じられない。

もし地方公務員制度が、こうした問題点を

軽視して国との整合性をとろうとすれば、国
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以上に無用の混乱を招くことになる。混乱を

避けるために地方がなすべきことは、国公準

拠と距離を置き、職員と住民双方に必要な改

革は何かを見極め、適宜人事委員会や公平委

員会も活用することである。決してたやすい

ことではないが、地方公務員制度の改革案作

りを通して、分権改革に対する自治体全体の

意欲が問われているともいえよう。
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The national government is going through the radical reform of the national public personnel system 
in recent years. Keeping in line with this reinventing, it is expected that the personnel systems of local 
governments will also be revised in the near future. In this research, we conducted a questionnaire 
survey on the personnel department/division of 809 cities in 2011. Referring to results of this survey, 
it is described “how their personnel administration seems to be affected by the coming reform” in this 
paper.

1· これら近年の国家公務員制度改革については、村松岐夫編著『最新·公務員制度改革』（学陽書房、2012 年）に詳しい。
2· 国家公務員制度改革推進本部ホームページ http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/23houan/index.html
3· 総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_content/000159034.pdf
4· 例えば、全国知事会からは、2012 年 5 月 18 日、「給与決定に至るまでの行政コストが増大するのは明らかで、給与総額の
増加圧力も強まり、現場が混乱することは必定」「地方の意向を無視したものであり、地方の意見を真摯に反映した見直し
案としなければ、地方公務員の新たな労使関係制度の法制化には反対」などの旨の強い反対意見が出されている。
（全国知事会ホームページ http://www.nga.gr.jp/news/240518% 20tihoukoumuinn% 20.ketugibunn.pdf）

国家公務員制度改革が都市自治体の
人事行政に及ぼす影響

―市区アンケート調査の結果から―

早稲田大学政治経済学術院教授　稲　継　裕　昭
Hiroaki Inatsugu, Professor, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University

日本都市センター主任研究員　大　谷　基　道
Motomichi Otani, Senior Research Fellow, Japan Center for Cities

The Impact of the Reform of the National Public Personnel System on 
City Governments’ Personnel Administration: Results of a Questionnaire 

Survey of 809 Cities

はじめに

2007 年の国家公務員法改正、2008 年の国

家公務員制度改革基本法の制定など、近年、

国家公務員制度の抜本改革が急速に進行しつ

つある 1。これまで国家公務員制度におおむ

ね平仄を合わせる形で制定・改正されてきた

地方公務員制度についても、これらの改革の

影響が及ぶことが当然に予想される。現に、

複雑な国会情勢の影響等により最終的には廃

案となったものの、2007 年に、能力及び実

績に基づく人事管理等を柱とする地方公務員

法改正案が国会に提出されたのは記憶に新し

いところである。

2011 年 6月には自律的労使関係制度の導入

などを柱とする国家公務員制度改革関連 4法

案が国会に提出された 2。地方公務員制度に

ついても、これを踏まえた改正が検討され、

2012 年 5月 11 日には総務省が地方公務員制

度改革の素案（「地方公務員制度改革について

（素案）」、以下「総務省素案」という）を提示

したところであり 3、これに対して地方側か

ら様々な意見が提起されている状況にある 4。
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各自治体においては、こうした動きを注視

してはいるものの、地方公務員法が改正され

た場合にどう対応すれば良いか、地方公務員

法改正がなくても対応可能なものについては

どの程度独自に対応すべきか、独自に対応す

る場合はどのような制度をどのように導入す

べきかなど、手探りの状況で今後の対応を模

索している。

上記の状況を踏まえ、現在進行中の国家公

務員制度改革と同様の改革が地方公務員制度

にもなされた場合、都市自治体の人事行政に

どのような影響をもたらすのかを明らかにす

るため、都市自治体の人事担当部局を対象と

するアンケート調査を日本都市センターの協

力を得て実施した。本稿は、それにより得ら

れたデータを集計・分析したものである。

1　アンケート調査の実施概要

アンケート調査の実施概要は以下のとおり

である。

・設問形式：多肢選択式

・実施期間：2011 年 7 月 29 日～ 8月 19 日

・·実施手法：郵送にて依頼、電子ファイル様

式に回答を入力のうえＥメールにて返送

・対　　象：全 809 市区の人事担当課

・回収状況：532 市区（回収率 65.8％）

回答団体 532 市区を団体区分で見てみる

と、指定都市が 14、中核市が 33、特例市が

26、一般市が 445、特別区が 14 となってい

る。また、人口規模別で見ると、5万人未満

が 148、5 万人以上 10 万人未満が 177、10 万

人以上 20 万人未満が 117、20 万人以上が 90

となっている。これを構成比で表したものが

図 1～ 2である。

図 1　回答団体の区分
指定都市

2.6% 中核市 6.2% 

特例市 4.9% 

一般市 83.6% 

特別区 2.6% 

図 2　人口

5万人未満

27.8%

33.3%

22.0%

20万人以上
16.9%

（2011.3.31現在 住民基本台帳人口）

5万人以上10万人未満

10万人以上
20万人未満

また、回答団体の職員数を見ると、図 3の

とおりである。

図３　一般行政部門職員数

22.7% 

30.6% 
26.3% 

16.5% 

2.1% 
1.3% 

0.4% 

300人未満

300人以上500人未満

500人以上1,000人未満

1,000人以上3,000人未満

3,000人以上5,000人未満

5,000人以上10,000人未満

10,000人以上

※2010.4.1現在
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5· 両年の結果及びその比較分析の詳細については、稲継裕昭「都市自治体と人事行政」村松岐夫・稲継裕昭・日本都市センター
『分権改革は都市行政機構を変えたか』（第一法規、2009 年）を参照のこと。

2　能力・実績に基づく人事管理について

2007 年の国家公務員法改正による「能力・

実績主義」の導入や、それと同じ内容を含む

地方公務員法改正案の国会提出（最終的には

廃案）などを踏まえ、各市区ではその後どの

ような対応を取っているかを尋ねた。

（ 1）勤務評定・人事評価の実施状況

「実施しており、有効に機能している」と

回答した団体は 20.1%、「実施しており、必

ずしもすべてに有効とは言えないが、意義は

ある」と回答した団体は 49.1%と、実施した

上で何らかの効果を認めている団体が 7割近

くを占めている。これに「実施しているが、

うまく機能しているとは言い難い」の 11.1％

を加えると約 8割の団体が勤務評定・人事評

価を実施していることになる（図 4-1）。

本調査項目については、日本都市センター

が 1996 年及び 2007 年に実施した「都市自治

体における事務機構アンケート調査」5 と同

じ調査項目であることから、両年の結果との

比較を試みたのが図 4-2 である。

実施していると答えた都市自治体は、1996

年調査では 45.1％、2007 年調査では 60.4％

であったが、今回の調査（2011 年）では

80.3％へとさらに増加していることがわか

る。これに検討中まで含めると 95.5％に達し

ており、近年の「能力・実績主義」の流れを

受けて、何らかの対応を行っている様子がう

かがえる。
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無回答

（単位：％）

実施しており、有効

に機能している
20.1%

実施しており、必ずしも

すべてに有効とは言え

ないが、意義はある

49.1%

実施しているが、うまく

機能しているとは言い

難い

11.1%

実施していないが、

導入を検討中である
15.2%

過去には実施していた

が、現在は実施してい

ない

0.8%

実施しておらず、過去

にも実施したことはない
3.6%

無回答
0.2%

※「無回答」には無効回答を含む。以下すべての図について同じ。

図４-２　勤務評定・人事評価の導入状況の経年比較

図４-１　勤務評定・人事評価の導入状況
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2011

2007

1996
実施しており、有効に機能している

実施しており、必ずしもすべてに有効とは言えないが、
意義はある

実施しているが、うまく機能しているとは言い難い

実施していないが、導入を検討中である

過去には実施していたが、現在は実施していない

実施しておらず、過去にも実施したことはない

無回答

（単位：％）

実施しており、有効

に機能している
20.1%

実施しており、必ずしも

すべてに有効とは言え

ないが、意義はある

49.1%

実施しているが、うまく

機能しているとは言い

難い

11.1%

実施していないが、

導入を検討中である
15.2%

過去には実施していた

が、現在は実施してい

ない

0.8%

実施しておらず、過去

にも実施したことはない
3.6%

無回答
0.2%

※「無回答」には無効回答を含む。以下すべての図について同じ。
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（ 2）目標管理の実施状況

年功序列的な登用から、能力・実績に基づ

く登用へと移行するためには、人事評価制度

をしっかりと整備することが必要である。本

アンケートにおいて、目標管理制度の導入状

況を尋ねたところ、図 5-1 のとおりとなった。

これによると、「実施しており、有効に機能

している」と回答した団体は 17.3%、「実施

しており、必ずしもすべてに有効とは言えな

いが、意義はある」と回答した団体は 32.9%

と、実施した上で何らかの効果を認めている

団体が約半数を占めている。これに「実施し

ているが、うまく機能しているとは言い難い」

の 9.4％を加えると約 6割の団体が目標管理

制度を実施していることになる。

また、これについても、日本都市センター

が 1996 年及び 2007 年に実施したのと同じ調

査項目であるため、両年の結果との比較を試

みたのが図 5-2 である。

実施していると答えた都市自治体は、1996

年調査では 9.2％、2007 年調査では 39.9％で

あったが、今回の調査では 59.6％へとさらに

増加している。これに検討中まで含めると

76.1％にも達しており、実施している都市自

治体は確実に増加している。

（ 3）新人事評価制度の導入状況

最終的には審議未了で廃案となったが、

2007 年に国会に提出された地方公務員法改

正案の柱の一つに「人事管理の基礎とするた

め能力・業績ベースで評価する勤務評価制度」

（以下、「新人事評価制度」）の導入が掲げら

れていた。しかし、地方公務員法はあくまで

大まかな輪郭、基本的な方向を規定するもの

であって、地方公務員の人事行政の多くの部

分は各自治体の実情に合わせて定めることが

可能であり、この新人事評価制度も法改正が

図５-１　目標管理制度の導入状況

17.3 

7.9 

1.0 

32.9 

25.6 

5.9 

9.4 

6.4 

2.3 

16.5 

32.3 

17.2 

3.8 

3.2 

1.6 

18.6 

23.3 

70.5 

1.5 

1.3 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011

2007

1996

実施しており、有効に機能している

実施しており、必ずしもすべてに有効とは言えないが、
意義はある

実施しているが、うまく機能しているとは言い難い

実施していないが、導入を検討中である

過去には実施していたが、現在は実施していない

実施しておらず、過去にも実施したことはない

無回答

（単位：％）

実施しており、有効に

機能している

17.3%

実施しており、必ずしも

すべてに有効とは言えな

いが、意義はある

32.9%

実施しているが、うまく

機能しているとは言い

難い

9.4%

実施していないが、導

入を検討中である

16.5%

過去には実施していた

が、現在は実施してい

ない

3.8%

実施しておらず、

過去にも実施した

ことはない

18.6%

無回答

1.5%

17.3 

7.9 

1.0 

32.9 

25.6 

5.9 

9.4 

6.4 

2.3 

16.5 

32.3 

17.2 

3.8 

3.2 

1.6 

18.6 

23.3 

70.5 

1.5 

1.3 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011

2007

1996

実施しており、有効に機能している

実施しており、必ずしもすべてに有効とは言えないが、
意義はある

実施しているが、うまく機能しているとは言い難い

実施していないが、導入を検討中である

過去には実施していたが、現在は実施していない

実施しておらず、過去にも実施したことはない

無回答

（単位：％）

実施しており、有効に

機能している

17.3%

実施しており、必ずしも

すべてに有効とは言えな

いが、意義はある

32.9%

実施しているが、うまく

機能しているとは言い

難い

9.4%

実施していないが、導

入を検討中である

16.5%

過去には実施していた

が、現在は実施してい

ない

3.8%

実施しておらず、

過去にも実施した

ことはない

18.6%

無回答

1.5%

図５-２　目標管理制度の導入状況の経年比較
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なくても各自治体が独自に導入し得るもので

ある。

地方人事行政に関する国の役割に関して

は、法律で定めるべきものは制度の基本的な

枠組みにとどめ、自主立法を活用して自治体

が自主的に定めることとする範囲を一層拡大

するという方向性下にある。ただ、自主立法

によるものでも、身分取り扱い等に関する事

項には法律により「準拠すべき基準」を示す

必要があることから、地方公務員制度につい

ては、①法律事項、②自主立法によるものの

うち法律で準拠すべき基準を示す事項、③自

治体が創意工夫を発揮すべき事項、の 3つに

分類され得る。②・③については一層拡大す

る必要性がある 6。そして③に関して国は「情

報提供者としての役割を担う」としている。

この方向性は、その後の立法化にあたっての

重要な配慮要素となっている 7。これを図解

すると、図 6のように表現できる 8。

図６　地方公務員制度における国と地方の関係

（稲継作成）

①

法

律

事
項 ②法律で準拠すべき基準

　を示すべき事項

自主立法

（条例・規則）

自主立法

創意工夫を

発揮すべき

事項

地方公務員制度の体系の根っこの部分に地

方公務員法がある。しかし、法の規定してい

るところはあくまで大まかな輪郭であり、基

本的な方向だけである。人事・給与制度など

地方公務員の人事行政の多くの部分は、各自

治体の実情にあわせて条例等の自主立法で定

めうることとなっている。国の関与はさらに

縮小していくこととなる。

各自治体における「地方公務員制度」の主

要部分が各自治体において定めうるものだと

すれば、法改正を待つまでもなく、従来の地

方公務員法のもとでも自治体ごとの差異が出

るはずだし、現に人事評価制度などで相当の

差異が出てきている。法制度改正の趣旨を先

取りして「改革」が既に始まっている自治体

がある一方で、まだ全く着手していない自治

体も多く、両者の間の開きは大きい。公務員

制度改革といった大上段の議論を振り回すま

でもなく、現行地方公務員法の下で、人事給

与制度改革が現実に進んでいるのである。

図7-1は新人事評価制度の導入状況である。

本格、試行を合わせて 66％が既に導入済で

あり、導入準備中も含めれば 79.9％が導入に

対して何らかの対応を示している。国家公務

員には既に導入され、地方公務員法改正案も

一度は廃案になったが、その趨勢を鑑みると

いずれ改正される見込みが高いこともあっ

て、導入が進んでいるものと推測される。

なお、新人事評価制度の導入状況を自治体

6· 地方公務員制度調査研究会（塩野宏座長）『地方自治・新時代の地方公務員制度～地方公務員制度改革の方向～』1999 年。
7· たとえば、地方公務員法改正案（2003 年）についての総務省担当者による次の実務解説を参照のこと。長谷川淳二「地方
公務員法改正案の骨子について」『地方公務員月報』481 号、2003 年 8 月。
　「地方公務員法の体系は、近代的公務員制度の諸原則となる人事行政の根本基準ないし枠組みについては公務員共通の原
理としてこれを法律で定めると共に、給与、勤務時間など職員の身分取り扱い等については住民の代表である議会の議決に
よる条例で定めることによって、地方自治の本旨の実現という要請に応え、あわせて多種多様な地方公共団体の実情に即し
た制度及び運用の確立を期するところにその特色がある。今回の改正に当たっても、こうした地方公務員法の体系に即して、
地方公共団体の実情に応じて創意工夫を発揮することができるよう留意したところである。」
8· 稲継裕昭『自治体の人事システム改革―ひとは「自学」で育つ』ぎょうせい、2006 年、8頁参照。
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の人口規模別で見ると、規模が小さくなるほ

ど本格導入済の割合が低下している。また、

本格導入済、施行導入済に導入準備中を加え

た割合で比較すると、5万人以上の自治体は

いずれもほぼ同じような割合（82.5 ～ 85.5％）

であるのに対し、5万人未満の自治体が他に

比べて低い割合（70.3％）であることがわか

る（図 7-2）。このように、今後は規模の小さ

な都市自治体での導入が課題となろう。

25.0

40.7

47.0

58.9

31.1

28.2

18.8

17.7

14.2

13.6

19.7

6.7

25.7

14.7

12.0

6.7

4.0

2.3

2.5

10.0

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5万人未満

5万人以上10万人未満

10万人以上20万人未満

20万人以上

本格導入済

試行導入済

導入準備中

未着手

その他

無回答

（単位：％）

本格導入済 40.8%

試行導入済 25.2% 

導入準備中

13.9% 

未着手 15.8% 

その他 4.1% 無回答 0.2% 

図７-１　新人事評価制度の導入状況

図７-２　新人事評価制度の導入状況（人口規模別）

ア　給与への反映状況

図 7-1 において「本格導入済」と回答した

40.8％の団体（n=217）について、給与への

反映状況を訊いた結果が図 7-3 である。「既

に反映している」が 61.3％を占め、反映内容

も「勤勉手当と査定昇給の両方に反映」がそ

の 6割弱となっている。

逆に「反映は当面考えていない」のは 6.9％

だけであり、新人事評価制度による評価結果

の給与への反映が大きく進んでいる状況がう

かがえよう。

イ　昇進への反映状況

同じく図 7-1 において「本格導入済」と回

答した団体（n=217）について、昇進への反

映状況を訊いた結果が図 7-4 である。「既に

反映している」が 47.5％を占め、「反映を検

討中」を含めると 7割を超えているものの、

「反映は当面考えていない」のも 17.1％にも

反映を検討中

24.4%

反映は当面考え

ていない

6.9%

その他

7.4%

勤勉手当に

反映

33.1%

査定昇給に反映

9.0%

勤勉手当と査定昇給

の両方に反映

57.1%

無回答

0.8%

既に反映している

61.3%

図７-３　給与への反映状況
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上っており、給与への反映状況に比べると、

昇進への反映はやや遅れ気味である。

（ 4）能力・実績主義の導入に最も必要な条

件

人事管理への能力・実績主義の導入に最も

必要な条件を用意した選択肢から一つだけ選

んでもらった結果が図 8である。強いて一つ

を挙げてもらうと、「職員の理解」が圧倒的

多数を占めた。逆に、「地方公務員法の改正」

はそれほど重要視されていない。導入の契機

として活用することはできても、それを錦の

御旗として導入が進むとは考えていないこと

がうかがえる。

適用対象である職員自身の理解を得られな

いまま導入を押し進めても、逆にモチベー

ションの低下を招くなど、プラスの効果が得

られないのは明白であり、これは当然の結果

とも言えよう。

（ 5）能力・実績主義の導入に際しての実務

的・技術的課題

能力・実績主義を導入した場合あるいはそ

の導入を想定した場合に、実務的・技術的に

課題となるものについて、選択肢から当ては

まるものすべてを挙げてもらった結果が図 9

である。

図９　�能力・実績主義導入の実務的・技術的

課題（複数回答可）

40

197

242

271

338

385

0 50 100 150 200 250 300 350 400

その他

評価結果が上位の職員と下位の職員が固定化するこ

とによる下位職員のモチベーションの低下

評価作業を行うことによる管理職員の負担増

評価結果の相対化（絶対評価から相対評価への転換）

評価基準の作成

評価結果の所属間調整

選択自治体数

アンケートの対象が人事担当課というこ

ともあって、「評価結果の所属間調整」が全

回答団体の 7 割以上（回答全 532 団体のう

ち 385 団体が選択）で 1 位となった。これ

は 2位の「評価基準の作成」や、3位の「評

価結果の相対化（絶対評価から相対評価への

転換）」とも関係する問題であるが、主な評

価者たる「管理職員の評価基準・手法に対す

る適切な理解促進」とも深く関係する。今回

のアンケートではそれに該当する選択肢を用

意していなかったので、それがどの程度課題

と認識されているのかを明らかにできなかっ

た。今後の課題としたい。

興味深いのは、「評価結果が上位の職員と

既に反映している

47.5% 

反映を検討中

25.3%

反映は当面考え

ていない 17.1% 

その他

10.1% 

図７-４　昇進への反映状況

図８　導入に必要な条件

地方公務員法の

改正

7.5%

首長のリーダー

シップ

7.3%

職員の理解

75.2%

職員組合の同意

4.1%

その他

3.6%

無回答

2.3%
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下位の職員が固定化することによる下位職員

のモチベーションの低下」という回答が他に

比べて少ないことである（全 532 団体のうち

選択したのは 197 団体（37％））。従来、自治

体では、評価を長期にわたり積み重ねて昇格・

昇進の際にその情報を利用し、間接的に報酬

の違いに結びつける「積み上げ型褒賞システ

ム」をとってきたが、そこでは歴代の上司や

同僚など多くの人間からの評価が何らかの形

で反映され、当該職員の評価の「相場」が形

成されてきた 9。そのため、人事担当課では、

新人事評価制度を導入しても従来の相場から

大きく乖離する結果になるとは考えていない

のかもしれない。

3　労使交渉による給与水準の決定について

2012 年 7 月現在、国会で審議中である国

家公務員制度改革関連 4法案においては、自

律的労使関係制度の導入がその柱の一つとさ

れており、地方公務員制度についても、これ

を踏まえた改正が検討されている。そこで、

本アンケート調査においては、それに関する

各市区の状況や意見等に関する設問を設け、

各市区の人事担当課がどのように考えている

のかを明らかにすることを試みた。

（ 1）職員団体との交渉の状況について

まず、職員団体との交渉の現状を把握する

ため、2010 年度に市（区）長部局人事担当

課が実施した職員団体との交渉について、「相

手方団体数」、「交渉回数の総合計」および「交

渉期間の総合計」を尋ねた。

交渉の相手方は「1団体」が最も多く、次

いで「2～ 3 団体」となっており、その 2つ

の選択肢で 87.4％を占める 10（図 10）。また、

交渉の総回数は「1～ 5 回」が最も多く、次

いで「6～ 10 回」、「11 ～ 20 回」となってお

り、この 3つで 83.0％を占める（図 11）。

「交渉の相手方」と「交渉の総回数」との

関係を示したのが表 1である。これを概観す

ると、当然のことながら、相手方が多いほど

総回数も多くなる傾向が見て取れる。しかし、

9· 稲継裕昭『プロ公務員を育てる人事戦略－職員採用・人事異動・職員研修・人事評価』ぎょうせい、2008 年、189 頁など。
10·交渉の相手方のカウントに際しては、上部組織（例：市職員組合）との交渉とは別に、その下部組織（例：市職員組合現
業部会）とも交渉の機会を設けている場合には、それぞれ別にカウントするような設問としている。

0団体

6.6%

1団体

53.6%

2～3団体

33.8%

4～5団体

4.7%

6～10団体

0.8%

11団体以上

0.2% 無回答

0.4%

図10　�交渉の相手方となった職員団体数
（2010 年度）

0回
6.6%

1～5回
40.0%

6～10回
24.2%

11～20回
18.8%

21～30回
3.9%

31回以上

5.5% 無回答

0.9%

図11　交渉の総回数（2010 年度）
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例えば相手方は 1団体と回答した 285 自治体

のうち、総回数が 11 回を超えるほど交渉を

重ねている自治体が 54 も存在するなど、相

手方が少なくても交渉回数が嵩んでいるケー

スもある程度存在する。つまり、相手方が少

ないからといって交渉にかかる手間暇も少な

くて済むかというと、必ずしもそうではない

ようである。

交渉期間の総合計 11 については、図 12 の

とおり、「2週間以内」が最も多く、次いで「1

か月以内」が占めるなど、比較的短期間に行

われていることがわかる。これは、後述のと

おり、国の人事院勧告（8 月頃）12 や各都道

府県・指定都市等の人事委員会勧告（9～ 10

月頃）を踏まえて交渉を行うことが一般的で

あり、また、給料表の改正を行うのに必要な

職員給与条例の改正は通常、12 月議会に上

程されるため、その間の限られた期間で交渉

を行わざるを得ないという事情もある。その

ため、短期間ではあるが、その間に多くの交

渉をかなりの頻度でこなしている場合もあ

り、また、交渉は深夜に及ぶことも多く、こ

の交渉期間内に費やされる人事担当課の時間

と労力は相当なものであると言われている。

（2）給与水準を労使交渉で決定する場合の

懸念事項について

給与水準を職員団体との交渉で決定するこ

とになった場合に特に懸念される課題等につ

いて、選択肢から当てはまるものすべてを挙

げてもらった結果が図 13 である。

やはり給与水準がどのような水準で落ち着

くのかが最も懸念されており、「交渉結果に

よっては、国、他自治体、民間企業との間の

不均衡が発生すること」が全回答の 8割以上

を占めて 1位となるとともに、「当局の交渉

能力により、交渉結果が変わってくること」

も 4位に入っている。

また、実務的にはかなり懸念が大きいと言

われている「交渉で合意した結果が、議会で

否決・修正される可能性があること」が 2位

に入っている。せっかくの交渉結果が議会で

否決・修正された場合、組合と再度交渉をし

なければならないのか、それによって余計に

11·翌年度の給料水準（給料表の改正、手当の創設・改廃等）が主な議題となる秋以降の交渉について、第 1回交渉からいわ
ゆる妥結までの期間を尋ねた。相手方が複数の場合には、相手方を問わず、その中で最初の第 1回交渉から最後の妥結まで
の期間を対象とした。
12·本アンケート調査の対象とした 2010（平成 22）年度は、8月 10 日。

表１　�「交渉の相手方団体数」と「交渉回数
の総合計」との関係

（単位：自治体数）
交渉回数の総合計

交渉の相手方
０回 １～

５回
６～
10 回

11 ～
20 回

21 ～
30 回

31 回
以上 無回答 計

０団体 35 0 0 0 0 0 0 35

１団体 0 160 69 42 8 4 2 285

２～３団体 0 50 52 47 10 19 2 180

４～５団体 0 3 8 7 3 4 0 25

６～ 10 団体 0 0 0 2 0 2 0 4

11 団体以上 0 0 0 1 0 0 0 1

無回答 0 0 0 0 0 0 2 2

計 35 213 129 99 21 29 6 532

交渉なし

6.6%

2週間以内

51.7%
1か月以内

15.4%

2か月以内

6.2%

3か月以内

3.8% 3か月超

14.7%

無回答

1.7%

図12　交渉の総期間（2010 年度）
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時間がかかることで給与条例の改正に遅れは

生じないのか、そもそも交渉結果が尊重され

ないのであれば交渉の意味があるのかなど、

非常に大きな実務上の問題を含んでおり、こ

れが今後の制度設計上どうなるのか注目され

るところである。

なお、3位には「交渉の長期化によって担

当職員への負担が増えること」が入っている。

これは前述のとおり、現在でも交渉にかなり

の時間と労力を費やしているのにもかかわら

ず、さらに職員への負担が増えることへの切

実な不安が表出したものであると言えよう。

さらに、総務省素案では、排他的代表制を

とっておらず、極端な場合、3人の職員（う

ち 1人は、外部の活動家でも可能）で組合が

結成でき、その組合から交渉要求が出れば、

当局に交渉への応諾義務が発生し、拒否すれ

ば不当労働行為とされてしまう。場合によっ

ては、極めて膨大な交渉コストがかかり、市

民サービスのための日常業務への支障が懸念

される。

（ 3）労使交渉で決定する場合の給与水準の

動向について

給与水準を職員団体との交渉で決定するこ

ととなった場合に、給与水準は概ねどのよう

な傾向になるか予想してもらった結果は図

14 のとおりである。

「わからない」が圧倒的多数を占めている。

人事担当課としては答えにくいのか、あるい

は本当に予測がつかないのか、判断が難しい

ところであるが、首長と組合との力関係など、

さまざまな要因がこの問題に影響することに

上がる傾向

5.8%
下がる傾向

9.0%

わからない

84.6%

無回答

0.6%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

その他

職員団体の人員体制が貧弱であり、十分な交渉が可能とは思えないこと

労使間の緊張関係の高まりによって住民サービスに影響が出ること

当局の交渉能力により、交渉結果が変わってくること

交渉の長期化によって担当職員への負担が増えること

交渉で合意した結果が、議会で否決・修正される可能性があること

交渉結果によっては、国、他自治体、民間企業との間の不均衡が発生すること

選択自治体数

432

289

283

220

115

84

32

図13　労使交渉による給与水準決定に対する懸念事項（複数回答可）

図14　�労使交渉で決定する場合の給与水準の
動向予想
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なるだろう。

（ 4）給与水準決定の際の参考指標等について

現在、給与水準の決定に際し、最も参考に

しているものを選択肢 13 から一つ選んでも

らった結果が図 15 である 14。

国の「人事院勧告」が 75.1％を占め、続い

て（所在する）都道府県の「人事委員会勧告」

が 23.3％を占めており、多くの都市自治体が

この 2つのいずれかを最も参考にしているこ

とがわかる。都道府県の人事委員会勧告は国

との均衡を考慮するため、国の人事院勧告を

踏まえて出される。したがって、人事院勧告

がより重視されているのであろう。

図15　現在の給与水準決定の参考

人事院勧告

75.1%

都道府県の人

事委員会勧告

23.3%

近隣類似団体

の給与水準

0.6%

その他

0.2%
無回答

0.8%

（5）人事院勧告等が廃止された場合の給与

水準決定の参考指標等について

人事院勧告制度及び人事委員会勧告制度が

廃止された場合、何を給与水準の決定の参考

にするかを選択肢から一つ選んでもらった結

果が図 16 である 15。

図16　�人事院勧告等が廃止になった場合の給
与水準決定の参考

国の団体交渉の結

果

31.3%

都道府県の団体交

渉の結果

40.6%

近隣類似団体の団

体交渉の結果

14.1%

自団体の財政状況

2.6%

その他

8.8%

無回答

2.6%

やはり国や他の地方自治体の交渉結果を参

考にする傾向が非常に強い。逆に言えば、こ

れしか依拠できるものがないと考えられてい

るということでもある。着目すべきは「国の

団体交渉の結果」より「都道府県の団体交渉

の結果」を重視している団体が多い点である。

「近隣類似団体の団体交渉の結果」を加える

と、半数以上が地域の特殊性を重視し、同じ

均衡原則でも他の地方自治体との均衡を重視

していることが窺える。これは同じ地域の人

事委員会勧告よりも国の人事院勧告を重視し

ていた前問と比べて逆の傾向であるが、今で

も都道府県レベルで結成された地方公務員の

職員団体連合会的な組織と、当該都道府県人

事担当課が交渉のテーブルにつくこともある

など、同じ都道府県内では職員団体間の連携

が見られることから、このような結果が出て

いるのかもしれない。

なお、総務省素案によれば、労使交渉で給

与水準を決定することになった場合において

13·「独自に実施した民間給与調査の結果」も選択肢の一つとして用意したが、回答数がゼロであったため、グラフには表れ
ていない。
14· 本設問は人事委員会を設置していない団体のみを対象とした（n=502）。
15· 本設問についても人事委員会を設置していない団体のみを対象とした（n=502）。
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も、給与改定のために、引き続き地域の民間

事業の従事者の給与の実態について把握する

必要があり、その調査は都道府県及び政令市

等の人事委員会が担うことが想定されてい

る。したがって、このとおりに制度構築がな

されれば、勧告はなくなってもその基礎と

なっている地域の給与データ自体は調査・公

表される見通しである。

おわりに

地方公務員法はあくまで枠組みを定めるも

のであって、地方公務員の人事行政の多くの

部分は各自治体の実情に合わせて定めること

が可能である。本アンケート調査前半部の能

力・実績に基づく人事管理はその典型であり、

実際に多くの都市自治体は世の中の趨勢を鑑

みつつ、地方公務員法の改正に先んじて導入

を進めている現状が明らかとなった。

他方、後半部の労使交渉による給与水準の

決定については、法改正の動向を見守るしか

ない状況であるが、制度設計の見通しがはっ

きりしない中で（調査当時）、各団体の回答

からは決して積極的に待ち望む姿勢は見受け

られず、大きな不安と懸念を抱えていること

が明らかとなった。

なお、本アンケート調査では、附問として

「近年、政治主導の掛け声の下で国家公務員

制度改革が行われ、それに歩調を合わせる形

で地方公務員制度改革が行われる傾向がある

が、このような『時の政権の意向が強く働く

国家公務員制度改革』についても地方が歩調

を合わせる必要があると思うかどうか」を尋

16· 例えば全国知事会（前掲脚注 4参照）、全国市長会（http://www.mayors.or.jp/topics/documents/240525iken.pdf）など。

ねている（図 17）。明確な回答を控えて「わ

からない」を選択した団体も多いが、自治体

の現場の戸惑いが滲み出た結果とも見ること

ができる。

図17　�政治主導の国家公務員制度改革に地方

も歩調を合わせる必要があると思うか

思う

11%

思わない

37%

わからない

50%

無回答

2%

地方自治体サイドからは、特に自立的労使

関係制度に関する事項について、「現行制度

のどこに問題があり、なぜ今、労働協約締結

権付与を含む新たな労使関係制度に移行する

必要があるのか」といった疑問が呈され、「地

方の意見を真摯に反映した制度としなければ

賛成し得ない」旨の意見も次々と表明されて

いる。また、「国と地方の協議の場」におけ

る十分な議論を求める声も強い 16。地方側の

意見が反映され、自治体の不安や懸念を払拭

できるような制度になっていくのか、今後の

動向が注目されるところである。
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総務省大臣官房復旧復興支援室長　新　田　一　郎
Ichiro Nitta, Director of the Recovery and Reconstruction Assistance Office,
Minister's Secretariat, Ministry of Internal Affairs and Communications

Recent discussions in the 30th Local Government System Research Council

The 30th Local Government System Research Council has been in discussions on autonomous systems 
for large cities. At the same time the special bill, which makes it possible for major metropolises 
besides Tokyo to have special wards within their areas, is being discussed in the Diet. This paper is a 
summary of the lecture delivered for Japan Center for Cities’ “Study Panel on Autonomous Systems for 
Cities” on June 29, 2012, updated with current situation.

第30次地方制度調査会の
審議状況等について
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　日本都市センターでは、2010 年に設置した「都市自治制度研究会」1（座長·横道清孝·政
策研究大学院大学教授）において、都市制度全体のあり方について検討を進めている。
2012 年 6 月 29 日に開催された第 8回研究会においては、今後の議論の参考に、総務省の
新田一郎行政企画官（当時）から第 30 次地方制度調査会の審議状況等についてご報告をい
ただいた。本稿は、その時のご報告内容をもとに、以後の状況の変化等をアップデートし
ていただいたものである。

現在、第 30 次地方制度調査会において大

都市制度の在り方について鋭意審議が行われ

ている。また、国会においても、東京都以外

の大都市地域に特別区を設置することを可能

とする法案が検討されている。これらの現状

について以下説明する。

1　「大阪都構想」に係る法案の論点

いわゆる「大阪都構想」の統治機構の在り

方は、広域行政を担う「大阪都」には公選知

事及び議会を置くこと、基礎自治体としての

特別自治区、これは大阪市及び堺市を廃止と

あるが、現時点で堺市は協議会に参画してい

ないので、大阪市を廃止して人口 30 ～ 50 万

人の中核市並みの特別自治区とし、公選区長

及び議会を置くというものである。この点に

ついて、中核市並みの特別区を置くという考

え方であれば、廃置分合の分割を使って中核

市になればいいのではないかという指摘があ

る。「大阪都構想」では、この考えは採らな

いとされている。この理由は、交付税制度に

おいて、他の団体に迷惑をかけたくないと

1· 同研究会の概要については本号 120 頁を参照のこと。
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いうものである。東京都の都区合算制度は、

23 区をひとつの東京市とみなして計算する

ので、実際の 23 区が存在するという前提で

計算されていない。大阪市を、8つか 9つの

中核市として扱い、財源保障団体として交付

税を計算してしまうと、総額が増えることに

なり、結果として他団体に迷惑がかかるので

はないかと大阪の方では考えているようであ

る。そのため、あくまで、都区財調の仕組み

を採用し、「大阪都」の税収と都区合算で「大

阪都」に配られるであろう交付税の内数でや

りたいというのが大阪の方のロジックになっ

ている。

以下主な論点について説明する。

（ 1）対象区域をどう設定するか

このような制度を実現するために、5つの

党から 3つの案（民主党・国民新党案、自民

党・公明党案、みんなの党案）2 が国会に提出

されており、現在一本化に向けた協議が進め

られている。

一つめの論点としては、対象地域をどうす

るかという問題がある。民主党・国民新党案

では人口 200 万人となっているが、重要なの

は、「一の指定都市又は一の指定都市及び当

該市に隣接する同一道府県内の市町村」とい

う部分である。これは、指定都市単独に加え

て、指定都市とそれに直接接しているところ

だけ対象地域に加えてもいいということであ

る。こうなると、例えば札幌市なども対象と

なってくる。一方、自民党・公明党案とみん

なの党案は、それぞれ 100 万人、70万人と人

口要件は違うが、いずれも指定都市と直接接

している市町村に限定しておらず、隣接して

いる限り、同一都道府県内であればいくらで

も対象地域を広げていいとなっている。具体

的には、自民党・公明党案は、「隣接する同

一都道府県内の二以上の市町村」と書いてい

るので、中心となる政令市に接する団体だけ

でなく、連たんしている限りでは対象地域を

広げることができる。例えば新潟県全部を特

別区にできるということで、過疎の市町村も

すべて特別区にできるということになる。民

主党・国民新党案では、本来指定都市だけを

対象とすればいいが、指定都市と直接隣接し

ているところは、事実上大都市地域と連たん

している地域なので、大都市空間の一体性が

あるとみなしうるという考えのようである。

ちなみに、みんなの党案の人口 70 万人と

いう要件は、合併特例で、指定都市の運用基

準を 70 万人に緩和したので、それを想定し

て定めているようである。このように、200

万人、100 万人、70 万人という違いがあるが、

それに加えて対象地域の足し方が違うという

ところがポイントになっている。

（注）·研究会後、法案は一本化され、人口

200 万人以上の指定都市、又は指定都

市と当該指定都市と直接隣接する市町

村（但し、隣接市町村が指定都市の場

合は、その指定都市に隣接している市

町村を含む。）であって、その総人口が

200 万以上のものとされた。

2· 文末の比較表（68 頁）を参照のこと。
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（ 2）憲法 95条上の地方自治特別法とするか

次の論点は、憲法 95 条の地方自治特別法

にするかどうかである。憲法 95 条は、半世

紀以上にわたり使われていない。

各党は、大阪だけではなく人口規模の大き

い大都市地域一般に適用できる制度にすべき

というのが基本的なスタンスである。した

がって、地方自治特別法ではなく、一般法で

いくということになっている。

（ 3）「都」を設置するか

次の論点は、「大阪府」が「大阪都」に名

称変更されるかどうかである。都道府県の名

称変更には法律が必要で、その法律は憲法

95 条に該当することになる。一方、平成 16

年に自治法 6条の 2の規定が追加され、都道

府県合併の場合は、行政処分で都道府県の名

称を決める手続きが導入されている。みんな

の党案では、行政処分で大阪府を廃止して「大

阪都」を設置しようとする考え方に立ってい

る。一方で、民主党・国民新党案、自民党・

公明党案は、行政処分で大阪府を「都」や「州」

にしようとするものではない。民主党・国民

新党案は、大阪府の名前は大阪府のままで、

特別区が設置された場合、個別法の適用につ

いて道府県を都とみなすこととしている。自

民党・公明党案の場合は、自治法改正なので、

道府県と都が法的に全く同じ扱いになるが、

名前は変えないということになっている。な

お、特別区については、いずれの案も、市町

村を廃止して特別区を設置することになって

いる。

（注）·研究会後、法案は一本化され、道府県

の名称は変更されないこととなり、特

別区が設置された道府県について、個

別法の適用について都とみなすことと

された。

（ 4）どのような手続きとするか

いずれの案も、手続については、国が一方

的に決めるということではなく、地域の発意

が前提となっている。市町村合併と同様に、

関係自治体の申請によるということになる

が、ここでの特徴は、都道府県が申請に関わっ

てくるという点である。本来、大阪市を廃止

する処分なので、大阪市だけの申請も考えら

れるところ、都道府県も申請主体に加えるこ

ととなっている。

特別区設置のための協議を行う場として、

いずれの案も協議会を設置することとしてお

り、その内容についても大差はない。また、

いずれの案でも協議会において協議内容がま

とまった場合に、その内容について議会の議

決が必要となる。

民意の反映については、住民投票を義務付

けるかどうかが論点である。みんなの党案で

は不要となっているが、民主党・国民新党案、

自民党・公明党案は関係市町村の住民投票が

必要となっている。住民投票の内容について

は、2つの論点がある。一つ目は、市町村合

併では住民投票を必要としないにもかかわら

ず、なぜ今回の手続では必要なのかという点

である。これは、同じ基礎自治体とはいえ、

市が特別区になるのはいわば格下げであっ

て、住民サービスに大きな影響があることか

ら住民投票が必要になるという考え方に基づ

くようである。二つ目は、都道府県の住民ま

で住民投票の範囲に含めるのかどうかという



都市とガバナンス Vol.18

第30次地方制度調査会の審議状況等について

61

点である。民主党・国民新党案、自民党・公

明党案のいずれの案も、都道府県の単位では

住民投票を必要としないことになっている。

考え方としては、都道府県にも影響があるは

ずであって、都道府県民全体の意見も聴くべ

きではないかとも考えられるところである

が、今回の手続では、都道府県民の民意反映

は議会の議決で十分であるという判断がなさ

れたようである。

次の論点が国の関わりである。みんなの党

案は特に何もなく、自民党・公明党案では、

総務大臣への情報提供・説明となっている。

民主党・国民新党案では、基本的には、特別

区設置計画の内容について国に報告し、総務

大臣が意見を述べることになっているが、事

務分担や税財政制度上、国が何らかの措置を

講ずる必要がある場合は、事前協議と同意が

必要となっている。この協議・同意は、特別

区設置計画において法律を改正するという項

目が出てきた場合、国の同意を得なければ改

正が実現しないという事情から設けられたも

のと考えられる。一方、自治法の体系では、

市の廃置分合にせよ東京都の特別区の設置に

せよ、すべて総務大臣の協議と同意が必要に

なっている。これは、事務分担や税財政制度

という観点ではなく、統治機構としての基礎

自治体である市や特別区の廃置分合には、国

家としても関心をもたざるを得ないという理

由である。

最終的な処分権者は、民主党・国民新党案

と自民党・公明党案では総務大臣となってお

り、みんなの党案では内閣が決定することに

なっている。

（注）·研究会後、法案は一本化され、関係市

町村の住民投票が必要とされた。国の

関与は、事務分担、税財政について法

制上の措置等を講じる必要がある項目

については総務大臣の事前協議（同意

付きではない）が必要とされ、それ以

外の項目は総務大臣への報告とされた。

処分権者は総務大臣とされた。

（ 5）国への制度改正要望にいかに対処する

か

次の論点は、地方側から事務配分や税財政

制度を変えて欲しいという意見が出てきた場

合の対応である。民主党・国民新党案は、意

見の申出があった場合、政府が必要であると

認めるときは、意見の趣旨を尊重して速やか

に措置をするという、他の法令にも見られる

規定になっている。みんなの党案も、内閣が

提案を受け、内閣は国会に報告したうえで 3

月以内に措置の必要性を判断し、必要がある

と認めるときは措置を講じ、6月以内に国会

に報告するという規定になっている。

自民党・公明党案は、特別区移行協定書の

内容を尊重し、設置の申請があったときから

6月を目途に必要な法制上の措置を講ずると

なっている。法制上の措置とは、法律の場合、

閣議決定して国会に提出するところまでを意

味するものと解されている。

地域の意見をできるだけ尊重するというの

が地域主権改革の立場である一方で、地域の

意見の内容は様々なものが想定される。例え

ば、大都市の財政需要に着目して、税源配分

の見直しや交付税の増額を求めてきた場合、

他地域への影響等を慎重に検討する必要があ

り、このようなことも踏まえて制度設計をす
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る必要があると考えられる。

その他の論点として、民主党・国民新党案

では、大都市地域の自治体から新たな提案を

受けて、地方制度調査会において検討すると

いう規定がある。これは、例えば横浜市は特

別自治市を要望しており、その他新潟や愛

知、福岡でも大都市制度を巡って様々な構想

が検討されていることから、これらの提案を

受け止める仕組みが必要であるというもので

ある。一方、自民党案・公明党案、みんなの

党案では、このような規定はない。

（注）·研究会後、法案は一本化され、政府は

協定書の内容を踏まえて必要があると

認めるときは、申請があった日から 6

月を目途に必要な法制上の措置その他

の措置を講ずるものとされた。新たな

提案を受け止める仕組みは落とされた。

2�　第30次地方制度調査会の検討状況について

（ 1）地方制度調査会における大都市制度の

検討経過

次に、第 30 次地方制度調査会における検

討状況を説明する。第 30 次地方制度調査会

が「大都市制度のあり方」について議論を始

めたのは、2012 年 1 月 17 日の総会からで、

その後は、ヒアリングを行った。

1回目のヒアリングでは、川崎市長と横浜

市長から「特別自治市」について、大阪市長

から「大阪都構想」について説明があった。

ここで論点になったのが、大規模な指定都市

においては、行政区が住民自治の担い手とし

て機能しているのかどうかという点と、指定

都市の市長は「governor」として大規模か

つ多様な事務を行う団体の効果的なマネジメ

ントができているのか、という点である。

ヒアリングにおいて橋下・大阪市長からは、

大阪市では自治体の規模が大きすぎて、行政

区のなかで住民がどういう問題を抱えている

のか、あるいはどのようなサービスを求めて

いるのかという、住民の情報が全く入ってこ

ないということが示された。制度論としては、

昭和 20 年に自治法が制定された際に、人口

360 万人という巨大な基礎自治体を想定して

いたのか、という問題が指摘された。

2回目のヒアリングでは、東京都及び特別

区から、現行の都区制度の評価について説明

があった。東京都側は、現行の制度を基本と

すべきという意見が多かった一方で、特別区

側は、現行の都区制度の事務配分等に対して

問題提起があった。例えば、児童相談所を中

心とした特別区への権限移譲が求められると

いう意見があった。

3回目のヒアリングでは、全国知事会、中

核市市長会及び特例市市長会から、それぞれ

の立場で大都市制度のあり方について説明が

あった。まず、全国知事会は、全般的には特

別市制度について慎重であるべきだというス

タンスであった。一方で、中核市市長会や特

例市市長会からは、更なる権限移譲と税財源

の充実について要望があった。

その後、外国の大都市制度について議論を

行った上で、大都市制度の見直しに係る今後

検討すべき論点について整理し、その論点に

沿って現在進めているところである。

（ 2）地方制度調査会における今後の検討に

あたってのいくつかの論点

次に、私見にわたるが、今後検討すべきい
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くつかの論点を説明する。

　①大都市制度の導入と経済活性化の関連性

まず、大都市制度の見直しが経済成長等に

資するのかどうかである。この点は、地方制

度調査会においても、議論されており、経済

対策は大都市制度だけではなく、我が国の法

規制の見直しなど、様々な政策を講じる必要

がある問題であり、自治制度が貢献できる範

囲はどこまでかという点を意識する必要があ

る。現在、日本学術会議においてアジアの国

をモデルに「経済成長と大都市制度」という

テーマで議論してもらっている。

　②特別区制度を他地域へも適用するか

次に、特別区制度を他地域に適用すること

の是非についてである。「大阪都構想」にも

通じる議論である。一般に、特別区制度は一

般制度であるとされているが、制度創設時に

は東京以外の地域への適用を想定していな

かったのではないかと考えられる。現在、「都」

や「特別区」に関する規定がある法律として、

事務局では 160 程度を把握しているが、条文

上「都」や「特別区」と書いていても、明ら

かに「東京」を想定していると思われるもの

が多くある。

なお、仮に、都道府県に一般的に特別区を

置くことができると自治法で規定すれば、こ

れらの個別法について改正を検討する必要が

ある。少なくとも「都の区」と規定されてい

る部分について。「都道府県の区」と変える

必要がある。既に述べた民主党・国民新党案

の場合は、「道府県を都とみなす」という規

定を入れることによって、原則として個別法

の改正が必要ないことになる。

個別法の適用についても検討すべき事項が

ある。例えば、商工会議所法では、「市の単

位に商工会議所を置く」と規定されているが、

23 区は別扱いになっていて、23 区全体をひ

とつの区域とみなして商工会議所を置くとい

う規定がある。この扱いを他地域においてど

うするのか。

もう 1つ例を挙げると、公職選挙法では、

23 区の選挙区の議員定数について特例が設

けられている。その内容は、本来の人口比例

では一部の区などに議員定数を配分できない

ので、23 区の昼夜間人口比率が異常に高い

ことに着目して、都議会議員の定数について

は 23 区を 1 の自治体とみなし、配当された

定数について人口比例以外の方法で割り振る

ことができるというものである。これについ

ても、他地域においてこのような実態がある

のかどうかによって公職選挙法の特例を適用

するのかどうかが決まってくるものと考えら

れる。

なお、この論点については、西尾会長から

は、東京都以外の地域に特別区を適用するこ

とは想定していなかったが、人口の集中度合

いや経済圏の実情等を考えると、大阪への導

入はあり得るかもしれないという趣旨の発言

があった。元自治事務次官で第 27・28 次地

制調専門小委員会委員長の松本英昭氏も同様

のことを自治研究の論文で述べている。

これから地方制度調査会で検討していくこ

とになるので、特別区制度をどこまで広げる

か、その場合に事務配分や財政調整をどうす

るかという議論になると考えられる。
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　③「特別市」を創設するか

次の論点は、特別市を創設するかどうかで

ある。この点については、全国知事会が消極

意見であることを踏まえて、慎重に検討して

いくことになる。特別市を創設する場合、区

の性格や権限、議会・住民自治のあり方、税

財政のあり方などが個別の論点になるが、特

に、指定都市が都道府県から独立した場合、

そのエリアにおいて都道府県議会議員がいな

くなり、住民自治を代弁すべき議員の数が

減ってしまうことをどう考えるか、当該エリ

アの税収が全て指定都市の税収になることに

ついてどう考えるか、その結果として残る都

道府県と周辺市町村への影響をどう考えるか

が、重要な論点だと考えられる。併せて広域

自治体を創設することと実質的に同じことと

なることを考えると、道州制など広域自治体

の改革を進めようとする流れとは逆に、広域

自治体を増やすだけの改革になるのではない

かとの指摘もある。

このほか、特別市ではなく、大都市圏域全

体の調整の仕組み、拠点都市の連携も論点と

なっている。この点については、一部事務組

合や広域連合といった現行制度で実施可能で

あり、地域の自主的対応に委ねるべきという

考えもあるが、その手法でこれまで有効に機

能していたのかどうかについて、改めて検証

する必要があると考えられる。

　④現行の大都市制度を前提とした見直し

新しい制度の創設を伴う大胆な見直しでは

なく、現行制度を前提とした見直しも現実的

な対応としてありうると考えられる。

権限配分の見直しでいえば、特別区につい

ては、児童相談所の権限移譲が区長会から要

望されている。指定都市については、義務教

育に係る教員の給与負担と任命権の相違が課

題であり、指定都市が給与も負担すべきでは

ないかという論点がある。

事務の調整のあり方も論点となる。例えば、

指定都市と都道府県の二重行政の関係でいえ

ば、指定都市と県が協議をすることによって

一定の問題解決を図ることが考えられるが、

現状では自主的な対応に委ねられている。そ

の結果、協議を実施しているところもあれ

ば、していないところもある。また、実施し

ていても有効に機能しているのかどうかにつ

いて検証する必要がある。例えば、都区協議

会のように、制度として一定の事項について

は協議調整をしなければならないこととする

という方法もあり得るのではないかと考えら

れる。ただし、先述のヒアリング時の特別区

側からの意見では、都区協議会の回数が少な

く、時間も短いため、有効に機能しているの

かどうかという指摘があったことも踏まえた

制度設計が求められる。

税財源の配分については、権限配分と密接

に関わる論点であるが、例えば、指定都市が

教員の給与を負担する場合、その財源をどう

するのか、例えば、道府県民税の一部を市町

村民税に移譲することが考えられるのかどう

かという論点がある。

中核市・特例市に関しては、特に特例市の

あり方が問われていると考えられる。地域主

権改革一括法（第二次分）で、市町村への権

限移譲を行った結果、特例市固有の権限が少

なくなってしまった。その結果、一般市と特

例市の権限の差が少なくなったことをどう考
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えるかということである。

また、大都市制度の適用区分の再検討が論

点としてある。現在は、指定都市・中核市・

特例市を人口基準で分けているが、人口減少

時代に突入している状況下において、この要

件設定でいいのかどうかという問題である。

人口要件以外の要素、例えば地域における中

枢性を要件に加えることなども考えられるの

ではないか。但し、中核市についてはもとも

と面積要件や中枢要件があったが、権限移譲

を進めるために、これらの要件を廃止してき

たという経緯があり、この経緯も踏まえて検

討する必要がある。

　

　⑤その他の論点

最後に、地方自治制度全体のあり方という

観点からは、大都市制度を検討するに当たっ

ては、それ以外の市町村をどうするのか、都

道府県の役割をどう考えるかという点を併せ

て考えなければならない。また、今回の地方

制度調査会の委員には、住民目線からのご意

見を頂くという観点から、行政相談員や地域

活動をやっている方などにも委員になってい

るが、これらの委員からは、制度論や住民自

治論だけではなく、住民にとってどのような

メリットがあるか住民目線で議論すべきとい

う指摘がある。制度を所管するものとして常

に意識しなければならない視点であると考え

ている。また、経済界の委員等からは、納税

者の立場とすれば、経済成長と行政改革とい

う観点から議論すべきという意見もあり、こ

れも重要な視点である。

議会のあり方についても面白い議論が地方

制度調査会において展開されている。住民の

声を吸い上げ反映させる仕組みは、諸外国に

おいては、カナダのコミュニティ・カウンシ

ルのようにいろいろな形があるわけで、それ

を議会と呼ぶかどうかは別にして、日本のプ

ロトタイプ的な議会以外のものを検討すべき

ではないかという意見が出されている。ま

た、その際に、例えば戦後の一時期に可能で

あったように、県議会議員と市議会議員の兼

職も考えられないか。そうであれば、指定都

市における県議会議員の扱いという従前から

の論点も一気に解決できるのではないかとい

う意見がある。実際には、簡単な話ではない

が、議会・議員の位置づけについてもう一回

見直してみてはどうかという議論がなされて

いる。

いずれにしても第 30 次地方制度調査会の

審議は引き続き行われるので、今後ともその

状況に注視して頂きたい。

（参考）研究会における委員との主なやりとり

○委員

各党の法案では、自治体から違うアイデア

が出てきた場合に、6カ月以内に立法措置を

するとか、尊重するということが書かれてい

るが、もし現行とは異なる制度を立法措置し

なければならなくなった場合にどうするの

か。大阪都という制度が一般制度になるのか、

大阪の特例措置法になるのかわからないが、

仮に成立して、なお立法措置の必要がでてき

た場合に、これらの制度はどういう法的位置

づけになるのか。

○当方

大阪が求めてくるであろう、カスタマイズ
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された都制度を、「新たな都制度」とするのか、

大阪府だけの制度にするのかという問題があ

る。後者の場合は憲法 95 条の問題が出てく

る。「新たな都制度」というのは、今回法律

で新たに設ける都制度は、東京都とは違う都

制度とすることによって、憲法 95 条の対象

外となるということ。大阪の具体的な提案等

を踏まえて今後検討することとなる。

○委員

議会のあり方について、地方制度調査会の

審議におけるいくつかの意見をご紹介いただ

いたが、これまでの議会像のあり方を変える

ような議論、方向性は見えてきているか。

○当方

議会ではなくて地域協議会のようなものを

各区に置いて、区選出の市議会議員がメン

バーになるというものや、ドイツのようにそ

こに住民も加わり、住民と議員がひとつの

テーブルで議論するという案もある。あとは、

フランスのように、区議会議員と市議会議員

を一緒に選ぶ、具体的には得票数上位が市議

会議員で下位が区議会議員になるといった選

挙制度もある。ただ、全体の議論としては、

まだ方向性は出ていない。

○委員

行政区をどう捉えるか。広い意味で行政区

といっても、議会を置くか、公選区長を置く

かなど、いろいろなあり方が考えられる。そ

の意味で、議会のあり方はかなり大きな要素

で、そこを含めて考えれば特別自治市の可能

性も広がるのではないかと思う。議会や公選

区長を置くのとはまた違う選択肢を考えられ

るかが、非常に大きな点だと思う。

○委員

大阪都の区の事務配分について、橋下市長

は東京特別区とは違う、中核市並みの権限を

持たせるということを言っているが、中核市

並みとは具体的にどのような権限配分なの

か、大阪では検討されているのか。

○当方

事務配分については、大阪府の協議会や府

市統合本部等において検討が進めば、いずれ

地制調に報告する時期が来るのではないか。

なお、事務配分等の問題については、各党

が検討している法律が成立すれば、現在の協

議会が法律上の協議会に切り替わり、議員だ

けでなく首長や有識者を加えて実際の計画策

定に入っていくということになるので、その

場で、決めていくことになる。

○委員

行政区の区長を公選にする場合の問題点は

検討されているのか。特別市制では、区に法

人格がなかった。そうすると、執行機関多元

主義的な意味合いで、公選の執行機関が並ぶ

という形になるが、それは現実的に可能なの

か。議会の場合は制限列挙なので大丈夫だと

思うが、公選市長の権限が概括例示されてい

る中で、公選区長が置かれたときに安定する

のかという問題がある。

○当方

まず、ご指摘の特別市制における行政区に

公選区長をおいた仕組みはそれほど悪いもの

ではなかったと評価できるのではないか。た

だ、政治的な対立などが出てきた場合に、円

滑な執行ができなくなるのではないかという

問題はある。現在は、行政区のままにしたと

しても、行政区にどのような法的権限を付与
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するかという決まりはなく、各自治体が自由

に決めている状態。それを制度としてイン

プットする場合には、調整が必要になるかも

しれない。実際問題としては、行政区への事

務の委任の内容が自由化されていれば、仮に、

政治的対立が起きても各自治体の中で自主的

に調整してしまうかもしれない。

法人格を与えるかどうかの最も大きな論点

は、財政調整の問題である。財政調整をしな

くて済むことが法人格を有さないメリットで

はないかと考えている。

○委員

財政調整をしないということは、予算調製

権を市長に残すことになる。そうすると、区

長に財政権がないということになり、この点

が一番難しい。区長が予算権を持てないとな

ると、実質的には要求庁にしかなれない。そ

れでは、結局区長は補助金を要求するための

位置づけになってしまうのではないか。

○委員

今の状況でそれを公選で選ぶ必要はあるの

かどうか。

○当方

そのような事情も踏まえ、現在、地方制度

調査会においては、公選区長だけではなく、

議会類似の仕組みを取り入れられないかなど

幅広く議論している状況。

（注）·大都市地域における特別区の設置に関

する法律は平成 24 年 8 月 29 日に成立

した 3。

3· 同法の概要については 69 頁の図を参照のこと。
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民主党・国民新党（H24.6.12提出）  自民党・公明党（H24.4.18提出） みんなの党（H24.3.9提出） 

対象地域 

全国 
（一の指定都市又は一の指定都市及び当該市に隣
接する同一道府県内の市町村） 
※ おおむね200万人以上の規模を想定 

 

全国 
（一の指定都市又は指定都市を含み、隣接する同
一都道府県の区域内の二以上の市町村であって、
その総人口が100万人以上で政令で定める人数を
超えるもの） 

全国 
（指定都市又は指定都市及びこれに隣接し若しく
は近接する市町村で、その総人口が70万人以上） 
 

 

地方自治特別法 
（憲法95条）か 

特例法 
（新法） 

一般法 
（地方自治法改正） 

一般法 
（地方自治法改正） 

都 都は設置しない 都は設置しない 都を設置する 

特別区 市町村を廃止し、特別区を設置する 市町村を廃止し、特別区を設置する 市町村を廃止し、特別区を設置する 

手
続 

地域の発意 道府県及び関係市町村による申請 都道府県及び関係市町村による申請 道府県及び関係市町村による申請 

民
意
の
反
映 

①協議会の設
置 

①協議会の設置が必要 
（特別区を設置する計画の作成等を行う） 
 ※ 計画の内容は、区域、名称等 

 
 

①協議会の設置が必要 
（特別区移行協議会において特別区移行協
定書の作成等を行う） 

 ※ 設置時期、区域、事務分担、財政調
整、議員定数等を記載 

①協議会の設置は任意 
（ア 都・特別区基本計画の作成等を行う都・特

別区設置協議会 
 イ 事務・財源配分等についての提案に関する

協議を行う事務・財源配分等協議会） 

②議会の議決 ②議会の議決が必要（道府県・関係市町村） ②議会の議決が必要（ 都道府県・関係市町村) ②議会の議決が必要（道府県・関係市町村） 

③住民投票 ③住民投票が必要（関係市町村のみ ） ③住民投票が必要（関係市町村のみ） ③住民投票は不要 

国の関わり 

①特別区設置計画を作成したときは、
議決の前に総務大臣に報告。総務大
臣は検討し、遅滞なく意見を述べる 

①特別区移行協定書について総務大
臣に情報提供・説明 

 
 
 
 
 
 

①計画についての事前協議なし 
 
 
 
 
 
 
 

②特別区設置計画に、事務分担、税財
政制度等のうち、国において法制上
の措置等を講ずる必要があるものを
記載する場合は総務大臣に事前協議
し、同意を得なければならない 

③総務大臣が特別区の設置を決定 ②総務大臣が特別区の設置を決定 ②内閣が都・特別区の設置を決定 

大阪都構想に係る各党法案の比較 

大阪都構想に係る各党法案の比較 

民主党・国民新党（H24.6.12提出） 自民党・公明党（H24.4.18提出） みんなの党（H24.3.9提出） 

事務配分 

事務分担、税財政制度について意見
の申出があった場合、政府は、必要
があると認めるときは、当該意見の
趣旨を尊重し、速やかに、必要な法
制上の措置その他の措置を講ずる。 
 
 
 
 
 
 
 

政府は、特別区移行協定書の内容を
尊重し、特別区の設置の申請があっ
たときから６月を目途に必要な法制
上の措置等を講ずる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・事務・財源配分等につき国が講ず
べき措置について、内閣に提案す
ることができる 

・内閣は国会に報告 
・内閣は提案を尊重し、概ね三月以

内に措置の必要性を判断し、必要
があると認めるときは、所要の法
制上の措置等を講ずる 

・内閣は、概ね六月以内に、対応状
況を国会に報告 

 
 

税財政制度 

その他 

政府は、地方公共団体からの新たな
大都市制度についての提案の申出を
受けたときは、地方制度調査会にお
いて検討する。 
 

－ － 
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市町村 道府県
①人口200万以上の指定都市

又は
②一の指定都市及び当該指定都市
に隣接する同一道府県の区域内の
一以上の市町村（その市町村が指
定都市である場合には、その指定都
市に隣接する同一道府県内の一以
上の市町村を含む。）であって、その
総人口が200万以上のもの

一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区と道府県の事務分担・税源配分・財政調
整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができる。
政府は、上記申出を受けた日から６月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無を判断し、必要が
あると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

特別区を包括する道府県において、その区域内の特別区に隣接する一の市町村の区域の全部により特別区を設置す
るときも、上記の設置手続による。ただし、市町村の区域を分割せずに一の特別区を設置するときは、上記の設置手続
のうち「選挙人の投票」は不要とする。

特別区を包括する道府県における特別区の設置に係る特例

事務分担等に関する意見の申出

事務分担・税源配分・財政調整のうち政府が法制上の措置その他
の措置を講ずる必要があるものについて、誠実に協議を行うととも
に、速やかに協議が調うよう努める

内容の報告 総務大臣

Ａ市議会
の承認

Ｂ市議会
の承認

特別区設置協定書
の公表

道府県議会
の承認

特別区の設置が可能な市町村

Ａ市 Ｂ市 道府県

道府県議会
の議決

Ｂ市議会
の議決

Ａ市議会
の議決

市町村廃止・
特別区設置の
処分・告示

総務大臣

Ａ市 Ｂ市 道府県 共同
申請

Ｂ市での
選挙人の投票

Ａ市での
選挙人の投票 それぞれ

有効投票総数
の過半数の賛成

特別区の設置の手続

①特別区の設置日
②特別区の名称・区域
③特別区の設置に伴う財産処分
④特別区の議会の議員定数
⑤特別区と道府県の事務分担
⑥特別区と道府県の税源配分・
財政調整

⑦職員の移管
⑧その他必要な事項

特別区設置協定書
の作成

特別区設置協議会
の設置

意見

①市町村長は協定書の内容について
分かりやすい説明を行う
②選挙管理委員会は議員の意見を公
報に掲載し、選挙人に配布する

政府は、協定書の内容を踏まえて必要があると認め
るときは、申請があった日から６月を目途に必要な法
制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

※指定都市以外の市町村は、隣接する指定都市が申
請する場合でなければ申請することができない。
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「大都市制度のあり方」についての議論経過 

年月日 会 議 内 容 

24.1.17 総会(第３回) 

○ 第３０次地方制度調査会諮問事項関連資料について事務局から説明し議論。 
 

※ 近年の地方議会・住民自治関係の主な改正、大都市に関する制度の沿革、指定都市・中核市・特例市
制度（概要、主な事務配分）、大都市制度に関する過去の答申内容、地方公共団体等から出されている
大都市制度に関する報告書等、震災に伴う市町村の行政機能の課題と対応状況など 

2. 2 
専門小委員会 
（第６回） 

○ 「 大都市制度のあり方 」について関連資料を事務局から説明し議論。 
 

※ 大都市制度の概要(経緯、趣旨、事務配分の現状等)、指標(人口、面積、財政状況等)、大都市圏の拡
大(各都市への通勤・通学１０％圏の状況)、三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)の人口構造の変化、
人口構造の変化と歳出に与える影響、インフラ更新需要、都(市)内総生産の状況など 

2.16 
専門小委員会 
（第７回） 
※ヒアリング 

○ 指定都市市長会（阿部孝夫川崎市長）から『 新たな大都市制度の創設に関する指定都
市の提案～あるべき大都市制度の選択「特別自治市」～ 』を説明 

 

※ 現在の大都市を取り巻く現状と課題、基礎自治体優先の原則と大都市～住民がより良い行政サービス
を受けるために～、新たな大都市制度｢特別自治市｣(｢特別自治市」制度創設の効果・メリット、｢特別
自治市｣の担うべき事務について(主要な業務)、大都市圏における連携、地方自治体の役割に応じた地
方税制の構築、｢特別自治市｣創設に伴う財政調整、住民自治・住民参加機能の充実）、｢特別自治市｣の
創設に向けて 

 

○ 大阪府市統合本部（橋下徹大阪市長）から『 大阪にふさわしい大都市制度の実現に向
けて 』を説明 

 

※ 大都市制度改革は待ったなし、大都市制度改革に向けた検討の視点（都市の実態にあわせた大都市制
度を自ら選択できるように、広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化、都市の集積と広がりにあわ
せて広域行政のエリアを設定し広域機能の一元化、住民コントロールが効き、迅速、きめ細やかで総合
的な住民サービスが可能となるよう基礎自治体機能を強化）、大阪での取組み、概括的なロードマップ、
関西州に向けた工程イメージ図 

○第３０次地方制度調査会における「大都市制度のあり方」についての議論経過 

「大都市制度のあり方」についての議論経過 

年月日 会 議 内 容 

3.16 
専門小委員会 
（第８回） 
※ヒアリング 

○ 東京都（笠井謙一総務局長）から『 都区制度について 』を説明 
 

※ 東京都区部の土地利用状況、各区の人口等指標、東京都と特別区との事務配分イメージ、指定都市・
中核市・特例市の事務と特別区の事務の比較、都区財政調整制度のしくみ、区別に見た固定資産税
（都税）収入額と歳入決算総額、都区協議会について 

 

○ 特別区（西川太一郎荒川区長）から『 基礎自治体連合構想と都区制度の現状・課
題 』を説明 

 

※ ｢基礎自治体連合構想｣の概要、自治権拡充の沿革、都区関係の現状(都区のあり方検討、都区財政調
整協議） 

3.29 
専門小委員会 
（第９回） 
※ヒアリング 

○ 全国知事会（上田清司埼玉県知事）から『 大都市制度のあり方について 』を説明 
 

※ 指定都市制度をめぐる課題について(道府県と政令指定都市間で大きな課題は生じていないとする意
見、道府県と政令指定都市間で課題を指摘する意見、｢特別自治市構想｣は検討すべき課題が多く、慎
重な検討が必要、大都市制度の検討に当たっての留意点) 

 

○ 中核市市長会（仲川げん奈良市長）から『 中核市制度の限界とあるべき地方制度へ
の変革について 』を説明 

 

※ 中核市制度の意義、中核市制度の限界、都市制度の抜本的な見直し、地域自律に向けた都市制度の見
直しに関する提言(概要)、あるべき地方制度への変革、基礎自治体を中心とした地域の自律の確立 

 

○ 特例市市長会（竹内功鳥取市長）から『 基礎自治体と地方制度について 』を説明 
 

※ 特例市制度について、都市制度の制度設計議論のありかた、新たな自治制度の創設、住民自治のあり
方(概要) 

4.16 
専門小委員会 
（第１０回） 

○ 「 諸外国の大都市制度 」について関連資料を事務局から説明し議論。 
 

※ 英国（ロンドン）、フランス（パリ）、ドイツ（ハンブルク）、アメリカ（ニューヨーク）、カナダ
（トロント）、韓国（仁川）における大都市制度について 
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「大都市制度のあり方」についての議論経過 

年月日 会 議 内 容 

4.25 
専門小委員会 
（第１１回） 

○ 「 大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について（案）」を事務局から説
明し議論。 

 

※ 大都市の抱える課題、現行の大都市制度の現状と課題、新しい大都市制度、大都市の検討に当たり留
意すべき点など 

5.17 
専門小委員会 
（第１２回） 

○ 「 大都市に係る税財政制度 」を事務局から説明し議論。 
 

※ 地方税制（都・特別区における地方税制度等の沿革、特別区の存する区域の市町村税等の状況、固定
資産税（都税）税収額、指定都市の税収等の状況、指定都市所在都道府県の税収等の状況など） 

※ 地方財政（都・特別区における事務配分・税の特例と都区財政調整、東京都と特別区の地方交付税の
算定状況、指定都市・中核市・特例市が実施する主な事務と交付税への反映など） 

 

○ 「 大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について（案）」を事務局から説
明し議論。 

 

※ 第１１回専門小委員会における議論を踏まえ修正を加えたもの 
※ 大都市圏の抱える課題、地方拠点都市の抱える課題、大都市制度の抱える課題、大都市制度の見直し

の方向性、大都市制度の検討に当たり留意すべき点など 

5.31 
専門小委員会 
（第１３回） 

○ 地方六団体から「 大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について（案）」
について意見聴取。 

 

○ 「 大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について（案）」を事務局から説
明し議論。 

 

※ 第１２回専門小委員会における議論を踏まえ修正を加えたもの 

6.18 
専門小委員会
（第１４回） 

○ 「「大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について」に関する国会議員の委
員からの主な意見について」、「大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点につい
て（案）」※１、「今後の審議予定（案）」及び「課題に係る論点関連資料」※２につ
いて事務局から説明し議論。  

※１ 第１３回専門小委員会における議論及び国会議員からの意見を踏まえ修正を加えたもの 
※２ 都市圏域関係、定住自立圏構想、二重行政関係、住民自治・区関係 

「大都市制度のあり方」についての議論経過 

年月日 会 議 内 容 

6.27 
専門小委員会
（第１５回） 

 
○ 「大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について」を事務局から説明。 
 

※ 第１４回専門小委員会の議論を踏まえ修正を加えたもので、「今後検討すべき論点」について確定す
ることを確認。 

 
○ 「指定都市の区・住民自治等関連資料」について事務局から説明し議論。 
 

※ 指定都市の区の概要、区の組織等の状況、区長への事務委任の状況、区の予算の状況、区における
自主事業、市議会議員（又は道府県議会議員）が選出された行政区単位において市民や区長とともに
活動し、市政に反映する仕組み、区単位の住民自治に関する組織の設置状況（任意設置）、地方自治
法における普通地方公共団体の議員の兼職禁止規定の沿革 など 

 

7.9 
専門小委員会
（第１６回） 

○ 「指定都市制度（行政区のあり方、都道府県との関係、事務配分と税財源等）」につ
いて関連資料を事務局から説明し議論。 

 

※ 指定都市の区・住民自治に関する検討の視点、議員の兼職禁止等、指定都市の区別の議員数、指定都
市の職員数の状況、都道府県と指定都市の事務・権限に関する検討の視点、近年都道府県から指定都
市に移譲された主な事務、都道府県の事務のうち、指定都市に移譲されていない主な事務、都道府県
と指定都市の税財源に関する検討の視点、道府県と指定都市の財政指標等の比較、都道府県と指定都
市との間の調整に関する検討の視点、政策調整の場の設置例、協議会の制度概要、機関等の共同設置
の制度概要 

7.18 
専門小委員会
（第１７回） 

○ 「中核市、特例市制度」について関連資料を事務局から説明し議論。 
 

※ 中核市・特例市に関する検討の視点、近年中核市に移譲された主な事務、指定都市が処理する事務の
うち中核市に移譲されていない主な事務、近年特例市に移譲された主な事務、中核市が処理する事務
のうち特例市に移譲されていない主な事務、中核市・特例市の通勤・通学10％圏（昼夜間人口比率１
以上の市） 
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 〔地方制度調査会第１５回専門小委員会（平成２４年６月２７日）配付資料〕 

・人口が集中している大都市圏においては、人口減少社会の到来や少子高齢化の進行、経済の成熟化、グローバル化の進展など、構造的な転換期に
直面しているのではないか。また、住民のつながりが希薄化し、地域社会が大きく変容しているのではないか。 
・これまで我が国の経済成長を牽引してきた大都市圏域において、引き続き我が国の活力を維持する役割を適切に果たすとともに、住民が安心して
暮らせるようにしていく必要があるのではないか。 
・そのためには、規制等に係る個別法の見直しや、重点的な社会資本整備など様々な対策を国として戦略的に実施するとともに、大都市における効
果的・効率的な行政体制の整備や住民の意思がより適切に行政に反映される仕組みづくりなどが課題となるのではないか。 
・このような課題に対して地方自治制度の改革によって対応すべき点を検証し、その解決方策について議論を進めていく必要があるのではないか。 
 

１ 大都市圏の抱える課題 
 三大都市圏のうち産業や人口が集積している都市や、郊外に所在し人口が集中しているベッドタウンと
しての都市、地方の拠点都市など様々であり、その抱える課題も異なるのではないか。 
 
（社会経済情勢の変化） 
・人口減少等社会構造の変化を踏まえると、大都市圏においては、今後急速に高齢化が進むと予想されるため、高齢者医療、介護や生活保護などの
行政需要が急増すること等への対応が求められているのではないか。 
・大都市圏においては、高度経済成長期に整備した社会資本が更新時期にきており、これまでと同様の社会資本を維持するのかどうかなど、社会資
本整備のあり方の見直しが課題となっているのではないか。 
・大都市圏には、若い世代が比較的多いことを踏まえると、出生率の回復のため、少子化対策において果たすべき役割が大きいのではないか。 
・大都市圏においては、独居老人も多く、老老介護の問題など家族やコミュニティの機能が低下しているのではないか。 
・東日本大震災を踏まえ、人口・産業が集中している大都市圏においては、大規模災害時における住民の避難のあり方、生活機能や経済機能の維持
等への対処が特に課題となっているのではないか。また、大規模災害時における都道府県と大都市の役割分担についても見直すべき点があるのでは
ないか。 
（経済の活性化） 
・大都市圏が我が国の経済成長を牽引する役割を果たすべきであるという観点から、現行の大都市制度について見直すべき点があるのではないか。 
（行政改革） 
・大都市圏においても、少子高齢化が急速に進む結果、これまでのような税収の伸びが期待できないこと等を踏まえれば、より一層の効率的・効果
的な行財政運営が求められているのではないか。 
（大都市圏域全体の調整） 
・三大都市圏のように通勤、通学、経済活動等の範囲が、行政区域をはるかに超えている大都市圏においては、大都市圏域を前提とした行政サービ
スの提供やその調整などが求められているのではないか。 
  
 

大都市制度の見直しに係る今後検討すべき論点について 

２ 地方の拠点都市の抱える課題 
 地方の拠点都市が抱える課題はどのようなものが考えられるか。 

・地方の拠点的な役割を果たしている大都市では、行政サービスの提供についての近隣市町村との更なる連携や都市構造の集約化といった課題が
あるのではないか。 
 

３ 大都市制度の抱える課題 
 東京都の特別区、指定都市、中核市、特例市が現在抱える課題はどのようなものが考えられるか。 
 
（「二重行政」） 
・大都市における広域自治体と基礎自治体の「二重行政」とは具体的にどのような状態を指すのか。事務の内容によっては、広域自治体と基礎自
治体が複層的にサービスを提供することが必要なものもあるのではないか。大都市の区域内での広域自治体と基礎自治体の間の事務の調整のあり
方をどう考えるか。 
（住民自治） 
・指定都市など特に大規模な都市では、住民に身近な行政サービスを適切に提供しにくくなっているのではないか。 
・指定都市など特に大規模な都市では、住民の声が行政に届きにくく、より一層住民の意思を行政運営に反映させるための仕組みが必要ではないか。 
・住民自治の観点から、住民がより積極的に行政に参画する仕組みが必要ではないか。地域自治区など、既存の仕組みの更なる活用や見直しを検
討すべきではないか。 
 

４ 大都市制度の見直しの方向性 
・課題への対応策として、新しい大都市制度を検討することが考えられるか。 
・例えば、東京都以外で指定都市の存する区域への特別区制度の適用、「特別市」（仮称）のような新し
い大都市制度の創設、行政区域を超えた大都市圏の事務の調整の仕組みなどについてどう考えるか。 
・現行の東京都の特別区制度、指定都市制度、中核市制度及び特例市制度の現状を踏まえ、課題に対応す
るために見直すべき点はないか。 
 
【新しい大都市制度】 
（特別区制度の他地域への適用） 
・現行の特別区制度は、一般制度ではあるものの、制度創設時に東京都以外の地域に適用することを想定していなかったと考えられる。 
・仮に東京都以外の地域に特別区制度を適用する場合、どのような地域がふさわしいと考えられるか。人口の集中度合いや経済圏の実情等社会経
済情勢が現在の東京都の特別区に近い地域、例えば大阪市の存する区域に特別区制度を適用することが考えられるか。 
・東京都以外の地域に現行の特別区制度を適用する場合、道府県と特別区の事務配分は現行制度と同じでよいか、道府県と特別区の税源配分、財
政調整の仕組み、個別法の都・特別区に関する特例などについてどう考えるか。特別区以外の自治体の税財政に影響を与えないようにする必要が
あるのではないか。 

 



都市とガバナンス Vol.18

第30次地方制度調査会の審議状況等について

73

（「特別市」（仮称）の創設） 
・仮に都道府県に属さない大都市制度（「特別市」（仮称））を創設する場合、どのような課題があるか。例えば、区の性格、区の権限、議会や住民
自治のあり方、税財政のあり方などについてどのように考えるか。 
（大都市圏域全体の調整の仕組み） 
・行政区域をはるかに超えた大都市圏において行政サービスを適切に提供する観点から、広域的な事務の調整の仕組み等は考えられないか。例えば、
廃棄物処理、公共交通、病院などは、圏域全体で考えるべき行政サービスと言えないか。 
（地方の拠点都市の連携の仕組み） 
・地方の拠点都市が近隣市町村との広域連携を更に進めるための仕組みは考えられないか。 
【現行制度の見直し】 
（特別区制度） 
・東京都の特別区制度について、都と特別区の間の事務配分は適切か、都区財政調整制度は有効に機能しているかなどについてどう考えるか。 
（指定都市制度） 
・指定都市制度について、 
① 都道府県から更に指定都市に移譲すべき事務はあるか、 
② 都道府県と指定都市との事務の調整等に課題はないか、 
③ 現行の税財源の配分をどう評価するか、 
④ 住民自治や行政サービスの提供の観点から、行政区のあり方について見直すべき点はないか、 
などについてどう考えるか。 

（中核市・特例市制度） 
・中核市、特例市制度について、 
① 都道府県から市への権限移譲が進み、特例市として固有に処理する都道府県の権限が減少していることから、特例市のあり方について見直す必

要はないか、 
② 中核市人口３０万以上、特例市人口２０万以上という区分は適切か、 
③ 中核市、特例市に更に移譲すべき事務はあるか、 
④ 現行の税財源の配分をどう評価するか、 
などについてどう考えるか。 

（大都市制度のあり方の再検討） 
・現行の特別区制度、指定都市制度、中核市制度、特例市制度についてその適用区分のあり方について見直す必要があるか。その場合、人口規模で決
める仕組みでよいか。大都市圏の都市か地方の拠点都市かといった他の要素を考慮する必要はないか。 
・指定都市の議論をする際に、長い間指定都市であった市と、最近指定された市で分けて議論する必要はないか。 
・人口が減少する中で、自ら大都市としての権限を返上することを認める仕組みを検討する必要はないか。 
 

５ 大都市制度の検討に当たり留意すべき点 
 大都市制度を検討するに当たり留意すべき点としてはどのようなものがあるか。 
 
（地方自治制度全体のあり方） 
・大都市のあり方の見直しは、大都市と大都市が所在する都道府県との関係、大都市とその周辺の市町村との関係、大都市圏とそれ以外の圏域との関
係に大きく影響する。また、都道府県や市町村のあり方自体にも影響を与える。このような影響を十分踏まえ、地方自治制度全体のあり方について 

検討する必要があるのではないか。 
（住民にとってのメリット） 
・住民にとってどのようなメリットがあるのかという視点で検討する必要があるのではないか。例えば、大都市のあり方の見直しを通じて国全体
の経済成長や地域経済の活性化等をどのように実現するかという観点から検討することが必要ではないか。 
（住民の意思の反映） 
・大都市のあり方を変更する場合には、住民がどのように関わるべきか。 
（議会のあり方） 
・大都市の住民参加としての議会のあり方については、例えば、一定の場合には議員が別の議会の議員等を兼職できるようにするなど、新たな視
点で新しいタイプの議会像を考えることはできないか。 
（その他） 
・効率性と住民自治のバランスについてどう考えるか。 
・現行の都と特別区の制度と首都制度との関係をどう考えるか。自治制度のみではなく、個別法の都・特別区に関する特例などを踏まえ検討する
必要があるのではないか。 
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市長の会

第13回	国のかたちとコミュニティを
考える市長の会

The 13th meeting of the mayor who considers the form and 
community of a country

This meeting held the theme “Legal Affairs for Policy-making”, and the 17 heads of a municipal 
district participated on April 24, 2012.

はじめに

第 13 回国のかたちとコミュニティを考え

る市長の会（以下、「市長の会」という。）は、

平成 24 年 4 月 24 日に市区長 17 名が参加し、

「政策法務」をテーマとして、次のとおり開

催された。

1　趣旨説明

細江岐阜市長から、首長に対するガバナン

スとして、地方自治法上、住民訴訟というシ

ステムが組み込まれている。実務上、訴訟も

数多く起きているところであり、首長として

の政策判断あるいはその政策の実施を支える

法務について議論したいとの発言があった。

2　議題　政策法務（前半）

会議の前半では、松崎浦安市長の司会進行

のもと、「住民訴訟と自治体の留意点」とい

うテーマで、石津廣司全国市長会顧問弁護士

による基調講演と質疑応答が行われた。

石津弁護士からは、住民訴訟制度の仕組み

とコンプライアンス上の留意点について触

れ、特に、その行政行為が適法か否か、疑問

があれば法務部局に相談できるシステムづく

りが必要であること。また、財務会計上の行

為で、今、何が問題で違法とされているか感

覚を鋭敏にすることの重要性も指摘された。

3　議題　政策法務（後半）

後半は、吉田大阪狭山市長の司会進行のも

と、日沖いなべ市長、綾坂出市長から問題提

起が行われた。

日沖いなべ市長からは、住民訴訟の問題点

として、①官公民による賠償責任範囲の違い、

②議会議決の効力、③損害賠償の請求先を挙

げ、住民訴訟が選挙対策などの政治的手段と

して利用される面があり、何らかの形で制限

が設けられないか。首長個人の責任も「故意

又は重大な過失があったとき」に限定される

べきで、金額も会社法と同様に報酬年額の 6

倍程度に限定すべきではないかなどの発言が

あった。

綾坂出市長からは、住民訴訟は危機管理の

一種であり、いつ訴訟が起きても対抗できる

よう、しっかりとした情報に基づき判断して

いくことが重要であるとの発言があった。

·趣旨説明
岐阜市長 細江�茂光

·議題　「政策法務」　（前半）
　進行役 浦安市長 松崎�秀樹
·　基調講演 全国市長会顧問弁護士 石津�廣司
·議題　「政策法務」　（後半）
　進行役 大阪狭山市長 吉田�友好
　問題提起 いなべ市長 日沖�　靖
　問題提起 坂出市長 綾�　　�宏
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第13回 国のかたちとコミュニティを考える市長の会

また、首長は非常に住民に近いところで仕

事をしており、住民と話をする中で解決して

いることも多いとの指摘や、悪い情報も積極

的に表に出し、重要な決定に際しては職員や

議会をなるべく巻き込む方法を考えていくこ

とが最もリスクが少ないとの発言があり、住

民訴訟に係る諸問題について活発な意見交換

が行われた。

（副室長　佐藤　亨）
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大野城市における調査研究活動の意義
～第2回都市調査研究グランプリ事例を通して～

The meaning of research activity for Onojo City

“ The project report of Onojo city’s collaborative research with Kyushu University” won the best award 
at the 2nd CR-1GrandPrix. We interviewed the mayor of Onojo about the meaning of the research 
activity for Onojo City. Moreover, We surveyed the feature of research technique, which had been 
successful, through the interviews to personnel who participated in this project.

はじめに

当センターでは、互いに競い合うことによ

るモチベーションの向上や優秀な調査研究情

報を共有することによる都市自治体及び都市

自治体職員の調査研究能力向上を目的として

都市調査研究グランプリ（CR-1 グランプリ）

を実施している。

第2回都市調査研究グランプリ（2011年度）

において福岡県大野城市が実施した「大野城

市官学連携共同研究プロジェクト研究報告書

―ふるさと大野城に新たな＜にぎわい＞と＜

まちの宝＞を生み出そう―」がグランプリを

受賞した。

大野城市では、今回の調査研究以前にも

「道州制を見据えた基礎自治体の在り方研

究『2016 まちのかたち研究プロジェクト』」

（2009 年）を、第 1回都市調査研究グランプ

リに応募しており、積極的に調査研究活動に

取り組んでいる。研究実績もさることなが

ら、研究メンバーを 45 歳以下の若手職員か

ら公募する仕組みや、研究テーマについて大

野城市の政策に関連した大きな枠組みは用意

するものの細部の企画は職員が自ら設定する

といった自主性の重視など特徴ある活動をお

こなっている。このように大野城市が調査研

究活動に意欲的に取り組む狙いについて井本

宗司大野城市長に話を伺った。

また、グランプリ事例については、「類似

の地方都市の参考になる研究」と審査委員を

務めた月尾嘉男東京大学名誉教授は講評して

いる。研究の概要 1 にもあるとおり「大学と

の連携」や「フィールドワークや体験活動」

を特徴として挙げており、これらの手法は他

の自治体の調査研究においても用いられてい

るところであるが、いかに効果をあげている

かが重要な点である。では、実際に大野城市

においては、これらの特徴にあげた手法を具

体的にどのように活用してきたのか調査研究

活動へ参加した職員に行ったヒアリングをも

とに他都市自治体において参考になるポイン

トについて報告していきたい 2。

1　大野城市長の調査研究活動に対する考え方

大野城市では、調査研究活動に対して調査

研究成果自体もさることながら、参加した職

員の能力育成の効果に注目している。井本市

1· 調査研究の概要と講評について本誌 82 頁参照。
2· 本稿の内容は 2012 年 3 月 14 日の現地調査でのヒアリングとご提供いただいた資料をもとに、筆者が解釈、執筆した。
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長自身も調査研究に携わった経歴をお持ちで

あり、その時の経験などを踏まえ、人材育成

の重要性と調査研究活動がもつ人材育成の効

果についてお話を伺った。

（ 1）創造力を育成する

井本市長は「地方分権時代において基礎自

治体のあり方が変わる中、今後、大野城市が

持続的に発展できるかどうかは職員の能力に

かかってくるところが大きい。このような時

代において、職員は従来の正確な職務遂行だ

けではなく、新しい価値を創造する力が求め

られる。ただ、創造力は実際に創造のために

考え悩むといった経験を積まないと育たな

い。」と今後職員に求められる資質とその育

成について語る。

日常の業務の中ではマニュアル化が進んで

おり、創造力を発揮して仕事をする機会は少

ない。これでは創造力の育成はなかなか難し

い。しかし、課題を分析し解決策を模索する

調査研究活動はまさに創造力の発揮が求めら

れ、経験を積ませる絶好の機会と捉えること

ができる。この点に井本市長は着目し調査研

究活動に重きを置いている。

また、若手職員に活動させる点については、

自身の過去の経験をもとに「20 代～ 30 代の

若い時期に創造力の経験を積むことで、組織

の中心となって活躍が期待される 40 代～ 50

代になったとき、大きな力として発揮され

る。現在の若手職員は高い倍率の試験を通っ

て入ってきた優秀な人材であると思うが、や

はり創造力の分野については実際の経験値が

ものをいう。若い時期は仕事も多忙であり時

間的な余裕は少ないかもしれないが、できる

だけ早い時期に調査研究活動を通じて経験を

積んで、将来の大野城市で活かせるように

なってほしい。」と思いを話されている。若

手職員が調査研究活動を通じて成長すること

で、いずれは市の持続的な成長につながると

いう意図をもって調査研究活動に取り組んで

いる。

（ 2）人との繋がりを広げる

調査研究活動を進める中での「現場での出

会いやコミュニケーションは刺激を与えてく

れる」と井本市長は述べている。調査研究活

動の過程で培われる役所内そして地域内外で

の人との繋がりの広がりとその中で磨かれる

コミュニケーション能力の向上に期待を寄せ

ているのである。

井本市長の発言の裏には、創造力同様、日

常の業務内においては、所属する部署内や業

務の関係者など特定の繋がりはできても、そ

れ以上の人との繋がりを持つことが難しい

中、調査研究を一緒に行う大学生といった

パートナーとの交流や現地でのフィールド

ワークや体験活動、市役所内での部署を超え

た情報収集など、多種多様な人たちとの繋が調査研究への思いについて語る井本大野城市長
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りを持つことを期待しており、繋がりの中か

ら情報を収集していく過程でコミュニケー

ション能力が磨かれていくことを期待してい

ることがうかがえる。

（ 3）郷土愛を育む

「大野城という名は日本書記にも名前が記

されているとおり長い歴史のある場所である

ものの、まだまだ PR不足の面があることは

否めない。職員をはじめ市全体が大野城市に

愛着を持ち発展していく都市にしていきた

い。職員には調査研究活動を通じて大野城市

の魅力を再発見し、より郷土愛を持ってもら

えるようになってほしい」と話されており、

大野城市にかかわる課題について真剣に向き

合うことで、その地域の魅力や資源を再発見

し、そこから郷土への愛着に結びつくことを

期待していることがうかがえる。

今回の調査研究活動に参加した職員からも

「大野城市に眠る魅力を発掘する過程で大野

城市のことをより好きになった。この素敵な

魅力を市内外の人にも伝えて大野城市を盛り

上げていきたい」という話を聞くことができ

た。まさに井本市長の狙い通り、調査研究活

動が職員の郷土愛を育む成果を生んでいた。

2　グランプリ調査研究事例の特徴

グランプリ事例は調査研究手法としては従

来から用いられている手法と言えよう。しか

しながら、大野城市においては特徴として挙

げた「大学との連携」「フィールドワークの

重視」の 2点についてそれぞれに工夫を凝ら

していた。ここでは実際の事例を基に報告し

ていきたい。

（ 1）大学との連携の図り方と大学生の活用

この調査研究活動の特徴のひとつに、「大

学との連携」が挙げられている。ここでは、

大学との連携の取り方と大学生の参画におけ

る効果について紹介したい。

ア．大学との連携の図り方

大野城市においては、市職員と九州大学の

地域政策を専攻する大学生の連携で調査研究

を行っている。人同士の連携だからこそ、よ

り自由で小回りがきく活発な調査研究活動が

図れたという。この連携を築けた背景には、

二人のキーパーソンが存在していた。それは、

調査研究に参加した大学生が所属する地域政

策専攻ゼミの指導教授と市の調査研究を担当

する部署の幹部である。このキーパーソン間

には調査研究を立ち上げる以前より、先述の

「道州制を見据えた基礎自治体の在り方研究

『2016 まちのかたち研究プロジェクト』」に

関する意見交換等を通じての交流があり、お

互いの信頼関係が築かれていた。この二人が

それぞれの責任者としてサポートに入ること

で、職員と大学生が互いに安心して連携し調

査研究活動を行えたという。また、今回の調

査研究活動を立ち上げるにあたり事前に調査国指定特別史跡　大野城跡（四王寺山）・水城跡
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研究における目的や課題など整理していたと

いう。このような個人的な信頼関係があるこ

とで大学との連携が円滑に図られる事例が大

野城市から見ることができた。

イ．大学生の参画

実際の連携した大学生との調査研究活動自

体はどのようなものであったのだろうか。大

野城市の研究に参加した学生は、地域政策を

学ぶゼミに所属している主に 3・4 年生で構

成されていた。参加する以前から、地域内の

課題を見つけ出し調査研究することについて

は高い能力と意欲関心を持ち合わせていた。

研究テーマにおける議論の場では、他自治体

の先進事例や時事問題の観察については、職

員よりも詳しく、発想力も豊かであり、議論

において主導権を持つ場面も多かったとい

う。一方、職員の持つ一番の強みは、まちづ

くりのコーディネーターとして日頃より収集

している大野城市内の地域の情報であった。

学生にとっては地域の情報というものは少な

く、職員が提供する地域の実情は大変勉強に

なっていたという。それぞれの長所を出し合

うことで、活発な議論に繋がっていったとい

う。単に大学生と連携するのではなく、その

調査研究目的をきっちりと捉え意欲をもって

活動できる大学生と連携することが調査研究

を活発化させると言えよう。

調査成果をまとめていく過程においても大

学生は重要な役割を果たした。当初職員がま

とめた成果は、報告としてのビジュアル面な

どで、どうしても「お固い」ものになりがち

だったという。そこに市民に近い視線（ある

いは同じ立場）にある学生のエッセンスを加

えることで、わかりやすくかつアイデアに富

んだ報告に進化していった。最終報告の場で

ある大野城市民を前にしたプレゼンテーショ

ンも好評のうちに終了したという。調査研究

の成果を他者にどう興味を持ってもらえるよ

うに伝えて還元していくかも大切な要素のひ

とつである。都市自治体の調査研究は、市政

そして市民に対し、いかに伝え還元するかが

求められる。大野城市のように大学生という

市民と同じ立場の人材が加わることで、成果

を伝えるべき対象である市民へ、より効果的

に還元することができるのではなかろうか。

活用による効果は多面にわたる一方、調査

研究活動を進めるうえで留意点や苦労もあ

る。

活発な議論を促すうえで、学生であること

で職員に対して委縮しないよう職員がうまく

リードをとるような配慮を常に意識していた

という。また、活動日程のスケジュール調整

においては多大な苦労があり、ミーティング

やフィールドワークなどに参加できない学生

に対してのアフターフォローにも労力を費や

したという。2年におよぶ調査研究であった

ことから、研究当初から参加していた 4年生

フィールドワークで市民への調査を行う大学生
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が卒業により途中でいなくなってしまうとい

う事態もあった。（その後、新たにゼミに所

属した新 3年生（研究開始当初は 2年生）が

参加し事なきを得た。苦労としても捉えられ

るが、先に述べた連携のひとつの効果とも言

えよう）。

もともと職員同士であれば立場も近く調整

も比較的に安易であるが、学生など異なる主

体との連携を図る上では相手方の立場への配

慮や調整に労力を費やすことを考えなけれ

ば、効果的な連携にはならないことを留意し

ていかなければならない。

（ 2）フィールドワークの仕掛け

もうひとつの大きな特徴は、フィールド

ワークや体験活動に重点を置き活動した点で

ある。何度も現場に足を運び、そこでコミュ

ニケーションを図ることが、机上の議論では

得られない地域の新しい発見をもたらしてい

る。

大野城市における事例でも、地域の老人た

ちのコミュニケーションの場になっている文

房具店や昔懐かしい駄菓子屋の存在など、こ

れまで埋もれていた魅力をフィールドワーク

を通じて発見している。地域を歩き、そこに

生活する人たちと話をする中でしか見つから

ない発見がそこにはある。

そして、従来のフィールドワークに大学生

が一緒になって活動することで、効果的な作

用が生まれたという。それは地域住民の調査

研究活動への協力意欲が高くなるという作用

である。地域にいままで縁もゆかりもない若

者が一生懸命になって地域の魅力探しのため

に汗をかく姿は、地域住民に共感を与え、「彼

らに自分たちの地域の魅力を教えたい」とい

う意欲を生むことになった。双方の意欲が高

くなることでより効果的なフィールドワーク

になっていったという。地域の活性化のため

には「よそ者、バカ者、若者」が効果的とい

われるが、フィールドワークにおいても市外

の大学生という「よそ者」「若者」効果が発

揮されていた。大学生とともに行うフィール

ドワークは、その調査先での今までにない新

たなコミュニケーションを生み出す効果的な

仕掛けのひとつと言えよう。

おわりに

井本市長が話の中で挙げられた、高い創造

「まちの宝」に関する地域の区長への聞き取り調査

フィールドワークで発見された昔懐かしい駄菓子屋
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力・広い人脈・深い郷土愛といったキーワー

ドは、これからの分権社会において都市自治

体職員として必要とされる能力である。その

能力育成方法のひとつとして調査研究活動に

着目し取り組むことは、調査研究自体の成果

以上の価値を生み出していた。

また、キーパーソンによる結びつきに基づ

いた大学との連携や大学生との共同で行う

フィールドワークといった大野城市の研究手

法はこれまでも用いられている手法に一工夫

加えることで効果的な作用を生んでいること

がわかった。これらの工夫は大野城市に限ら

れるようなものではなく、どの都市自治体に

おいても応用可能なものと考える。他の自治

体においてもぜひ参考にしてもらいたい。

今後も当センターでは、CR-1 グランプリ

や優秀な調査研究事例紹介などを通じ都市自

治体の調査研究活動に寄与する情報提供を

行っていきたい。

（研究員　高橋　清泰）



都市とガバナンス Vol.1882

都市の調査研究活動等

グランプリ
「大野城市官学連携共同研究プロジェクト研究報告書

―ふるさと大野城に新たな〈にぎわい〉と〈まちの宝〉を生み出そう	―」

福岡県大野城市

研究期間 2009 年度～ 2010 年度

研
究
の
概
要

目
的

　行政（官）と大学（学）が連携して共同研究を行うことで、相互の人的・知的資源の交流と活用を図
るとともに、新たな目線で行った研究の成果を、今後の大野城市のまちづくりに生かすことを目的とした。

結
論
・
提
言

　研究の成果として、以下の三つの提言を行った。
提言 1：「にぎわいと新しい人の流れをつくるおすすめまちめぐりルート」
　市内各地区の観光資源や、にぎわいの素となる情報を伝える紙媒体の手段としての「おおのじょうコ
ミコミにぎわいマップ」の作成。最終報告会では、フィールドワークをもとに作成したモデルマップを
配付した。
提言 2：「人を呼び込むための情報ツール」
　「おおのじょうコミコミにぎわいマップ」に掲載しきれない情報や、最新の情報をインターネットによ
るホームページ上で紹介する「おおのじょうにぎわいネット」の構築による情報発信を提言。
提言 3：「新たなまちの宝を生み出す大野城跡の生かし方」
　市内にある国指定特別史跡である大野城跡（唐・新羅から大宰府を防衛するために築造された水城大
堤とともに、西暦 665 年に築かれた朝鮮式山城）をふるさとのシンボルとして多くの市民に認識しても
らうための環境整備、イベント、周辺自治体・関係団体との連携などを提言。

研
究
の
特
徴

　本研究は、協定等に基づく大学と行政間の組織的な連携ではなく、学生と職員という“人材をベース
とした連携”での取り組みと位置づけており、大野城市としては、これまでになかったかたちのもので
ある。
　研究メンバーは、市役所内での公募に応じた 8 名の中堅・若手職員と九州大学の分権型社会論ゼミに
所属する学生 31 名（2 年間の延人数）で編成された。
　学生メンバーにとっては、単なる授業の一環ではなく、対等な主体性を持ってプロジェクトに参加す
ることにより、市内をフィールドとした実践的な調査研究にチャレンジする機会とし、職員メンバーに
とっては、まちづくりのコーディネーターとしての自覚を持って、学生メンバーの新しい発想と行動エ
ネルギーとのコラボレーションにより、まちづくりの手法と解決策についての新たな発見を得ることを
プロジェクトの大きな意義のひとつとした。
　また、研究テーマの設定にあたっては、先ず本市が取り組むべき政策課題をピックアップし、それら
を対象にメンバー内で複数の視点から要素分析（政策実現性、施策の隙間度、面白度、ユニーク性、アピー
ル度等）を行った結果、観光資源の少ないまちでの施策展開などを研究する「にぎわいの素発掘」をプ
ロジェクトの研究テーマに設定した。

現
状
・

課
題
認
識

　市内外に対して表出している観光資源が少ないと思われる大野城市の現状を踏まえ、新たな資源とな
る“まちの宝”の発掘や、一つひとつの資源を結びつけ、点から線へ、線から面へという広がりを見せ
る人の流れを生み出すしくみ等について調査・研究を行い、それを基に、新たな“にぎわいの創出”に
つながる手法を提言することを課題として本研究をスタートした。

手
法

　本プロジェクトは、フィールドワークや体験活動に重点を置いた「現場目線の活動的なプロジェクト
（Active Project）」を目指し、「机上の議論よりも、現場に出て体感する」ということを重視してスター
トした。
　具体的には、市役所と九州大学を行き来する形で行った計 17 回の全体ミーティングをはじめ、メンバー
を「資源班」と「人の流れ班」に分け、市内各所を実際に訪れてのフィールドワークや、市民へのアンケー
ト調査、参考になると思われる他自治体のにぎわい事例の視察など、20 回以上の現地調査、50 回近くの
個別ミーティング等を行った。
　積極的にまちに出るというアクティブな行動が、今までになかったコミュニケーションを生み出し、
埋もれている地域資源の発掘や、新たな発見や出会いにつながったものと考える。
　また、研究途中である 2010 年 3 月に市役所職員向けの中間報告会を行い、そこでいただいた様々な意
見を検証することにより、最終報告に向けた方向性を確立させていった。

そ
の
他
の
内
容

　 2010 年 8 月、市民をはじめ、各種団体・地元企業・行政関係者等の参加のもと開催した最終報告会では、
約 300 名が来場し、将来のまちづくりへの想いを多くの方々と共有することができた。
　プロジェクトの活動を通して、多くの市民と出会い、知られていない「まちの宝」を数多く発見する
ことができたと同時に、このまちに今暮らす人々のみならず、これまでここで生きてきた多くの人々の
元気や思いが、まちのいたるところにあふれているということが確認でき、ふるさとの魅力の再発見へ
と結びついた。
　今回の調査研究が、次の世代の子どもたちに引き継ぐ新たな「まちの宝」の創出と「にぎわい」を生
み出すきっかけとなり、今後の大野城市のさらなる発展につながっていくものと考える。

※研究の概要は応募者が作成したものです。

月尾嘉男東京大学名誉教授による講評
　多数の職員と学生が地域を詳細に調査することにより、大野城跡以外に有力な観光資源のない地域を発展させるため
の視点を発見し、それをルートやマップという現実の手段として実現した研究は類似の地方都市の参考になる研究であ
る。
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都市シンクタンク等の活動実態について
Activities and actual situations of think tanks affiliated to city governments

We have conducted a questionnaire survey on think tanks affiliated to city governments to know their 
recent activities and actual conditions every year.

はじめに

当センターでは、市立大学を含む都市自治

体が設置した都市政策研究等を行う組織（以

下、「都市シンクタンク等」という。）について、

継続して調査を行っているが、今号では活動

実態の主要な項目ごとに 2011 年度のデータ

（2011 年 4 月 1 日現在）1 と 2012 年度のデー

タ（2012 年 4 月 1 日現在）2 との比較を行い、

その動向を追っていきたい。

1　設置数及び設置形態

都市シンクタンク等設置件数については、

2011 年度設置件数は 43 団体、一方 2012 年

度設置件数は、41 団体となっており、内訳

については、廃止が 3団体、新設ではないが

増加が 1団体となっており、全体的には減少

に転じている。

設置形態については、廃止の 3団体すべて

が「自治体の内部組織」である一方、2012

年度の設置形態の内訳をみると、「自治体の

内部組織」が全体の 54％を占めており、依

然として「自治体の内部組織」としての都市

シンクタンク等の活用が多いことがわかる

（図 1）。

2　調査研究予算

調査研究予算 3 については、2011 年度予算

と 2012 年度予算の両方のデータがある団体

において比較している。（図 2）。

これらを見てみると、個別の団体ごとに調

査研究予算の増減が見られるものの、全体的

にはそれほど変化が見られなかった。その中

で、調査研究予算が 500 万円未満及び 2000

万円以上の団体が減少し、500 万円～ 1000

万円未満及び 1500 万円～ 2000 万円未満の団

体が増加していることから、わずかではある

が各団体間における予算の格差に縮小傾向が

見られる。

3　研究員数

研究員数（常勤と非常勤を合わせた）につ

いては、2011 年度研究員数と 2012 年度研究

1· 2011 年 6 月に行った調査「シンクタンクカルテ」を参考とした。シンクタンクカルテは、当センターホームページにて公
開中（http://www.toshi.or.jp/citydb/thinktank.shtml）
2· 2012 年 6 月に行った調査「シンクタンクカルテ」を参考とした。シンクタンクカルテは、当センターホームページにて公
開予定。
3　調査研究予算には、人件費・間接費を含んでいない。

2011年度

2012年度

ｎ＝31

ｎ＝41

0％ 2012年4月1日現在

0人 1人～3人 4人～6人 7人～9人 10人以上

12

10

8

6

4

2

0

自治体の内部組織

公益法人
（財団法人・社団法人）

大学の付属機関

常設の任意団体

29％ 54％

12％

5％

図 1　都市シンクタンク等の設置形態の内訳
　（2012 年度）
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員数を比較 ⁴してみると「1人～ 3人」及び「7

人～ 9人」が計 3団体増加し、「0人」及び「10

人以上」が計 3団体減少している（図 3）。

次に、常勤研究員については、「7人～ 9人」

及び「10 人以上」が 1 団体ずつ減少してい

るのに対して、「1人～ 3人」及び「4人～ 6

人」が計 3団体増加している。また、「0人」

については、1団体減少している（図 4）。

最後に、非常勤研究員については、「0人」

及び「4人～ 6人」が計 4団体増加している

のに対して、「1 人～ 3 人」が 4 団体減少し

ている（図 5）。

これらのことから、研究員数は、ほぼ変化

がないが、常勤研究員については、少人数を

配置する団体が増加する一方、「7人以上」を

配置する団体が減少している。また、非常勤

研究員については、減少する傾向が見られた。

おわりに

ここ 2年間の動向として、調査研究予算に

関しては、大きな変化は見られないが、わず

かではあるが予算の削減傾向が見られ、より

効率的な調査研究が求められている傾向にあ

ることが予想される。

当センターとしては、シンクタンクカルテ

や調査研究活動の情報提供及び都市政策研究

交流会（10 月開催予定）を通じて、今後も

都市シンクタンク等の活動実態や調査研究の

現状を把握し、情報提供をしていきたいと考

えている。　　

　　（研究員　佐野　雅哉）
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図 4　都市シンクタンク等の常勤研究員数
（2011 年度と 2012 年度の比較）

図 5　都市シンクタンク等の非常勤研究員数
（2011 年度と 2012 年度の比較）

図 3　都市シンクタンク等の研究員数
（2011 年度と 2012 年度の比較）
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図 2　都市シンクタンク等の調査研究予算
（2011 年度と 2012 年度の比較）

4　両方のデータがある 31 団体のみを比較している。（図 4と図 5についても同様）。
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「まちづくり」から
「コミュニティデザイン」へ

―都市空間行政に関する情報提供（福祉の視点）レポート―
From “Machizukuri” to “Community Design” : Report of 

community based urban policy

In the Urban Policy Study, It seems to be said that from “Machizukuri” to “Community Design”. This 
article reported case studies of “Community Design” in Kobe City and Yokohama City.

はじめに

公益財団法人日本都市センターでは、「理

念によって」計画された都市に人が住む時代

から、今あるものに「どう住むか」へ、時代

が変わってきており、また、都市計画の専門

家だけと思われがちであった「まちづくり」

が、（原点回帰して）分野を超えるとともに、

地域の団体・住民が参画・推進していくもの

へと変容しているとの問題意識の下、2010

年度に神戸市及び横浜市で行ったヒアリング

をもとに本稿をまとめた。本事業を進めるに

あたっては、名和田是彦・法政大学法学部教

授をアドバイザーとして、調査の総括、事例

の選定、とりまとめ等について助言をいただ

きながら進めた。

事例については、神戸市と横浜市をとりあ

げ、神戸市は、市民、専門家、行政の 3者、

横浜市は行政当局にそれぞれ、ヒアリング調

査を実施した。

神戸市を取り上げたのは、1981 年にいち

早くまちづくり条例（「神戸市地区計画及び

まちづくり協定等に関する条例」）が制定さ

れたことと、市内の真野地区において、昭

和 30 年代から環境運動をきっかけとしたま

ちづくり運動の機運が高まり、その後も地域

福祉や都市づくりなど、住民が主体的に参加

した取組みが進められてきたことの両者を背

景としている。まちづくり条例は、地区計画

の案の策定手続を定めた委任条例にとどまら

ず、まちづくり協議会、まちづくり提案、ま

ちづくり協定、助成、まちづくり専門委員な

ど、参画・協働によるまちづくりに係る事項

が幅広く定められている 1。

横浜市を取り上げたのは、横浜市は政令指

定都市の中では比較的自治会町内会への加入

率が高く 2、これを反映して地区レベルでの

まちづくり活動が住民主体で熱心に行われて

いること、2000 年の地域福祉計画の法定化

に伴って、横浜市において実施している「地

域福祉保健計画」の策定が、これまでの住民

の活動の実績をふまえつつ、地区レベルでの

住民参画・協働により行われていることを背

1· 秋田典子「まちづくり条例に基づく地区レベルのまちづくり制度の運用実態に関する研究－神戸市まちづくり条例に基づ
くまちづくり協議会を事例として」都市計画論文集 45 巻、2010 年、7-12 頁。
2· 平成 23 年 4 月 1 日現在 77.2％（出所：横浜市ホームページ　http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jitikai/tyosa/
pdf/kanyuritsu.pdf）（2012 年 8 月 8 日最終アクセス）
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景としていることによるものである。

1　神戸市の取組み

（ 1）行政 3 の取組み

「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に

関する条例」は 1981 年の制定から 30 年が経

過し、現在、条例により認定された「まちづ

くり協議会」は現在 51 に上る。「神戸市地区

計画及びまちづくり協定等に関する条例」に

ついては、数え切れないほどの先行研究 4 が

あり、条例の具体の内容の説明については紙

幅の関係上、省略させていただくが、条例に

基づく「まちづくり協議会」には、住環境改

善や景観まちづくり、震災復興関連の区画整

理・再開発、ルールに関するものなど、様々

なものが存在する。課題としては、協議会の

認定のありかたや、時代ととともにまちの課

題が変化していること、大多数の支持をどう

とらえるかということ、マナー・ソフト的な

形のものとのすみわけなどがある。

（ 2）真野地区の取組み

真野地区は、神戸の中心三宮から西に

5km、長田区の南東部に位置する、概ね真野

小学校の校区を指す。真野地区では 1960 年

代から、地区を取り囲む工場からの廃水や悪

臭、排煙騒音、粉塵などの公害問題に対して、

住民による地域活動が始まり、以来 50 年近

くもの長期間、息の長い活動を続けてきた（真

野地区まちづくり推進会，2005）5。活動内容

も、公害問題の後は、入浴サービスや給食サー

ビスなどの福祉系の活動を、1982 年には「ま

ちづくり協定」を締結し、ハード系の活動を

住民が主体となって行ってきた。

真野地区を全国的に有名にしたのが、1995

年の阪神・淡路大震災である。震災後の消火

活動、混乱への秩序だった対応、いち早いま

ちのたて直しなど、地域住民の活動が継続し

てきたことにより、これらが円滑に行われた

ことで、全国的に注目を集めることとなった。

現在でも、「真野地区まちづくり推進会」

と「真野ふれあいのまちづくり協議会」にお

いて、ハード・ソフトを問わず、様々な活動

が活発に行われている。

新しい取組みとして、地震や火災等の際に、

地域住民同士において、助けられる人と助け

る人の「マッチング」を行っている 6。これ

は、地震や火災等が起こった時、誰が誰を助

けるのか事前に決めておくことで、非常時の

支援を円滑化することを目的としたものであ

る。東日本大震災以前にこのような取組みを

手がけ始めていることからも、真野地区の意

識の高さが見てとれることができる。

3·（財）日本都市センターでは、神戸市都市計画総局都市計画部地域支援室への調査を、2011 年 3 月 14 日に実施した。調査
にご協力いただいた神戸市都市計画総局都市計画部地域支援室の皆様には、公務ご多忙にもかかわらず貴重な情報・資料を
ご提供いただいた。この場を借りてお礼申し上げたい。なお、本稿の内容は、神戸市都市計画総局都市計画部地域支援室か
らご提供いただいた情報・資料などをもとに、筆者が解釈・構成・執筆したものであり、神戸市の見解について報告したも
のではない。本稿に残り得る誤りはすべて筆者の責任である。
4· 秋田前掲論文のほか、田中晃代「市街地整備プログラム重視からまちづくり支援重視への展開」『地方分権時代のまちづ
くり条例』学芸出版社、1999 年、pp.182-189 など多数。
5· 真野地区まちづくり推進会『日本最長・真野まちづくり―震災 10 年を記念して―』2005 年。
6· 都市計画プランナー・宮西悠司氏への聞き取り調査から（2011 年 3 月 2 日）。
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2　横浜市の取組み 7

（ 1 ）「横浜市地域まちづくり推進条例」に

ついて

平成 17 年に制定された条例 8 では、地域

まちづくりプランと、地域まちづくりルール

の両方を認定することとしている。地域まち

づくりルールは条例に基づくため勧告ができ

るが、権利関係の制約まではできず、罰則規

定もない。なお、勧告において一定の規制的

な要請を行うためには、その根拠となるルー

ルの運営主体が責任のある組織である必要が

あるため、地域まちづくり組織についても、

条例に基づいて認定している。平成 22 年度

末時点で、20の組織があり、認定プラン10件、

認定ルールが 11 件ある。認定された組織は、

事業費助成（上限 500 万円）を受けることが

できるほか、グループ登録した団体も専門家

の助言や活動経費の助成（上限 30 万円）を

受けることができる。

まちづくりといっても、その課題の中には、

都市整備局の事業だけでは解決できないよう

なこともある。担当部署としては、総合的な

取組みを期待しているとのことである。

（ 2）「いえ・みち�まち�改善事業」について

密集市街地の改善のための事業であり、用

地がたてこんだりした地域を対象としてい

る。市民協働のまちづくりの防災版といえる。

地域的には、旧市街地の鶴見区、神奈川区

等、23 地域、660ha の地域を対象としてお

り、道路を拡げたり、家を建て替えたり、火

事の時避難する公園を整備している。計画作

りから実施まですべて協働なのが特徴で、コ

ミュニティの再構築が副産物であると考えて

いる。担当課では防災上課題があるところを

町目単位で把握しているが、住民にとっては

町目は意味をなさず、自治会町内会が単位と

なる。横浜市は自治会町内会の加入率は指定

都市の中で高く、旧市街地では 9割にも達す

る。そのため、対象エリアが多少ずれても、

自治会町内会との協働でうまくやっている。

現在、11 地区くらいが動いている。区画整

理を外科手術とするなら、「いえ・みち·まち·

改善事業」は、漢方薬に例えられるのではな

いかとのことである。

（ 3）ヨコハマ市民まち普請事業

もともとは職員提案ではじまったもので、

平成 17 年度に開始し、実際の整備事業は平

成 18 年度から行われた。目的は、地域の課

題は多くあるが、その中でも、後回しになっ

たり、埋もれているものを拾い上げることで

ある。

具体的には、市民が提案した事業に対して、

2回のコンテストを実施し、採用されたら、

整備費の助成を受けることができる。あくま

で助成であり、整備は市民自身で行う（市民

自身による労力提供を含む）。一次コンテス

7·（財）日本都市センターでは、横浜市都市整備局地域まちづくり課への調査を、2011 年 2 月 9 日に実施した。調査にご協力
いただいた横浜市都市整備局地域まちづくり課の皆様には、公務ご多忙にもかかわらず貴重な情報・資料をご提供いただい
た。この場を借りてお礼申し上げたい。なお、本稿の内容は、横浜市都市整備局地域まちづくり課からご提供いただいた情報・
資料などをもとに、筆者が解釈・構成・執筆したものであり、横浜市の見解について報告したものではない。本稿に残り得
る誤りはすべて筆者の責任である。
8· 条例制定の経緯は、木村裕毅「総合的な地域まちづくりから地域運営～地域まちづくりの現状とこれから～」『調査季報』
第 166 号、2010 年、pp.8-12 を参照。
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トを通過すると、応募グループは計画策定の

活動費として上限 30 万円の助成を、二次コ

ンテストを通過すると、整備事業費として上

限 500 万円の助成を受けることができる。審

査の基準は、創意工夫、実現性、費用対効果、

発展性である。

平成 22 年度までに整備を完了したものが、

合計 25 件。地域の方が望んだものができる

のが、大きな成果であり、地域の歴史、独自

性、考え方に対応したものが整備できている。

また、納豆容器を型とした磁器タイルを階段

に埋め込むなど、行政では思いつかない発想

で「バス停前傾斜地の緑化事業」（平成 18 年

度整備・戸塚区）9、「車椅子使用者の為のリ

フト設置と相談ルームの増設」（平成 19 年実

施・港南区）のような福祉系の整備も行って

いる。このようなことから、市民の様々なニー

ズに対応できる制度になっている。

なお、「ヨコハマ市民まち普請事業」では、

地域に住んでいる人が主体となっているが、

自治会のエリアでやっているわけではない。

また、こういうものをやりたいということで、

テーマ型の組織も入ってきており、テーマ型

の組織と自治会との連携もみられるとのこと

である。

（ 4）港北区「ひっとプラン港北」策定の取

組み 10�

港北区では、第 2期地域福祉保健計画を、

港北区社会福祉協議会の地域福祉活動計画と

一つにし、「ひっとプラン港北」として策定

した 11（計画期間平成 23 ～ 27 年度）。港北

区役所と港北区社会福祉協議会は協働事務局

となり、地区計画策定の支援も行った。連

合町内会のエリアを単位とした 13 地区ごと

に策定委員会を設け、住民が主体的に地区

計画策定にあたったことで、自治会町内会、

NPO、地域ケアプラザ等の間での連携・協

力が広がった。行政が住民と一緒に計画策定

に携わったことにより、区全体で地域課題の

解決に取組む機運が生まれるようになり、区

民及び関係主体の実践も促進されるように

なった。また、同計画には、NPO法人横浜

プランナーズネットワークもアドバイザーと

して参画し、データやアイデアの提供などに

よって、関係主体間のイメージの共有が図ら

れたことも、大きかったとのことである。

3　まとめに代えて

近年、山崎亮氏による著書「コミュニティ

デザイン 12」の刊行を嘱矢として、コンサル

タント等の専門家や大学の専攻分野におい

て、これまで「まちづくり」という言葉に代

えて、「コミュニティデザイン」という言葉

9· 具体例は、横浜市ホームページ（http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/machibushin/）（平成 24 年 5 月 4 日
最終アクセス）参照。
10·（財）日本都市センターでは、横浜市港北区福祉保健課・地域振興課への調査を、2011 年 2 月 17 日に実施した。調査にご
協力いただいた横浜市港北区福祉保健課・地域振興課の皆様には、公務ご多忙にもかかわらず貴重な情報・資料をご提供い
ただいた。この場を借りてお礼申し上げたい。なお、本稿の内容は、横浜市港北区福祉保健課・地域振興課からご提供いた
だいた情報・資料などをもとに、筆者が解釈・構成・執筆したものであり、横浜市の見解について報告したものではない。
本稿に残り得る誤りはすべて筆者の責任である。
11· ·http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/fukuho/fukuhokeikaku.html（平成 24 年 6 月 18 日最終アクセス）参照。
12· 山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる』学芸出版社、2011 年。
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を使うことが多くなってきている13。「コミュ

ニティデザイン」という言葉を敢えて用いて

いる意図は、同書によれば、①「つくらない」

ことを含めて「デザイン」を考えなければな

らないこと、②施設を「つくる」だけではな

く、施設を「どのように使ってもらうか」を

含めて、「デザイン」を考えなければいけな

いことの 2点である。このような認識は、専

門家のみならず、仕事を「発注」する行政の

側にも、広く受け入れられつつある。

神戸市と横浜市の事例のいずれも、「まち

づくり」という枠にとどまらない、「コミュ

ニティデザイン」の典型例ともいえる事例で

あり、住民を主体として、このような取組み

が全国的にさらなる広がりをみせることを期

待したい。

（主任研究員　中西　規之）

13· 日本都市計画学会関西支部・次世代の「都市をつくる仕事」研究会『いま、都市をつくる仕事―未来を拓くもうひとつの
関わり方』学芸出版社、2011 年にも、こうした潮流は反映されている。
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90

鹿児島県鹿屋市「やねだん」（通称）における
活性化の取組みと住民意識について
―幸福の判断に関する基準等に焦点を当てて―

A discussion of approach for revitalizing local community based 
on survey in “Yanedan” : People’s  Standard of Judging their 

own Happiness―

We surveyed the consciousness of Yanedan’s inhabitants by the questionnaire. And we find “the 
revitalization of Yanedan” makes the standard of judging their own happiness change remarkably. We 
think this is one of the key points of success of revitalizing “Yanedan”. 

はじめに

前号で、社会経済情勢の変化とともに地域

コミュニティが脆弱化する中で、いわゆる限

界集落のような厳しい環境にありながら行政

からの補助金に頼らず住民参加による地道な

取組みによる活性化に成功し、地域活性化の

優良事例として大臣表彰を受けるなど全国の

注目を集めている鹿児島県鹿屋市柳谷集落

（通称「やねだん」。以下「やねだん」という。）

の取組みと住民意識の変化を紹介した。

本号ではその際に取り上げることができな

かった「平成 21 年度国民生活選好度調査結

果」（内閣府 2010 年）（以下「国民生活選好

度調査」という。）及び「第 35 回荒川区政世

論調査結果」（荒川区 2011 年）（以下「荒川

区調査」という。）と今回調査したやねだん

住民の意識との比較、また、やねだん住民の

幸福感を判断する基準に関する意思の変化等

について紹介したい。

本稿では、まず前号で紹介したやねだんの

取組みを概観するとともに、調査方法につい

てあらためて紹介したうえで、両調査から浮

かび上がるやねだん住民の意識の特徴と、幸

福感を判断する基準に関する意識の変化等に

ついて述べ、これらとやねだんとの取組みと

の関係について考察する。

1　「やねだん」集落における活性化の取組み

「やねだん」は、鹿児島県鹿屋市東部、串

良町上小原の南東（大隅半島中央付近）にあ

る集落で、人口約 300 名、高齢化率が 30%

を超えており（2011 年現在）、特産品といえ

るようなものも何もなく、人口減少が続いて

いた集落であった（図表 1）。しかし、この

ような状況にありながら、1996 年 3 月に豊

重哲郎氏（以下「豊重」という。）が柳谷自

治公民館長に就任して以来、図表 2に見られ

るように全員が参加する地道な地域活動を続

けている。

前号でも述べたように、やねだんの取組み、

そのリーダーである豊重の考えの特徴は以下

の点にあり、図表 3に示すような「自主性と

感動の循環」が起き、地域づくりが進んでい

ると思われる。

まず、特色として挙げなければならないこ

とに、「自主性」と「自発性」がある。次に「自
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（図表 2）　�「やねだん」―活動の概略
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1996 年 3 月 豊重哲郎氏が柳谷自治公民館長に選出される
1997 年 6 月 カライモ（サツマイモ）生産活動

「わくわく運動遊園」建設開始
「異郷からのメッセージ」放送開始

1998 年 4 月 活動拠点「わくわく運動遊園」完成（20 アール）
高齢者対象のリハビリコースの整備

1999 年12月 通学路での「おはよう声かけ運動」開始
2000 年 4 月
　　　　·5 月

土着菌の製造・活用の開始
小中学生対象に「寺子屋」運営開始
まさかの時の緊急警報装置（介護用）設置

2001 年 5 月
　　　　12月

噴水・ビオトープの整備
まさかの時の緊急警報装置（煙感知器）設置

2002 年 3 月
　　　　

11月

土着菌センター建設
お宝歴史館建設
日本計画学会　計画賞最優秀賞受賞

2003 年 8 月
　　　　

11月

柳谷安全パトロール隊の発足
サンセットウォーキング大会の実施
まさかの時の緊急警報装置（防犯ベル）全戸設置

2004 年 3 月
　　　　·5 月

　　　　
·8 月

焼酎「やねだん」開発
柳谷未来館建設
手打ちそば食堂の外業
政府農村モデル選定

2005 年 6 月 半島地域活性性化優良事例受賞（国土交通省）
ＭＢＣ賞（南日本放送）受賞

2006 年 1 月
　　　　·

5 月
　　　　11月

土着菌による足浴オープン
農林水産省·地域再生賞·特別賞受賞
全世帯に 1万円のボーナスを支給
第 57 回南日本文化賞（地域文化部門）受賞
県民表彰（社会活動部門）受賞

2007 年 1 月
　　　　11 月

迎賓館（空き家）に芸術家移住第 1号
平成 19 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞　内閣総理大臣賞　受賞
地方自治法施行 60 周年記念·総務大臣表彰　受賞
第 1回　故郷創世塾　開講

2008 年 5 月 第 1回めったに見られない芸術祭
2010 年· わくわく運動遊園に運動器具設置
2012 年 5 月 第 11 回故郷創生塾

※　豊重哲郎『地域再生　行政に頼らない「むら」おこし』2010 及び「やねだん」HP等から作成

（図表 1）やねだんの人口と高齢化率
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主財源の確保」が挙げられる。この 2つの特

色は相互に関連している。自主財源の確保は、

住民の自主性や自発性を確保するために必要

だと考えているのである。豊重は、補助金の

対象となるものは出来上りが既に決まってお

り、そこに至るまで「感動も知恵もなく、人

間一人ひとりのアイデアの出番もない」から

頼ってはいけないと考えている。集落の住民

が「自ら知恵を出し、考え、試行錯誤する」

中に「出番が生まれ、やる気を誘発し、一人

ひとりの存在感を認め合いながら」進むこと

に豊重は大きな価値を見出している。

「感動の共有」と一人ひとりの「出番」の

重要性を豊重は指摘している。「全員で立ち

向かう時に生まれる結束力と、達成したとき

の感動の共有」が地域づくりの大きな原動力

となると考え、つまり、「感動を共有」する

ことにより人を無理やり引きずり回す「命令」

（豊重 氏がとらな

かった手法）

感 謝

感 動

共有体験

自主財源

住民の自主参加

互いの認め合い

自 信 人間愛誇 り

地   域   再   生

人しての成長

情 熱

＝（現状に満足せず、限りない感動を求めての挑戦）

地域愛

や る 気

地域外との交流

地域文化向上

活躍の場

試行錯誤

地   域   づ   く   り

地域の一員で

あることの目

覚め

アイデア

地域、人の成長がない

感動、知恵、アイデア

が生まれない

命 令 補助金に

頼りきり

（図表 3）　やねだんの「『自主性』と『感動』の循環」による地域づくり
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によらず自主性をもって全員が参加すること

に重きを置き、常に集落の人々に目配せし「出

番」づくりを考えているとのことである。「異

郷からのメッセージ」、「柳谷安全パトロール

隊」や生け垣の剪定が難しくなった高齢者世

帯の剪定の委託など、やねだん集落の取組み

を見ると、住民一人ひとりの状況を把握し、

各人の活躍できる出番づくりや、支援の手の

差し伸べなどを当たり前のことのように行っ

ている。なお、あらゆる場面で豊重が使う「感

動」という言葉は、住民一人ひとりが具体的

な経験や時間を共有しながら自らの存在感を

意識することを言っていると思われる。この

ことはマスコミを積極的に活用することによ

る外部からの評価とともに、住民が満足感を

得る仕掛けづくりになっていると思われる。

このような「やねだん」における取組みが

医療費や介護費用に影響しているとの指摘

もある。豊重によれば「やねだん」には寝

たきりの住民は一人もおらず（2011 年 10 月

現在）、合田マリ子・澁谷眞由美・西宣行・

川野理絵 1 によると、後期高齢者一人当たり

の医療費は鹿屋市平均より 353,000 円少ない

449,000 円、要介護認定率は鹿屋保健所管内

で「やねだん」が最も高かったものの要介護

認定者 1人当たりの介護給付費は同市平均を

404,000 円下回る 959,000 円であった（いず

れも 2009 年度）。また、同保健所が実施した

アンケート調査では、鹿屋市内で人口・高齢

化率が「やねだん」と類似している地区と比

較して分析した結果、「運動・スポーツ」を

している人は「やねだん」では 35.4%（類似

地区 21.1%）、「散歩や軽い運動」をしている

人は同 70.9%（同 48.5%）、「新聞や書物を読む」

人は同 83.5%（同 66.3%）、「地域活動やボラ

ンティア活動をしている」人は同 55.7%（同

31.6%）と有意な差が出ていおり、「やねだん」

では「地域愛着度が有意に高く、地域活動等

に積極的に参加しこれまでの経験を活かす機

会があり、身体的・精神的に良い影響を受け

ている」と分析している。

このように地域が活性化し高齢者の活躍の

場のある地域において高齢者の医療費等が少

なくなっている例は、徳島の中山間地での

葉っぱビジネスで知られている上勝町でも見

られるという 2。

以上概観したように「やねだん」の取組み

は幅広い効果を上げているが、その始まりは

高校生を中心に始まったカライモづくりや住

民の奉仕による公園整備など、ある意味で小

さなことである。このような小さな成功の積

み重ねが全国的な成功事例となったポイント

は、取組みを通じてなし得た豊重が重視する

住民の意識改革であり、これにより「絆の再

生」による人の輪（和）と、「内発的発展論」

と呼ばれる手法（ないものねだりではなくあ

るものを生かした地域づくり）3を作り上げた

ことにあるであろう。特に「絆の再生」に成

功したことが「青少年の健全育成、高齢者の

生きがいと健康づくり、安心・安全な地域社

会づくり、地域おこし、産業おこしなどすべ

ての問題が解決」につながっていると高く評

1· 合田マリ子・澁谷眞由美・西宣行・川野理絵「第 53 回鹿児島県公衆衛生学会資料」2011 年
2· 横石知二『生涯現役社会のつくり方』ソフトバンククリエイティブ 2009 年、52,54,149 頁
3· 椎川　忍『緑の分権改革　あるものを生かす地域力創造』学芸出版社 2011 年、27 頁
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価されている 4。

2�　「やねだん」住民の意識調査の方法及びそ

の課題と対応

成功の鍵となっている地域の絆の再生は、

豊重がその重要性を説く住民の意識改革と密

接に関係していると思われることから、アン

ケートによる意識調査を中心に「やねだん」

住民の意識について調査 5 した。既に意識調

査の方法については前号で述べたところであ

り、ここではその概要について触れる。

アンケート調査（以下「やねだん調査」と

いう。）の概要（実施方法等）は以下のとお

りである。

調査対象：·「やねだん」に居住する 20 歳以上

のすべての方

調査方法：·アンケート用紙を対象者全員に配

布、無記名で封筒に封入し回収

実施時期：·2011 年 9 月

回 収 率：·71.4％（回収数 1856/ 対象者数

259 人）

質問項目については全国的な傾向や性格の

異なる地域との比較ができるように、国民生

活選好度調査（全国の傾向との比較）及び荒

川区調査（いわゆる「限界集落」に近いやね

だんと地域特性が全く異なる都市的な地域と

の比較）の質問項目を活用した。また、住民

の意識の変化を知るため、やねだんの住民に

対して同一の質問について現在の気持ち・考

えと、豊重が自治公民館長に就任した 1996

年頃のことをお聞きした 7。

本稿で紹介する項目に対する回答は、幸福

度については0点から10点までの11段階で、

その他の項目は 5段階で聞いた（質問項目は

各図を参照）。

次にアンケート調査の実施に伴う課題であ

るが、「国民生活選好度調査」と「荒川区調査」

の質問項目を取り込み、さらに現在と過去に

ついて回答を求めたため、質問項目と回答箇

所数が多くなり、過去の 1996 年頃の気持ち・

考えに対する高齢者の回答率が他年代と比較

して著しく下がった。さらに、高齢者の中で

も現在の幸福度が高いと回答している人では

1996 年頃の気持ち・考えについて回答しな

かった方が多かった。このため「現在につい

て答えている集団」と「1996 年頃について

答えている集団」との間に同質性があると見

なすことは難しく、現在と過去の意識の比較

をする際には通常の統計分析手法を用いるこ

とは避けることとした。具体には、1996 年

頃について未回答の方の属性（他の回答から

推測される考え方等）を考慮に入れて、現在

についてのみ回答している方たちが 1996 年

頃について回答するとすればどのように回答

するかできる範囲で推測した。また、比較を

行う際には比率のみならず「回答者数」を重

視した。例えば現在の気持ち・考えについて

の回答者数に対して 1996 年頃の回答者数が

4· 椎川　忍「序章　地域力創造」、佐藤喜子光・椎川忍編著『地域旅で地域力創造　観光振興と IT活用のポイント』学芸出
版社 2009 年、17 頁
5· 現地の確認等のための事前調査を 2010 年 12 月 3 日・4日、2011 年 4 月 23 日・24 日に、現地における補足調査を 10 月 4 日・
5日に行った。
6· すべての質問に無回答の 9件を除いた。
7· 1996 年以降に「やねだん」に引っ越してきた方（いわゆるUターン・I ターンの方）については、1996 年頃の気持ち・
考え方を記載することに代えて「やねだん」に引っ越す前の気持ち・考えを記載していただいた。
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同数以上であれば未回答者がしたであろう回

答を考慮しても 1996 年頃は現在よりも大き

な比率になると考えた。

3　アンケート調査結果の分析

（ 1）やねだん住民の幸福感とその判断基準等

まず、どの程度幸福感を感じているかを国

民生活選好度調査と比較してみると、やねだ

ん調査では平均値 7.19（n=174）で 0.72 ポイ

ント高くなっている 8。男女別に見てみると、

やねだん調査では男性 7.22（n=93）、女性 7.16

（n=81）と男性の方が高くなっているが、一

般的に女性の方が高い幸福度を示すとされて

いる。ちなみに国民生活選好度調査では男性

平均 6.24（n=1,397）、女性平均 6.69（n=1,498）

となっている。年齢別にみると国民生活選好

度調査では 30 歳代の幸福感が最も高く、特

に 10 点中 7 点以上の幸福感があると答えた

者の割合は 30 歳代をピーク（61%）に年齢

階層が上がるにつれて低下している。やねだ

ん調査では 20 歳代が最も高く、年齢階層が

上がるにつれて低下していくが 70 歳代から

上昇が見られる。図表 4は国民選好度調査及

びやねだん調査における各年代の幸福感の平

均値の推移である。

「幸福感を判断するために重視した基準」

（重要なものから 2つ選択）についてみてみ

ると、両者とも「自分の理想との比較」が最

も多いが、「やねだん」では「過去の自分と

の比較」が国民生活選好度調査と比較して高

く、他の項目は有意なレベルで低くなってい

る（図表 5）9。また、「幸福感を高めるために

有効な手立て」（もっとも近いもの 2つ）に

ついては、多い順番は同じであるが、「やね

だん」では自らの努力について低く、友人・

仲間との助け合いが高い結果となっている

（図表 6）。

荒川区調査と同じ質問である「幸福な生活

なために必要なこと」（重要なものから 5つ

選択）については、上位 2つはどちらも「健
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8.8
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7.32 7.65
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査
（n=2,895）
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（n=174）

（図表 4）　幸福度～国民選好度調査とやねだん

8· 未回答の方を考慮しても両者では大きな差は生じないと考えられることから、本稿では幸福度に 7点以上を付けた者を「幸
福と感じている（感じていた）と答えた人」として分析した。
9· グラフ中「やねだん＋ 2σ」及び「やねだん－ 2σ」（σは観測値の標準偏差を表す）は、やねだんの数値における統計上
の誤差（約 95％）の範囲を示すものである。したがって、この幅を超えている場合は、やねだん数値に対して統計上有意な
差が認められることを示していると考えられる。（図 6）～（図 8）においても同じ。
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康であること」、「家族との関係が良好なこと」

で同じであるが 10、「やねだん」では「近所

づきあいが良好なこと」、「頼れる人がいるこ

と」、「地域活動・行事に参加できること」、「社

会に貢献していると感じること」が高い一方、

「健康であること」、「家族との関係が良好な
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（図表 5）　�「幸福感を判断するために重視した基準」

（図表 6）　「幸福感を高めるために有効な手立て」

10·国民生活選好度調査は質問項目や項目数が違うため直ちには比較できない。ただし、同調査で 3位に「家計の状況（所得・
消費）」が入っており、4位以下とかなり差があるが荒川区調査の「住まいがあること」、「生活に余裕があること」などこの
選択肢に対応すると考えられる質問に対する回答状況を見ると、上位 3つの項目については同じ傾向を示していると考えら
れる。
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こと」、「生活に余裕があること」、「食生活が

良好であること」、「生き甲斐があること」、「治

安が保たれていること」、「自分が活躍する場

があること」、「余暇が充実していること」が

低くなっている（図表 7）。また、「子供（18

歳未満の児童）の幸せのために必要なこと」

については、「やねだん」では「地域に見守

られて育っている（地域の人々と触れ合う機

会がある）」、「芸術・文化に触れあえること」

及び「住環境がよいこと」において高く、「友

達が沢山いること」が低くなっている（図表

8）。この荒川区調査との比較において、「や

ねだん」の住民においては幸福であることを

考える視点が地域とのつながりにあることが

浮かび上がっていると言えよう。

そこで、実際に地域とのつながりがどのよ

うになっているか、荒川区調査と比較して

みよう。「ご近所の人とあいさつや話」をし

ている人は「やねだん」では 91.2%（荒川区

調査 78.6%）、「地域の行事や活動に参加」し

ている人は同 75.9%（同 36.8%）、「いざとい

う時に居住地域に頼れる人」がいる人は同

75.2%（同 47.1%）、「住んでいる地域に愛着」

がある人は同 71.9%（同 71.5%）となっている。

「住んでいる地域に愛着」がある人のうち「お

おいにある」人は「やねだん」では 52.0%（荒

川区調査 30.8%）、「少しある」人は同 19.9%（同

40.7%）となっていて「やねだん」では地域

により強い愛着を感じている方が多いと考え

られる。以上から「やねだん」の住民が荒川

区の住民と比較して、より地域と強い結びつ

きを持っていると考えられる。

（図表 7）　「幸福な生活のために必要なこと」
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（ 2）幸福な人は何を重視しているか

次に、「幸福と感じていると答えた人」（幸

福度 7点以上をつけた人）11 がどのような基

準や項目を重視しているか幸福度との関係を

見てみた。

図表 9-1 ～ 9-4 及び図表 10-1 ～ 10-4 では、

国民生活選好度調査及び「やねだん」で幸福

と感じていると答えた人と「幸福感を高める

ために有効な手立て」との関係について判別

分析を行ったものである。幸せ度への回答が

（図表 8）　「子供（18 歳未満）の幸せのために必要なこと」

（図表 9-1）　�「幸福と感じていると答えた人が選んだ『幸福感を高めるために有効な手立て』」（や
ねだん）　判別分析結果　n=168
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11·国民選好度調査の平均値が 6.47、やねだんの平均値が 7.19 であることを考慮した。
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（図表 9-2）　判別式

（図表 10-2）　判別式

（図表 9-3）　判別クロス表

（図表 10-3）　判別クロス表

（図表 9-4）分析精度

（図表 10-4）分析精度

（図表 10-1）��「幸福と感じている人が選んだ『幸福感を高めるために有効な手立て』」　（国民選
好度調査）　n＝ 2,891

0.543564867

0.988429188

0.655361646

0.226941955

0.294581991

-0.430026398

-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

あなた自身の努力

家族との助け合い

友人や仲間との助け合い

職場からの支援

国や地方の政府からの支援

社会（地域住民、NPO等）の助け合い

判別係数 標準判別係数 F値 p値 判定
あなた自身の努力 1.03 0.52 3.55 0.06 [··]
家族との助け合い 0.41 0.20 0.48 0.49 [··]
友人や仲間との助け合い 0.47 0.23 0.61 0.44 [··]
社会（地域住民、NPO等）の助け合い 2.15 0.68 9.01 0.00 [**]
職場からの支援 0.95 0.13 0.49 0.49 [··]
国や地方の政府からの支援 -0.22 -0.08 0.09 0.76 [··]
定数項 -1.15

判別係数 標準判別係数 F値 p値
あなた自身の努力 0.54 16.38 0.00 [**]
家族との助け合い 0.99 56.88 0.00 [**]
友人や仲間との助け合い 0.66 21.55 0.00 [**]
社会（地域住民、NPO等）の助け合い 0.23 1.33 0.25 [··]
職場からの支援 0.29 1.93 0.16 [··]
国や地方の政府からの支援 -0.43 8.46 0.00 [**]
定数項 -1.09

n 表· · ·
1 2 全体

0以上 63 22 85
0 未満 39 37 76
全体 102 59 161

n 表· · ·
1 2 全体

0以上 1,173· 697· 1,870·
0 未満 384· 646· 1,030·
全体 1,557· 1,343· 2,900·

判別的中率（%） 62.1%
誤判別の確率（%） 37.0%
相関比 0.09

判別的中率（%） 62.7%
誤判別の確率（%） 38.9%
相関比 0.07
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7 以上を第 1グループ、6以下を第 2グルー

プとし、「幸福感を高めるために有効な手立

て」への回答を説明変数とした（ただし、Ｆ

値 =3 を基準とした変数選択（増加法）を用

いた）。判別分析とは、あらかじめどのグルー

プに属しているかが分かっている標本（本研

究の場合は回答者）があるときに、まだ分類

されていない標本がどちらの群に属するかを

判別するための基準（判別関数）を各標本に

ついて観測されている説明変量の値に基づい

て求める統計解析手法である。変数選択に

よって選ばれた説明変量は判別に当たって重

視されている要因と解釈することができ、対

応する判別係数の大きさは判別に与える影響

の大きさを表している（正の場合は第 1 グ

ループへ判別されるための要因、負の場合は

第 2グループへ判別されるための要因と考え

られる）。いずれも「国や地方政府からの支援」

を求める人は幸福とあまり感じていないとい

うことがわかる。また、「やねだん」におい

ては「社会（地域住民、NPO等）の助け合い」

を重視する人がより幸福と感じていることが

わかる。

図表 11-1 ～ 11-4 では、「やねだん」で幸福

と感じていると答えた人が「幸福な生活なた

めに必要」と考えている項目との関係につい

て判別分析を行ったものである。「幸福な生

活のために必要なこと」への回答を説明変数

とした判別分析を行った（ただし、Ｆ値 =3

を基準とした変数選択（増加法）を用いた）。

分析結果（図表 11-4）から、判別的中率が約

72%であることが分かるが、アンケート調査

から得られたデータに関する判別分析として

は十分に高い的中率と考えられる。また、変

数増加法により選ばれた説明変量「地域活動・

行事に参加できること」、「食生活が良好であ

ること」、「生活環境が良好なこと」、「人から

頼りにされること」、「自分が活躍する場があ

ること」、「地域に愛着があること」、「健康で

あること」はどれも幸福度に正の影響を与え

る（その値が大きいほど幸福度が増す）要因

（価値観）として理解できるものである。実

0

1

2

地域活動・行事に

参加できること

食生活が良好で

あること

生活環境が良好

なこと

人から頼りにされ

ること

自分が活躍する

場があること

地域に愛着があ

ること

健康であること

（図表 11-1）　�「幸福と感じていると答えたやねだんの人が考えている『幸福な生活のために必
要なこと』」
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際、各説明変量に対応する判別係数はすべて

正の値を取っている。さらに、「人から頼り

にされること」、「自分が活躍する場があるこ

と」、「地域に愛着があること」の 3項目に対

応する判別係数の値が大きく、地域と強いつ

ながりを持ち、自ら地域で活動する人が幸福

により近いところにいることがわかる。

（ 3）� やねだん住民の意識の変化

まず、前号で紹介した、やねだん住民の生活・

社会に関する意識の変化等について簡単に紹

介したうえで、本号で主に取り上げている幸

福を判断する基準等の変化について述べる。

ア　生活・社会に関する意識の変化等

生活に対する満足度については、「幸福感」

に対して大きな影響があると思われる、家計

の状況（図表 12）、健康状態、居住地域の利

便性といった面で評価が落ちる一方、「地域

の教育環境（やねだんの塾等を含む）」や「住

宅周辺の安全、環境」といった点についての

満足度は上がっている。

社会・生活に関する意識については、「伝

統にこだわらず、新しいことをとりいれるべ

きだ」、「お金で買えないものこそ大切だ」と

いった点について肯定的な人が増えている。

また、「私の住んでいる地域の人はお互い助

け合っていると思う」、「人々は私に敬意を

もって接してくれる」、「自分のすることに対

して、きちんと感謝されていると感じる」、「個

人的なことを相談することができる人がい

る」といった点について肯定的な人が増えて

判別係数 F値 p値 判定
地域活動・行事に参加できること·········· 1.02 2.89 0.09 [··]
食生活が良好であること·················· 1.38 8.63 0.00 [**]
生活環境が良好なこと 1.15 7.39 0.01 [**]
人から頼りにされること·················· 2.08 7.61 0.01 [**]
自分が活躍する場があること·············· 1.56 4.83 0.03 [*]
地域に愛着があること 1.63 5.77 0.02 [*]
健康であること······ 1.28 4.32 0.04 [*]
定数項 -2.16

（図表 11-2）　判別式

（図表 11-3）　判別クロス表 （図表 11-4）分析精度n 表· · ·
1 2 全体

0以上 79 18 97
0 未満 26 36 62
全体 105 54 159

判別的中率（%） 72.3%
誤判別の確率（%） 30.3%
相関比 0.19

（図表 12）　�「やねだん」における「世帯収入の 1996 年頃と比較した状況」

調査数·n··········· 大幅に増えた（20%超）················
かなり増えた
（10%～ 20%）·········· 少し増えた··········

ほとんど変
わらない·· 少し減った·········· かなり減った（10%～ 20%）········

大幅に減った
（20%超）················

150· 7· 9· 24· 33· 23· 21· 33·
100％· 4.7％ 6.0％· 16.0％· 22.0％· 15.3％· 14.0％ 22.0％·



都市とガバナンス Vol.18102

調査研究報告

いる。これらのことから、人との関係は強ま

りながらも新しいことに取り組んだりする進

取の精神が高齢化の進む中で強まっているこ

とを読み取ることができる。

イ　幸福感を判断する基準等の変化

まず、「幸福感を判断するために重視した

基準」については、「他人との比較」が 1996

年当時から現在では 4人減少し、「過去の自

分との比較」が 32.7%から 48.8%に大幅に増

えている（図表 13）。次に「幸福感を高める

ために有効な手立て」については、「自身の

努力」が 72.5%から 50.0%に減少する一方、

「友人や仲間との助け合い」や特に「社会（地

域住民・NPO等）の助け合い」が増加して

いる（図表 14）。「幸福な生活なために必要

なこと」については、「生活に余裕があるこ

と」が 38.6%から 27.1%（44 人→ 45 人）、「子

供の安全が保たれていること」が 25.4%から

12.7%（29 人→ 21 人）に減る一方で、「近所

づきあいが良好なこと」が 21.1%から 30.7%

（24 人→ 51 人）、「頼れる人がいること」が

13.2%から 20.5%（15 人→ 34 人）、「地域に愛

着があること」が 2.6%から 9.6%（3 人→ 16

人）に増えている（1996 年頃 n=114、現在

n=166）。また、「子供（18 歳未満の児童）の

幸せのために必要なこと」では、「地域に見

守られて育っている（地域の人々と触れ合う

機会がある）こと」が 20.8%から 37.5%（21

人→ 57 人）、「芸術・文化に触れ合えること」

が 5.0%から 14.5%（5 人→ 22 人）になる一方、

「友達が沢山いること」が 36.6%から 23.7%

（37 人→ 36 人）に減っている（1996 年頃

n=101、現在 n=152）。

次に実際の地域とのつながりはどう変化し

てきているか、特に重要な「いざという時に

居住地域に頼れる人」と「地域への愛着」の

有無について見てみよう。前者についてはあ

る程度いる人の割合が 57.2%から 75.2%に増

えている一方、「ほとんどいない」及び「まっ

たくいない」の計が同じ 14 人である（図表

15）。また、後者については、「愛着がある」

（図表 13）�「やねだん」における「幸福感を判断するために重視した基準」

· ·調査数 n············ 自分の理想との比較·· 他人との比較········ 過去の自分との比較·· 将来への期待・不安··
現　　在 166· 96· 22· 81· 71·
· 100％· 57.8％· 13.3％· 48.8％· 42.8％·
1996 年頃 110· 74· 26· 36· 56·
· 100％· 67.3％· 23.6％· 32.7％· 50.9％·

（図表 14）�「やねだん」における「幸福感を高めるために有効な手立て」

· ·調査数·n········ あなた自身
の努力····

家族との助
け合い····

友人や仲間と
の助け合い··················

社会（地域住
民、NPO 等 ）
の助け合い····

職場からの
支援······

国や地方の
政府からの
支援················

現　　在 168· 84· 111· 68· 18· 3· 28·
· 100％· 50.0％· 66.1％· 40.5％· 10.7％· 1.8％· 16.7％·
1996 年頃 109· 79· 69· 37· 1· 6· 11·
· 100％· 72.5％· 63.3％· 33.9％· 0.9％· 5.5％· 10.1％·
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と言える人の割合が 59.3%から 71.9%になっ

ており、また、「ない」という人の実数は 13

人から 12 人に 1名であるが減少している（図

表 16）。

以上の数字から「やねだん」ではこの 15

年に地域のつながりは強まっていると言え、

ヒアリングにおいて「やねだん」に住み続け

ている高齢者の方から聞いた「地域活動に参

加するまでは夫婦とも仕事や家庭のことに追

われて、小さな集落でありながらよくわから

ない住民の方もいた」という話にも符合して

いる。

このように、3（1）で明らかになった「や

ねだん」と国民生活選好度調査及び荒川区調

査との相違点はもともとある程度の地域差が

あったとしてもこの 15 年間の「やねだん」

の取組みによる変化を反映したものであると

いうことができよう。

4� おわりに

本研究では、「やねだん」の住民意識（幸

福度を含む。）を調査することによって、コ

ミュニティの活性化に取り組んできたこの

15 年間に、住民一人ひとりが幸福と考える

基準が地域や人とのつながりを重視する方向

に変化していることが明らかになった。これ

により、「やねだん」では、地域のつながり

が強くなるとともに、さらに地域のつながり

を重視する人の幸福度が「やねだん」ではよ

り高くなるという傾向が浮かび上がってき

た。これは 1章で言及した椎川の指摘が正し

いことを示していると考えられる。

今回のアンケート調査では豊重の手法その

ものを詳細に掘り下げることはできなかった

が、ヒアリング調査を通じて集落の一人ひと

りの状況に気を配り、住民はそのような配慮

を理解して積極的に活動に参加し地域をよく

していくという流れができているように見え

る。

例えば、「わくわく運動遊園」の建設にお

いては労力や資材の提供など様々なかかわり

が見られるし、垣根の剪定が困難になった高

齢者の家については、集落の自主財源を用い

て業者に剪定を委託し、高齢者に無理がない

（図表 15）「やねだん」における「いざという時に居住地に頼れる人」の有無

· 調査数·n···· たくさんいる········ 少しいる············ どちらとも言えない·· ほとんどいない······ まったくいない······ 評価点
現　　在 169· 40· 87· 28· 8· 6· 3.87·
· 100％· 23.7％· 51.5％· 16.6％· 4.7％· 3.6％· ·
1996 年頃 117· 21· 46· 36· 12· 2· 3.62·
· 100％· 17.9％· 39.3％· 30.8％· 10.3％· 1.7％· ·

（図表 16）�「やねだん」における「地域への愛着」の有無

· 調査数·n··········· 大いにある·········· 少しある············ どちらとも言えない·· ほとんどない········ まったくない········ 評価点
現　　在 171· 89· 34· 36· 8· 4· 4.15·
· 100％· 52.0％· 19.9％· 21.1％· 4.7％· 2.3％· ·
1996 年頃 118· 42· 28· 35· 11· 2· 3.82·
· 100％· 35.6％· 23.7％· 29.7％· 9.3％· 1.7％· ·
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よう配慮がなされている。ヒアリングにおい

ても住民はこの点について感謝していること

を話してくれた。このことは、豊重の言う「全

員参加」の意味するところは誰もが物理的に

同じ負担をすることではなく、一人ひとりが

できることを持ち寄ることだと示している。

また、「寺小屋」は子供たちのためのもの

であるが、今までできなかった分数計算がで

きるようになって親や祖父母が喜び地域に感

謝し、地域とのつながりを感じて参加へのモ

チベーションになったという話も聞いた。30

歳代から 50 歳代にかけては仕事や子育てに

追われて地域社会とのかかわりも持ちにく

く、「やねだん」のみならず各種調査でも幸

福度が低くなっている。豊重はこの年代の関

心が高い子育てを応援することを通じて、地

域とのかかわりをつくるとともに満足度を高

める効果を生み出していると考えられる。

幸福の判断の基準に関しての住民の意識変

化と、やねだんにおける個々の住民に対する

見守り・気遣いと住民の感謝の念に見られる

ように、図表 3で示した「やねだんの「『自

主性』と『感動』の循環」による地域づくり」

が機能していると考えられよう。

ところで、都会におけるコミュニティ活動

についてNPO法人フュージョン長池の理事

長の富永一夫氏（以下「富永」という。）に

ヒアリング調査（2011 年 7 月）した際に、

彩社長の横石知二氏（以下「横石」という。）

と「やねだん」の豊重及び富永の 3人は「地

域の条件」、「組織の形態」そして「活動内容」

は異なるが、手法は極めて似ていると聞いた。

例えば、横石は人間を元気にする3要素として、

「出番」、「評価」、「自信」を挙げており 12、こ

の考えは豊重の考え方に共通するところがあ

り、「『自主性』と『感動』の循環」に似たも

のがあるのではないかと推測される。

このことから、地域コミュニティの活性化

に成功している他の事例においても住民の意

識を調査し、比較して地域の絆を再生してい

く手法や効果についての共通点を探ること

は、地域コミュニティの活性化に向けての取

組みに重要な示唆を与えてくれるのではなか

ろうか。

最後に、この場をお借りして今回の調査研

究に多大なご協力をいただいた豊重氏をはじ

めとしたやねだんの住民の皆様に改めて心か

らお礼申し上げる。

（前・日本都市センター研究室　宮田　昌一

華山宣胤　尚美学園大学教授）

　

12· 横石、前掲 149 頁
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「地域公務員」に対する首長、人事担当
課及び市民協働担当課の意識等について

The Consciousness of City Mayors, Personnel Divisions, and 
Civic Collaboration Divisions regarding Local Government 

Employees’ Voluntary Community Activities

In the past few years, lots of local government employees have become involved in community 
activities during off-hours. In this research, we conducted a questionnaire survey to city mayors, 
personnel divisions, and civic collaboration divisions to see their views on local government 
employees’ participation. You will see their consciousness about this issue and the influence of regional 
factors in this paper.

はじめに

地方自治体の施策では、市民との協働に着

目した取組みが増えており、また、政府にお

いても 2010 年 6 月には「新しい公共宣言」

が出されている。この宣言では、「国民、市

民組織や地域組織、企業やその他事業体、政

府等が一定のルールとそれぞれの役割をもっ

て当事者として参加し、協働する」ことが謳

われており、自治体職員も勤務時間を離れれ

ば一人の住民であり、一住民として「参加し、

協働する」ことが期待されよう。しかし、多

くの自治体職員は、昔からの地域のお祭りや

清掃活動のように住民誰もが義務的に参加す

るものは別として、例えばNPOを立ち上げ

て地域の課題の解決のために新たな行動を起

こすようなことはあまり多くは見られなかっ

たのではないだろうか。

一方で、最近ではNPOを立ち上げるなど

勤務時間外に個人として地域活動等 1 に取り

組む自治体職員（「地域公務員 2」）が増えて

きている。このような職員がML（メーリン

グリスト）で情報交換を行っている「地域に

飛び出す公務員ネットワークML」（2008 年

10 月設立）の登録者数は 2012 年 2 月 29 日

現在で 1,910 名（国家公務員 228 名、自治体

職員 1,511 名、教諭・出向者等 171 名）、1日

平均 6.3 通のメールが飛び交っている（2012

年 1 月 23 日～ 4月 1日の 70 日間）。

また、地方自治体の側からも勤務外の職員

を活用した施策が講じられている。例えば池

田市では小学校区ごとに設立されたコミュニ

ティ推進協議会 3 の夜の会議に出席して手助

1·「地域活動等」とは、自治会や PTAといった居住地域内の活動だけではなくNPOやボランティア活動など居住地域にと
らわれない活動を含む一般的な活動を言う。ただし、地域において半ば強制的に参加しなければならない活動は除く（地元
の強制参加の清掃活動など）。本誌 17 号 95 頁。
2· 当センターの命名による。その定義については、本稿の「4·まとめ」を参照のこと。
3· 日本都市センター編『第 10 回・第 11 回　国のかたちとコミュニティを考える市長の会』日本都市センター、2011 年、
105 頁以下。池田市地域分権の推進に関する条例第 4条第 1項に基づき設立された、市立小学校区ごとに一を限り、その地
域内に居住する市民（その地域内で、働く者及び学ぶ者並びに事業所を有する法人その他の団体を含む）により構成される
団体。「怒鳴られたり叱られたりもするので職員サポーターの数が若干減ってきていることも事実」（同 109 頁）と職員ボラ
ンティアによる運営の難しさも指摘している。
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けする「地域分権・地域サポーター」として

市職員のボランティアを 2007 年から募り派

遣している。さらに地域活動に参加する公務

員を後押ししようと、「地域に飛び出す公務

員を応援する首長連合 4」が 2011 年 3 月に発

足するなど、首長レベルの新たな動きも出て

きている。

本稿ではまず先行研究により明らかにされ

ている自治体職員が職務を離れて地域活動等

に参加することの意義を確認したうえで、自

治体職員が地域活動等に参加することを自治

体の関係者がどのように見ているか、アン

ケート調査を分析し明らかにし、自治体職員

が職務を離れて地域活動等に参加することを

促進するうえでの参考となる情報を提供する

ことを目的とするものである。

1　先行研究

この分野の研究は多くはないが、まず「自

治体職員の地域活動等への参画の意義と課

題」について正面から論じたものとして同名

の稲継論文 5 がある。同論文では、公共の分

野を公だけでなく、市民、NPO、企業も担

うという「新しい公共」の動きの中では、自

治体職員も勤務時間内の働き以外の部分での

社会的課題解決主体としての役割も求められ

つつあるとする。そして、自治体職員が地域

活動等に参画することの意義として、①職員

の能力向上・意識変革、行政様式の変容、②

地域活性化運動の活発化、③市民協働の推進、

④生きがいの再発見、の 4つを示すとともに、

慎重な意見も存在することも指摘し、参画へ

の課題・留意点として、①公務への影響、②

時間的な制約、③首長等による強制、を挙げ

ている。

また、NPO等地域活動等の主体からみた

自治体職員の参画の可能性について論じたも

のとして粉川論文 6 がある。脆弱な状況にあ

る日本のNPOの重要な課題としての人的資

源の乏しさから新たな人材のリクルートが団

体存続に関わる大きな課題であり、地域をよ

く知る自治体職員がNPO活動において活躍

する可能性を指摘している。

また、前掲の稲継論文では、今回我々が分

析に用いた当センター実施のアンケートの集

計結果から、首長、人事担当課、職員の意識

の違いが浮き彫りになった。首長は 80％を

超える高い割合の回答群から、市民協働の推

進や地域活性化などの地域側のメリットと、

職員の能力の向上・意識変革、人脈形成など

自治体側のメリットを期待していることが分

かる旨を指摘している。その一方で慎重な意

見もあり「地域活動等への参加をもろ手を挙

げて賛成できているというわけではなさそう

である」とも指摘している。また、人事担当

課も同様の傾向を示しているが、肯定的な意

見については首長と比べておしなべて 10 ポ

イント程度低いことが読み取れることを指摘

4· 公務とは別にプラスワンで、一住民として役所を飛び出して地域で様々な活動を行っている公務員を応援することを目的
に、地方自治体の首長有志が集まり、2011 年 3 月 17 日に発足したもの（日本都市センター編・稲継裕昭ほか著『地域公務
員になろう　今日からあなたも地域デビュー』ぎょうせい、2012 年、183 頁）。
5· 稲継裕昭「自治体職員の地域活動等への参画の意義と課題」本誌 17 号、75-82 頁。また、稲継裕昭・山田賢一『行政ビジネス』
（東洋経済新報社、2011 年、214-215 頁）では従来の公私二元論から「公私融合」を唱え公だけではなく市民もNPOも企業
も担う新しい「公共」分野で「公務員のやれる領域を拡げる」ことを提唱している。
6· 粉川一郎「NPO・地域団体のもつ課題と自治体職員参画の可能性について」本誌 17 号、83-88 頁。
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している。さらに、自治体職員アンケートで

は首長や人事担当課に比べて肯定的な回答を

する率は低かったことから、職員自身は首長

や人事担当課ほどは地域活動等への参画に対

しての積極的な意味は感じていないのではな

いかと推測している。

これらに加え、自治体職員が自らの能力を

評価していない一方、首長、NPOや自治会

等の地域活動団体、さらに人事担当課や市民

協働担当課は高く評価しているというギャッ

プがあること、さらに職員の間でも地域活動

等への参加の経験がある者は自らの能力や地

域活動等に関わることを積極的に評価してい

るといった違いがあることなども先行研究で

指摘されているところである 7。

2　アンケートの概要

（ 1）　対象

まず、行政側の意識を調査するため、全国

809 市区の首長、人事担当課及び市民協働担

当課を対象に、職員が地域活動などに参加す

ることに関するアンケート調査を行った。ま

た、職員の考えを把握するため、政令市、中

核市、人口 10 ～ 20 万人程度の市、人口 5万

人程度の市を一つずつ選び職員に対するアン

ケートを行った。さらに、自治体職員を外部

からどう見ているかという点を把握するた

め、自治会やNPOに対してもアンケートを

実施した。

（ 2）　実施の時期及び方法

アンケート実施の時期及び方法は、以下の

とおりである。

実施期間：2011 年 8 月 1 日～ 19 日

実施方法：

①·首長、人事担当課及び市民協働担当課：全

809 市区に郵送にて回答を依頼（電子ファ

イル様式に回答を入力の上、Eメールにて

返送）

②·自治体職員：対象自治体を選定し、当該自

治体に取りまとめを依頼

③自治会：同上

④·NPO：対象 NPOを選定し、Eメールにて

回答を依頼（電子ファイル様式に回答を

入力の上、Eメールにて返送）

（ 3）　結果の概要

アンケートの回収状況は表 1のとおりであ

る。なお、集計結果の全容については前号に

掲載されているので、そちらを参照された

い 8。

表 1　アンケート調査の回収状況

調査対象 回収状況（回収率）
全 809 市区の首長 539 都市（66.6％）
全 809 市区の人事担当課 528 都市（65.4％）
全 809 市区の市民協働担当課 493 都市（60.9％）
都市自治体職員

（臼杵市、さいたま市、高岡
市、高松市）
※ 各約 300 人サンプル抽出

1,226 人

NPO 99 団体
自治会 91 団体

出所：髙橋（2012）95 頁

3　アンケート結果の分析

職員、NPO、自治会関係者の分析は前掲

7· 日本都市センター・稲継裕昭ほか前掲書、151-154、159-160、200-205 頁。
8· 髙橋清泰「『都市自治体職員の地域活動等の参加に関するアンケート調査』の結果について」本誌 17 号 95-103 頁。
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粉川論文、宮田論文 9 等において既にある程

度行われている。したがって、本稿ではアン

ケートの集計結果を用いて首長、人事担当課、

市民協働担当課の傾向をまず分析するととも

に、これら三者の見方が地域の状況等の違い

の影響をどの程度受けているか分析し明らか

にしたい。

�（ 1 ）　集計結果からみた意識の違い

アンケート調査の設問の一つに、自治体職

員が地域活動等についてどのような意識を

持っているのかを把握するため、24 項目の

うち「そう思う」と思うものすべてを選択し

てもらうものがある。その集計結果（表 2）

から、首長、人事担当課及び市民協働担当課

の回答傾向を読み取り、これら三者間の意識

の違いを見ていくこととする。

まず、三者の共通点であるが、「そう思う」

と回答した割合の高い上位 3項目は、以下に

示すとおり、順位こそ若干違ってはいるが三

者とも同じであった。

・·「地域活動団体と行政の相互理解・信頼関

係が深まり、市民協働の推進につながる

ことが期待される」（首① 95.9％、人：①

87.5％、市：② 87.6％）10·

・·「地域活動等に参加することにより、住民

とのコミュニケーション能力や組織運営

能力など自治体職員の能力向上につなが

ることが期待される」（首：② 92.6％、人：

② 80.3％、市：③ 85.6％）

・·「地域活動団体の実情や考え方を理解する

ことにより、自治体職員の意識の改革につ

ながることが期待される」（首：③ 92.2％、

人：③ 79.7％、市：① 88.4％）

このことからわかるとおり、基本的に三者

とも職員の地域活動等への参加に対してかな

り肯定的に評価していることがうかがえる。

続いて、三者間の相違を見てみることとす

る。まずは首長の意識である。首長が「そう

思う」と回答した割合が他の二者より 10 ポ

イント以上高い項目として、

・·「自治体職員が地域活動等へ参加すること

が刺激となり、地域活動等の活性化につ

ながる」（首：82.2％、人：61.2％、市：

63.5％）

・·「地域活動等の中で中核的な役割を担うこ

とも期待される」（首：62.0％、人：50.0％、市：

51.9％）

・·「自治体職員から組織運営のノウハウ等を

学ぶことなどにより、地域活動団体の育成

につながることが期待される」（首 59.4％、

人：37.7％、市：47.5％）

・·「自治体職員は真面目であるから地域活

動等でも自分の役割は責任をもって果た

すことが期待される」（首：41.4％、人：

25.6％、市：24.3％）

・·「自治体職員は公僕であるから、勤務時間外

でも可能な限り地域活動等へ参加すべきで

ある」（首33.6％、人：17.2％、市：15.6％）

9· 宮田昌一「自治体職員の属性と地域活動等への参加に関する意識との関係について」日本都市センター・稲継裕昭ほか前
掲書、200-205 頁。
10·首は首長、人は人事担当課、市は市民活動担当課を指す。また、○数字は順位、数字は「そう思う」と回答した割合を示
している。以下同じ。
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表 2　�自治体職員の地域活動等への参加に関する認識（各質問項目に「そう思う」と回答した
数及びその割合；複数回答可）

質問項目 首長
（n=539）

人事
担当課
（n=528）

市民協働·
担当課
（n=493）

自治体職員が地域活動等へ参加することが刺激となり、地域活動等の活性化
につながる

443 323 313
（82.2%）（61.2%）（63.5%）

作業やイベントのマンパワーとして期待される 386 348 344
（71.6%）（65.9%）（69.8%）

地域活動等の中で中核的な役割を担うことも期待される 334 264 256
（62.0%）（50.0%）（51.9%）

自治体職員として備えた能力（文書作成能力、経理能力等）が生かされる 401 274 376
（74.4%）（51.9%）（76.3%）

自治体職員として培った人脈（役所内の人間関係や業務を通じて知り合った
役所外の人脈等）が生かされる

364 295 324
（67.5%）（55.9%）（65.7%）

自治体職員は地域活動等で役に立つ能力を持っていない 2 1 1
（0.4%） （0.2%） （0.2%）

自治体職員は真面目であるから地域活動等でも自分の役割は責任をもって果
たすことが期待される

223 135 120
（41.4%）（25.6%）（24.3%）

地域活動団体と行政の相互理解・信頼関係が深まり、市民協働の推進につな
がることが期待される

517 462 432
（95.9%）（87.5%）（87.6%）

自治体職員と一般市民では価値観や仕事のやり方が合わず、地域活動団体内
に混乱を引き起こす恐れがある

2 5 14
（0.4%） （0.9%） （2.8%）

自治体職員の参加により活動先の地域活動団体の社会的な評価が高まること
が期待される

138 68 80
（25.6%）（12.9%）（16.2%）

自治体職員が地域活動等に参加した場合、特定の地域活動団体との密接な関
係が生まれて公平性を損なう恐れがある

39 49 80
（7.2%） （9.3%）（16.2%）

自治体職員から組織運営のノウハウ等を学ぶことなどにより、地域活動団体
の育成につながることが期待される

320 199 234
（59.4%）（37.7%）（47.5%）

地域活動団体が自治体職員に依存するようになり、結果的に地域活動団体の
能力・自主性を弱める恐れがある

94 152 169
（17.4%）（28.8%）（34.3%）

地域活動団体の実情や考え方を理解することにより、自治体職員の意識の変
革につながることが期待される

497 421 436
（92.2%）（79.7%）（88.4%）

地域活動等に参加することにより、住民とのコミュニケーション能力や組織
運営能力など自治体職員の能力向上につながることが期待される

499 424 422
（92.6%）（80.3%）（85.6%）

自治体の職務においても役に立つ地域における人脈の形成につながることが
期待される

438 381 410
（81.3%）（72.2%）（83.2%）

地域活動等に参加することでは、自治体の仕事に生かされるような職員の能
力の向上は期待できない

3 1 2
（0.6%） （0.2%） （0.4%）

自治体職員が地域活動等に参加することで、地域活動団体の声を行政に反映
することができる

381 295 313
（70.7%）（55.9%）（63.5%）

地域活動団体の中には営利性、政治性、宗教性の高い団体など、公平性を尊
重すべき自治体職員が参加するのにふさわしくないものもあるから、慎重さ
も必要である

306 273 331

（56.8%）（51.7%）（67.1%）
自治体職員は全体の奉仕者として職務を優先して行うべきであるから、地域
活動等へ参加する余裕があるのであれば自治体職員として職務にもっと力を
いれるべきである

7 4 8

（1.3%） （0.8%） （1.6%）

地域活動等へ参加するかどうかは自治体職員個人が判断することである 260 259 341
（48.2%）（49.1%）（69.2%）

自治体職員は公僕であるから、勤務時間外でも可能な限り地域活動等へ参加
すべきである

181 91 77
（33.6%）（17.2%）（15.6%）

自治体職員の個人としての生きがいになる 242 136 185
（44.9%）（25.8%）（37.5%）

その他 23 7 8
（4.3%） （1.3%） （1.6%）

出所：髙橋（2012）99-100 頁より一部抜粋
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が挙げられる。首長が自治体職員の意欲と能

力に強い期待を抱いていることが感じられる

が、逆に言えば職員でもある人事担当課、市

民協働担当課はそれよりもやや引いた見方を

しているとも言えよう。

次に人事担当課の意識である。人事担当課

は「そう思う」と回答した割合がこの三者の

中では総じて低めなこともあって、「そう思

う」と回答した割合が他の二者より目立って

高い項目はない。しかし、逆に他の二者より

10 ポイント以上低い、あるいはそれに近い

項目には、

・·「自治体職員として備えた能力（文書作成

能力、経理能力等）が生かされる」（首：

74.4％、人：51.9％、市：76.3％）

・·「自治体職員として培った人脈（役所内の

人間関係や業務を通じて知り合った役所

外の人脈等）が生かされる」（首：67.5％、人：

55.9％、市：65.7％）

などがあった。人事担当課が他の二者より職

員の能力をシビアに評価しているのか、ある

いは地域活動等の現場との相性をよく知らな

いのか、いずれにしても人事担当課は他の二

者より職員の能力・経験等の地域活動等への

有効性について懐疑的な見方をする傾向があ

るようである。

最後に市民協働担当課の意識について見て

みると、同課が「そう思う」と回答した割合

が他の二者より 10 ポイント以上高い項目と

して、

・·「地域活動等へ参加するかどうかは自治

体職員個人が判断することである」（首：

48.2％、人：49.1％、市：69.2％）

・·「地域活動団体の中には営利性、政治性、

宗教性の高い団体など、公平性を尊重すべ

き自治体職員が参加するのにふさわしく

ないものもあるから、慎重さも必要であ

る」（首：56.8％、人：51.7％、市：67.1％）

がある。また、この 2項目ほどではないが、

・·「地域活動団体が自治体職員に依存するよ

うになり、結果的に地域活動団体の能力・

自主性を弱める恐れがある」（首：17.4％、

人：28.8％、市：34.3％）

・·「自治体職員が地域活動等に参加した場合、

特定の地域活動団体との密接な関係が生

まれて公平性を損なう恐れがある」（首：

7.2％、人：9.3％、市：16.2％）

についても、市民協働担当課の方が他の二者

より高い割合で「そう思う」を選択してい

る。これらから判断すると、市民協働担当課

の回答傾向には課題や懸念について心配する

声が比較的強いように思われる。市民協働の

現場にいる方が問題点もよく見えるのか、ア

ンケートの自由記載欄における記述からもそ

のような傾向がうかがえる 11。

このように、首長、人事担当課及び市民協

働担当課の立場の違いによって地域活動等へ

の参加に対する意識に違いがあるのかどうか

を検証した結果、いずれも総じて肯定的・積

11·日本都市センター・稲継裕昭ほか前掲書、2012 年、174-175 頁。
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極的ではあるものの、敢えて違いを見出すと

すると、「職員の参加に最も肯定的・積極的

な首長」、「基本的には首長と似た傾向ではあ

るが首長よりはやや慎重で職員の能力を低く

見ている人事担当課」、「肯定的・積極的では

あるが課題や懸念についても強く認識してい

る市民協働担当課」という構図となった。

（ 2）　回帰分析による地域性等との関連

自治体の地域性や属性等（以下、「地域性等」

という）によって、地域活動等への参加に対

する意識に違いがあるのかどうかを、ロジス

ティック回帰分析 12 により検討した 13。

回帰分析に際しては、それぞれの問いに対

してどう考えているかを目的変数（1＝「該

当すると認識」、0 ＝「該当しないと認識」

とするダミー変数 14）とし、説明変数には、

都市の持つ機能に着目した①「一般市」「特

例市」「中核市」「政令市」の区分、②三大都

市圏か否か、③人口、④財政力、⑤職員の市

内居住率、の5つを取り上げた。このうち、「特

例市」「中核市」「政令市」「三大都市圏」に

ついてはそれぞれに該当するものを「1」、そ

れ以外を「0」のダミー変数を用いた。

これによる分析結果は表 3～ 5のとおりと

なった。ここから読み取れる傾向のうち、ま

ず、首長（市長 15）の意識と地域性等との関

係については以下のとおりである。

・·職員の地域活動等への参加に肯定的な意見

と、地域性等との間に関係は認められな

い。逆に慎重な意見（その絶対数は 31 と

非常に少ない）は、都市化の進んだ地域と

の関係が認められる。

・·「積極的に応援したい」との回答は職員の

市内居住率の高さとの関係が、「職員各人

の判断で参加しやすい環境を整備」との回

答は逆に市内居住率の低さとの関係が認

められる 16。

・·「参加するかどうかは個人の判断」との回

答は三大都市圏との関係が認められる。

・·「『公僕』であるから可能な限り参加すべき」

との回答については、三大都市圏以外の地

域との関係が認められる。

このように、市長は地域特性に関係なく職

員の地域活動等への参加に肯定的・積極的で

あるが、職員の市内居住率の高い市の市長の

方が職員の参加を積極的に応援する傾向や、

三大都市圏以外の市長の方が「公僕であるか

ら可能な限り参加すべき」と考えている傾向

が見られる。これらは、職員が地域活動等に

おける主要な人材の供給源となっており、積

極的な関与を期待されているためではないか

と思われる。

次に、人事担当課、市民協働担当課の意識

と地域性等との関係については、以下の傾向

が明らかとなった。

12·目的変数が説明変数によってどのくらい説明できるのかを定量的に分析する統計的回帰モデルの一種。
13·アンケート調査は特別区及び市を対象としたが、財政力指数を用いた回帰分析を行うため同データを欠く特別区は分析の
対象から外し、市のみを分析対象とした。また、職員の市内居住率は人事担当課を対象とするアンケートの結果から得られ
たデータであり、人事担当課の回答を欠く市はデータがないため分析対象から外すこととした。
14·数量的に表現できない定性的・属性的なものを数値で表現するためにコード化された変数。通常 0または 1の値で表される。
15·前出脚注 13 のとおり回帰分析の対象は市だけである。
16·偏回帰係数がプラスの場合は正の相関（＝居住率・高）、マイナスの場合には負の相関（＝居住率・低）。以下の解釈も同様。
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・·人事担当課及び市民協働担当課について、

職員の地域活動等への参加に肯定的な意

見と、財政力の低さや市内居住率の高さ等

との関係が一部の項目について認められ

る。（例えば、両課とも「地域活動団体の

声を行政に反映することができる」につい

て財政力指数の低さとの関係が認められ、

また、人事担当課においては「地域活動等

の中で中核的な役割を担うことも期待さ

れる」について市内居住率の高さとの関係

が認められる、など。）

・·人事担当課について、「積極的に応援した

い」との回答と、職員の市内居住率の高さ

との間に関係が認められる。また、人事評

価への加味や顕彰のような、制度的な促進

策については都市化の進んでいる地域で

は積極的ではない傾向が認められる。

・·市民協働担当課について、「『公僕』である

から」参加すべき」という回答と、財政力

指数の低さとの間に関係が認められる。

このように、財政力の低い自治体や職員の

市内居住率の高い自治体では、肯定的に評価

する傾向や積極的に応援する傾向が見られ

る。これらも首長の場合と同様、職員が地域

活動等における主要な人材の供給源となって

おり、積極的な関与を期待されているためで

はないかと思われる。

4　まとめ

先行研究の整理、アンケート集計結果の検

証、そしてロジスティック回帰分析により得

られた知見を総合すると、次のとおりとなる。

まず、首長については、職員の地域活動等

への参加に対してその多くが肯定的・積極的

に評価していることが確認できたが、一般的

には職員の地域活動等への評価と地域性等と

の間には統計上、有為な関係は見られなかっ

た。また、職員の市内居住率が高いなど、職

員が地域活動等の主要な人材の供給源になっ

ていると思しきところでは、職員の積極的な

関与が期待されていることを示す傾向がうか

がえた。

次に、人事担当課については、首長よりや

やポイント（パーセンテージ）は低いものの、

首長と同様、概ね肯定的・積極的に評価して

いる傾向が見られた。市民協働担当課と比較

して参加に伴い生じるおそれのある問題につ

いてあまり意識していない点は、「堅実」「保

守的」といった人事担当課の一般的なイメー

ジとは異なる印象を受けるが、首長の意向を

反映した人事・組織管理を行っていることの

表れとも考えられよう。

また、市民協働担当課についても、全体的

な傾向としては首長や人事担当課と同じよう

に概ね肯定的・積極的に評価しており、ポイ

ント的には概ね首長と人事担当課の間に位置

する傾向にあった。地域活動等を推進する立

場にある同課としては当然の結果であるが、

市民協働の現場を熟知しているせいか、首長

ほど大きな期待はしておらず、逆に課題や懸

念について心配する声が三者の中では最も強

いことがうかがえた。

なお、両課とも、財政力の低さや職員の市

内居住率の高さと、肯定的な評価や積極的な

応援との間に関係性が認められ、やはり職員

が地域活動等の主要な人材の供給源になって

いると思しきところでは、職員の積極的な関
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与が期待されていることを示す傾向も見られ

たところである。

以上から、公務員が職務を離れて行う地域

活動等については、現場レベルでは今後改善

を図ることがあるものの、管理部門、そして

何よりも首長がたいへん積極的であり、これ

は地域の状況にかかわりなく全国的な傾向と

して現れているということがわかる。このこ

とから「地域公務員」であることが自治体の

中で肩身の狭い思いをするようなものではな

くなってきているということが少なくとも言

えるであろう。

当センターでは、公務員の地域活動等への

参画がこれからますます重要になってくると

考え、①地域に密着した生活を送っている、

②地域の人たちとのつながりを積極的に持っ

ている、または持とうとしている、③「住民

のひとり」として（仕事を離れて）生き生き

と地域で活動している、の 3要件を満たす自

治体職員を「地域公務員」と呼ぶことを提唱

してきた 17。

今後、「地域公務員」というあり方が一般

に受け入れられるようになっていくために、

本稿が少しでもお役に立てば幸いである。

（前・日本都市センター研究室　宮田　昌一＊

日本都市センター研究室　主任研究員

大谷　基道）

＊·本稿のロジスティック回帰分析は宮田の責任にお
いて行ったものであり、表 3～ 5 も宮田の手によ
るものである。

17·日本都市センター・稲継裕昭ほか前掲書。
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-
0
.0

1
6

0
.0

0
[ 

 ]
政

令
市

-
0
.5

3
7

0
.2

1
[ 

 ]
-
3
.6

7
2

4
.2

4
[*

 ]
-
1
2
.0

6
3

0
.1

0
[ 

 ]
三

大
都

市
圏

-
0
.4

1
8

1
.4

4
[ 

 ]
0
.0

1
1

0
.0

0
[ 

 ]
-
1
.7

5
2

5
.3

3
[*

 ]
住

民
基

本
台

帳
登

載
人

口
0
.0

0
0

0
.0

2
[ 

 ]
0
.0

0
0

4
.5

1
[*

 ]
0
.0

0
0

0
.4

3
[ 

 ]
財

政
力

指
数

0
.3

9
8

0
.7

2
[ 

 ]
-
0
.9

0
0

3
.2

1
[ 

 ]
-
0
.0

7
6

0
.0

0
[ 

 ]
職

員
の

市
内

居
住

率
0
.0

1
6

4
.2

2
[*

 ]
0
.0

0
1

0
.0

4
[ 

 ]
-
0
.0

1
6

1
.8

0
[ 

 ]
定

数
-
2
.0

0
9

7
.2

9
[*

*
]

-
0
.4

4
5

0
.3

8
[ 

 ]
-
1
.5

0
8

1
.4

1
[ 

 ]

「
1
」
回

答
　

1
6
6
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

3
4
1
団

体
「
1
」
回

答
　

1
5
0
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

3
5
7
団

体

※
以

下
の

問
に

つ
い

て
は

７
団

体
が

未
回

答
の

た
め

サ
ン

プ
ル

数
が

上
記

の
問

の
も

の
と

は
異

な
る

。

※
「
住

民
基

本
台

帳
登

載
人

口
」
は

2
0
1
0
年

3
月

3
1
日

現
在

の
も

の
、

「
財

政
力

指
数

」
は

平
成

2
0
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

査
に

よ
っ

た
。

「
職

員
の

市
内

居
住

率
」
は

今
回

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

に
お

い
て

把
握

し
た

も
の

で
あ

る
。

作
業

や
イ

ベ
ン

ト
の

マ
ン

パ
ワ

ー
と

し
て

期
待

さ
れ

る
。

地
域

活
動

等
の

中
で

中
核

的
な

役
割

を
担

う
こ

と
も

期
待

さ
れ

る
。

「
1
」
回

答
　

3
3
9
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

1
7
5
団

体
「
1
」
回

答
　

2
5
8
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

2
5
6
団

体

地
域

活
動

等
へ

参
加

す
る

こ
と

自
体

を
人

事
評

価
に

加
味

し
て

い
る

。
地

域
活

動
等

へ
参

加
す

る
こ

と
で

得
た

能
力

等
(住

民
の

意
見

や
考

え
を

理
解

す
る

能
力

が
高

ま
る

、
住

民
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

が
高

ま
る

、
民

間
の

考
え

方
を

理
解

し
や

す
く
な

る
等

）
を

人
事

評
価

に
加

味
し

て
い

る
。

「
1
」
回

答
　

2
9
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

4
8
5
団

体
「
1
」
回

答
　

1
4
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

5
0
0
団

体

自
治

体
職

員
の

地
域

活
動

等
へ

の
参

加
に

つ
い

て
の

方
針

と
し

て
は

、
地

域
活

動
等

へ
の

参
加

を
積

極
的

に
応

援
し

た
い

。

自
治

体
職

員
が

地
域

活
動

等
へ

参
加

し
や

す
い

状
況

に
す

る
た

め
に

必
要

な
こ

と
は

、
自

治
体

職
員

の
地

域
活

動
等

へ
の

参
加

に
対

す
る

市
長

か
ら

の
理

解
の

促
進

で
あ

る
。

自
治

体
職

員
が

地
域

活
動

等
に

参
加

す
る

こ
と

で
、

地
域

活
動

団
体

の
声

を
行

政
に

反
映

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

「
1
」
回

答
　

4
0
9
団

体
、

　
　

「
０

」
回

答
1
0
5
団

体
「
1
」
回

答
　

2
8
6
団

体
、

　
　

「
０

」
回

答
2
2
8
団

体

自
治

体
職

員
が

地
域

活
動

等
へ

参
加

し
や

す
い

状
況

に
す

る
た

め
に

必
要

な
こ

と
は

、
自

治
体

職
員

の
地

域
活

動
等

へ
の

参
加

の
実

績
を

顕
彰

す
る

こ
と

で
あ

る
。

地
域

活
動

団
体

と
行

政
の

相
互

理
解

・
信

頼
関

係
が

深
ま

り
、

市
民

協
働

の
推

進
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。

自
治

体
職

員
が

地
域

活
動

等
に

参
加

し
た

場
合

、
特

定
の

地
域

活
動

団
体

と
の

密
接

な
関

係
が

生
ま

れ
て

公
平

性
を

損
な

う
恐

れ
が

あ
る

。
「
1
」
回

答
　

4
5
1
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

6
3
団

体
「
1
」
回

答
　

4
7
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

4
6
7
団

体

地
域

活
動

団
体

の
実

情
や

考
え

方
を

理
解

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
治

体
職

員
の

意
識

の
変

革
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。

「
1
」
回

答
　

2
8
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

4
7
9
団

体

地
域

活
動

等
へ

参
加

す
る

こ
と

は
、

人
事

評
価

に
加

味
し

て
い

な
い

。
自

治
体

職
員

が
地

域
活

動
等

に
参

加
す

る
こ

と
に

対
す

る
顕

彰
制

度
も

顕
彰

の
実

績
も

な
い

。

「
1
」
回

答
　

4
5
2
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

6
2
団

体
「
1
」
回

答
　

4
7
1
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

4
3
団

体

注
）
＊

は
５

％
有

意
、

＊
＊

は
１

％
有

意



都市とガバナンス Vol.18118

調査研究報告

表
５
　
地
域
活
動
等
へ
の
参
加
に
関
す
る
意
識
と
地
域
性
等
と
の
関
係
（
市
民
協
働
担
当
課
）

�
５

　
地

域
活

動
等

へ
の

参
加

に
関

す
る

意
�

と
地

域
性

等
と

の
関

係
（
市

民
�

�
�

�
�

）

基
本

統
計

量
　

(n
=
4
0
8
)

平
　

均
標

準
偏

差
特

例
市

0
.0

5
3
9
2
1
5
6
9

0
.2

2
6
1
4
0
1
6
6

中
核

市
0
.0

7
3
5
2
9
4
1
2

0
.2

6
1
3
2
3
9
6
6

政
令

市
0
.0

2
6
9
6
0
7
8
4

0
.1

6
2
1
6
7
6
8
2

三
大

都
市

圏
0
.2

8
1
8
6
2
7
4
5

0
.4

5
0
4
5
9
1
8
2

住
民

基
本

台
帳

登
載

人
口

1
5
3
2
1
1
.1

4
2
2

2
8
0
1
7
2
.1

1
8
7

財
政

力
指

数
0
.7

1
4
6
0
7
8
4
3

0
.2

8
0
1
0
0
6
1
9

職
員

の
市

内
居

住
率

7
5
.0

9
8
0
3
9
2
2

1
8
.7

9
6
4
7
0
8
9

質
　

　
　

　
　

問
（
あ

て
は

ま
る

場
合

は
1
、

あ
て

は
ま

ら
な

い
場

合
は

0
）

サ
ン

プ
ル

数
-
2
×

最
大

対
数

尤
度

  
  

  
  

  
5
1
8
.5

8
  

  
  

  
  

 9
6
.6

7
  

  
  

  
  

3
5
5
.4

7
  

  
  
  

  
5
2
3
.2

8
  

  
  

  
  

4
9
0
.2

3
  

  
  

  
  

3
3
4
.8

8
回

帰
式

と
オ

ッ
ズ

比
偏

回
帰

係
数

ワ
ル

ド
統

計
量

偏
回

帰
係

数
ワ

ル
ド

統
計

量
偏

回
帰

係
数

ワ
ル

ド
統

計
量

偏
回

帰
係

数
ワ

ル
ド

統
計

量
偏

回
帰

係
数

ワ
ル

ド
統

計
量

偏
回

帰
係

数
ワ

ル
ド

統
計

量
特

例
市

1
.1

9
5

4
.1

7
[*

 ]
2
.0

9
6

4
.4

2
[*

 ]
0
.3

9
8

0
.3

9
[ 

 ]
0
.2

8
9

0
.3

4
[ 

 ]
-
1
.4

1
3

6
.9

5
[*

*
]

-
0
.0

4
6

0
.0

0
[ 

 ]
中

核
市

0
.7

6
0

2
.4

0
[ 

 ]
2
.1

2
5

4
.1

3
[*

 ]
0
.2

1
3

0
.0

7
[ 

 ]
0
.2

1
8

0
.2

2
[ 

 ]
-
1
.4

3
5

5
.1

2
[*

 ]
0
.5

2
2

0
.2

2
[ 

 ]
政

令
市

0
.6

3
5

0
.3

3
[ 

 ]
2
.8

9
5

1
.8

4
[ 

 ]
0
.5

3
3

0
.0

8
[ 

 ]
-
1
.1

3
5

1
.0

8
[ 

 ]
-
2
.1

8
2

2
.1

5
[ 

 ]
-
7
.6

0
8

0
.0

3
[ 

 ]
三

大
都

市
圏

0
.0

1
0

0
.0

0
[ 

 ]
0
.9

9
7

1
.1

0
[ 

 ]
1
.0

2
7

5
.2

3
[*

 ]
0
.2

3
2

0
.4

2
[ 

 ]
0
.1

4
4

0
.1

5
[ 

 ]
0
.0

6
2

0
.0

1
[ 

 ]
住

民
基

本
台

帳
登

載
人

口
0
.0

0
0

0
.2

3
[ 

 ]
0
.0

0
0

0
.1

8
[ 

 ]
0
.0

0
0

0
.5

0
[ 

 ]
0
.0

0
0

0
.0

3
[ 

 ]
0
.0

0
0

1
.9

5
[ 

 ]
0
.0

0
0

0
.2

5
[ 

 ]
財

政
力

指
数

-
0
.9

9
6

4
.0

5
[*

 ]
-
3
.2

0
8

2
.8

2
[ 

 ]
-
0
.4

4
9

0
.4

9
[ 

 ]
-
1
.1

7
7

5
.6

2
[*

 ]
0
.1

0
0

0
.0

3
[ 

 ]
-
1
.7

9
2

4
.6

0
[*

 ]
職

員
の

市
内

居
住

率
-
0
.0

0
9

1
.2

3
[ 

 ]
-
0
.0

2
9

1
.9

4
[ 

 ]
-
0
.0

0
2

0
.0

6
[ 

 ]
-
0
.0

0
2

0
.0

4
[ 

 ]
0
.0

0
8

0
.8

6
[ 

 ]
0
.0

0
0

0
.0

0
[ 

 ]
定

数
1
.9

2
2

6
.0

5
[*

 ]
0
.0

2
2

0
.0

0
[ 

 ]
-
1
.3

4
4

1
.9

8
[ 

 ]
1
.4

5
7

3
.6

6
[ 

 ]
0
.1

0
2

0
.0

2
[ 

 ]
-
0
.3

6
8

0
.1

1
[ 

 ]

質
　

　
　

　
　

問
（
あ

て
は

ま
る

場
合

は
1
、

あ
て

は
ま

ら
な

い
場

合
は

0
）

サ
ン

プ
ル

数
-
2
×

最
大

対
数

尤
度

  
  

  
  

  
1
8
1
.0

5
  

  
  

  
  

5
5
2
.3

2
  

  
  

  
  

4
2
5
.9

8
回

帰
式

と
オ

ッ
ズ

比
偏

回
帰

係
数

ワ
ル

ド
統

計
量

偏
回

帰
係

数
ワ

ル
ド

統
計

量
偏

回
帰

係
数

ワ
ル

ド
統

計
量

特
例

市
-
6
.2

0
7

0
.0

3
[ 

 ]
1
.0

6
5

4
.7

7
[*

 ]
0
.5

2
6

0
.9

8
[ 

 ]
中

核
市

3
.8

7
8

4
.2

1
[*

 ]
0
.9

1
7

3
.8

4
[ 

 ]
1
.1

7
1

5
.6

7
[*

 ]
政

令
市

1
.4

8
7

0
.0

0
[ 

 ]
1
.4

4
1

1
.6

2
[ 

 ]
1
.5

0
8

1
.7

4
[ 

 ]
三

大
都

市
圏

-
0
.5

8
8

0
.7

3
[ 

 ]
-
0
.2

2
7

0
.4

2
[ 

 ]
0
.1

6
1

0
.1

6
[ 

 ]
住

民
基

本
台

帳
登

載
人

口
0
.0

0
0

4
.6

9
[*

 ]
0
.0

0
0

0
.8

8
[ 

 ]
0
.0

0
0

0
.4

0
[ 

 ]
財

政
力

指
数

1
.5

1
2

2
.8

0
[ 

 ]
-
0
.0

5
0

0
.0

1
[ 

 ]
-
0
.7

0
3

1
.3

6
[ 

 ]
職

員
の

市
内

居
住

率
-
0
.0

1
4

0
.9

9
[ 

 ]
0
.0

0
2

0
.0

5
[ 

 ]
-
0
.0

1
7

3
.9

1
[*

 ]
定

数
-
1
.5

5
3

1
.3

5
[ 

 ]
-
0
.2

7
0

0
.1

3
[ 

 ]
0
.3

9
7

0
.2

1
[ 

 ]

※
「
住

民
基

本
台

帳
登

載
人

口
」
は

2
0
1
0
年

3
月

3
1
日

現
在

の
も

の
、

「
財

政
力

指
数

」
は

平
成

2
0
年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

査
に

よ
っ

た
。

「
職

員
の

市
内

居
住

率
」
は

今
回

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

に
お

い
て

把
握

し
た

も
の

で
あ

る
。

注
）
＊

は
５

％
有

意
、

＊
＊

は
１

％
有

意

「
1
」
回

答
　

2
6
団

体
、

　
　

「
０

」
回

答
3
8
2
団

体
「
1
」
回

答
　

1
8
6
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

2
2
2
団

体
「
1
」
回

答
　

9
3
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

3
1
5
団

体

自
治

体
職

員
が

地
域

活
動

等
へ

参
加

す
る

こ
と

が
刺

激
と

な
り

、
地

域
活

動
等

の
活

性
化

に
つ

な
が

る
。

自
治

体
職

員
と

一
般

市
民

で
は

価
値

観
や

仕
事

の
や

り
方

が
合

わ
ず

、
地

域
活

動
団

体
内

に
混

乱
を

引
き

起
こ

す
恐

れ
が

あ
る

。

自
治

体
職

員
が

地
域

活
動

等
に

参
加

し
た

場
合

、
特

定
の

地
域

活
動

団
体

と
の

密
接

な
関

係
が

生
ま

れ
て

公
平

性
を

損
な

う
恐

れ
が

あ
る

。
「
1
」
回

答
　

2
6
5
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

1
4
3
団

体
「
1
」
回

答
　

1
2
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

3
9
6
団

体
「
1
」
回

答
　

6
8
団

体
、

　
「
０

」
回

答
　

3
4
0
団

体

地
域

活
動

等
へ

参
加

す
る

か
ど

う
か

は
自

治
体

職
員

個
人

が
判

断
す

る
こ

と
で

あ
る

。
自

治
体

職
員

は
公

僕
で

あ
る

か
ら

、
勤

務
時

間
外

で
も

可
能

な
限

り
地

域
活

動
等
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第14回日中韓3か国地方政府交流会議
The 14th Japan-China-South Korea Trilateral Local 

Government Exchange Conference

The 14th Japan-China-South Korea Trilateral Local Government Exchange Conference was held in 
Kunming, China this summer. Delegates gave presentations which affirmed the importance of exchange 
between local governments of the three countries.

はじめに

2012 年 7 月 30 日から 8月 2 日にかけて中

国雲南省昆明市において第 14 回日中韓 3か

国地方政府交流会議（主催：中国人民対外友

好協会、雲南省人民政府　協力：（財）自治

体国際化協会、韓国全国市道知事協議会）が

開催された。本会議は、歴史的、地理的にも

密接な関係にある 3か国の地方政府国際交流

機関の相互の協力関係の強化を図るととも

に、3か国地方政府間の国際交流・協力をよ

り一層促進することを目的とし、1999 年よ

り 3か国の輪番制にて毎年開催されている。

1　会議の概要

今回の会議では、「交流協力を深め、地方

政府の共同発展を促進する」を主題とし、「伝

統文化の保護と観光産業の発展」「環境配慮

型の都市計画と持続可能な発展」「地方政府

の交流を通じた地域経済の発展」の 3つをサ

ブテーマに据え、各国の地方自治体首長等に

よる事例発表が行われた（プログラムは右表

参照）。

会議では、世界の政治経済のグローバル化

とローカル化という 2つの潮流の中で、国家

間だけではなく地方政府間における積極的な

国際交流はお互いの共存繁栄において大切な

意味を持つこと、国際交流の促進と発展のた

めには地方政府間における交流以上に民間に

おける交流が重要な役割を果たすこと、後継

者の育成のためには青年世代交流が重要な意

味をもつことなど、国際交流の意義と交流を

図る上での要点について事例発表などを通じ

て示された。また、会議日程に合わせ、3つ

のサブテーマに沿った雲南省内にある行政施

設等の視察も行われた。······

·（研究員　高橋　清泰）
本会議の主なプログラム
主旨演説 　
　中国雲南省昆明市長　張祖林
　神奈川県藤沢市長　鈴木恒夫
　韓国忠清南道副知事　具本忠
事例発表① 　
テーマ「伝統文化の保護と観光産業の発展」
　岐阜県高山副市長　西倉良介
　韓国慶尚南道咸陽郡郡守権限代行　千聖奉
　中国浙江省人民政府外事弁公室副主任　陸国灏

事例発表② 　
テーマ「環境配慮型の都市計画と持続可能な発展」
　韓国ソウル特別市江東副区長　金栄翰
　韓国全羅南道順天副市長　徐福男
　中国江蘇省無鍚市人民政府外事弁公室副主任
　許睿煜
　宮城県仙台副市長　稲葉信義
事例発表③ 　
テーマ「地方政府の交流を通じた地域経済の発展」
　中国四川省人民政府外事弁公室副主任　羅雷
　長崎県国際課長　天野俊男
　韓国慶尚北道亀尾市経済通商局長　李弘憙
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地域主権改革と都市自治制度に関する
調査研究

Research on local sovereignty reform and local autonomy system 
for cities

In 2010, Japan Center for Cities set up a panel to study reforms of local autonomy system. Since last 
year “ideal system of local autonomy for city governments” has been discussed in the panel, watching 
discussions by the 30th Local Government System Research Council.

1　調査研究の趣旨

2007 年 1 月、全国市長会と当財団は、基

礎自治体を重視した地域主権改革に向け、市

長及び学識者で構成する「都市分権政策セン

ター」（共同代表·森民夫·全国市長会会長（長

岡市長）、大西秀人·公益財団法人日本都市セ

ンター理事長（高松市長）、西尾勝 公益財団

法人後藤・安田記念東京都市研究所理事長）

を共同設置した。

同センターでは、その事業の一つとして、

政府が推進する地方分権改革について都市自

治体の観点から各種の制度改革を検討するた

め、2010 年 4 月に地方自治に造詣の深い学

識者を中心とする「都市自治制度研究会」（座

長·横道清孝·政策研究大学院大学教授）を設

置し、主要な事項に関する論点の整理を進め

ている。

同研究会では、その設置以降、第30次地方

制度調査会の動向も踏まえながら、地方自治

法の抜本改正に関する検討、直接請求制度及

び住民投票制度に関する検討等を行い、整理

した論点を都市分権政策センター会議（年 2

回開催）において報告してきたところである。

2　調査研究の概要

第30次地方制度調査会では、2012年 1月か

ら、大都市制度のあり方、東日本大震災を踏

まえた基礎自治体の担うべき役割や行政体制

のあり方などについて審議が進められている。

都市自治制度研究会においては、この状況

も踏まえつつ、昨年度から「大都市制度に限

らず中核市、特例市、その他の都市も含めた

都市制度全体のあり方」及び「東日本大震災

を踏まえた基礎自治体のあり方」を検討テー

マに掲げ、まず都市制度全体のあり方につい

て重点的に検討を進めているところである。

これまで、国際的制度比較の視点から日本

の都市制度の特徴を確認するとともに、現行

制度及び各団体・政党から提案されている都

市制度構想の特徴と課題を整理してきたが、

さらに詳細かつ具体的に議論を詰めるため、

諸外国の都市自治制度及びその運用実態につ

いて、今秋に現地調査を行う予定である。

3　今後の活動予定

諸外国の現地調査結果を踏まえ、「都市自

治制度全体のあり方」についての論点整理を

さらに進めるとともに、残されたテーマであ

る「東日本大震災を踏まえた基礎自治体のあ

り方」についても着手する予定である。

なお、諸外国の現地調査結果については、

2013 年 3 月頃に報告書等の形で刊行し、広

く情報提供を図ることとしたい。

（主任研究員　大谷　基道）
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分権型社会を支える
地域経済財政システム研究会

The study group on regional economic and financial systems for 
decentralized society

This study group has focused on city governments responses to the Great East Japan Earthquake and 
the impact of the earthquake on the regional economy. 
The purposes of the group are to figure out and record how the disaster affected cities responded to the 
earthquake, to clarify its economic impact in those areas, and to use their experiences and reflections for 
future disasters.

はじめに

日本都市センターでは、公益財団法人への

移行を機に、都市自治体の地域経済活性化へ

の関心やニーズの高まりを鑑み、地域経済に

対する調査研究を強化する目的で、「分権型

社会を支える地域経済財政システム研究会」

（委員長：原田博夫専修大学大学院経済学研

究科長・教授）を立ち上げたところである。

その中で、未曾有の被害をもたらした東日

本大震災が与えた影響の大きさや今後の都市

自治体の行財政運営を考えると、実際に被災

自治体がどのように対応し、地域経済にどの

ような影響があったのか等を明らかにし、記

録として留めておくことが必要であると同時

に、そこから引き出される様々な反省や課題

も今後の教訓として不可欠であると思われる。

1　調査研究の概要

このような状況の下、当センターでは昨年

度、過去の大規模災害と海外事例を通して東

日本大震災と都市財政を取り上げたところで

あり、今年度はさらに検討を深めるため被災

都市自治体の対応等を取り上げるとともに、

本研究会の設立目的でもある地域経済を視野

に入れ、「東日本大震災に対する都市自治体

の対応と地域経済」をテーマとして調査研究

を行った。

当研究会では、地域経済の研究者及び被災

都市自治体の職員等による課題報告や問題提

起をもとに議論を行いながら調査研究を進

め、2012 年 9 月に報告書を取りまとめ刊行

した。同報告書は、全 2部からなる構成で成

果を取りまとめている。

2　報告書の構成

第Ⅰ部では、被災都市自治体から（宮古市、

南相馬市、仙台市）、被災状況や初動対応及

び税財政事務上の課題や原子力発電所事故対

応、さらに復旧・復興に向けた取組みについ

てご報告いただいた。

第Ⅱ部では、地域経済の研究者から、東日

本大震災からみる地域経済への影響や特区を

用いた復興について、統計データ等からご論

考いただいたことについてご報告いただいた。

おわりに

以上のように本研究会では、東日本大震災

に対する都市自治体の対応や復旧・復興過程

全般における経験が将来起こりうる災害への

教訓になると考え取り上げたところである。

本報告書が今後の災害時における対応や地域

経済活性化に携わる方々の一助となれば幸い

である。

　　　　　（研究員　佐野　雅哉）
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被災自治体における住民の意思反映に
関する調査研究

Research on ways to reflect the will of local residents in the 
policies of the disaster-affected municipalities

Due to the Great East Japan Earthquake, many residents in the disaster-struck areas have been forced 
to evacuate their home municipalities. Municipalities in those areas are now mapping out a strategy 
for reconstruction, and “how to reflect the will of those evacuated residents in the strategy or other 
policies” is recognized as a very important issue. Japan Center for Cities has just started a research on 
this issue, setting up a study group consisting of experts in this field.

1　調査研究の趣旨

東日本大震災では地震・津波被害により多
くの住宅が滅失・損壊し、また、福島第一原
子力発電所の周辺地域では立ち入りが制限さ
れていることなどから、現在に至るまで多く
の住民が他の自治体への避難、転居を余儀な
くされている。
現在、被災自治体においては、復興に向け
て各種計画の策定が進められている。復興の
方向性を指し示すこととなるそれらの計画に
は住民意思の反映が不可欠であるが、元々住
所を有していた自治体の区域外に避難してい
る住民、とりわけ将来的には元の住所地に戻
る意思を持ちつつも一時的に他の自治体に住
所を移転せざるを得なかった住民について
は、法令上・事実上の側面から、その意思を
どのようにして捉え、どのような手続で把握
し政策決定に反映させていくかが重要な課題
となっている。
これらについての調査研究を進めるため、
当センターでは、2012 年 7 月に「被災自治
体における住民意思の反映に関する研究会」
（座長·金井利之·東京大学大学院教授）を設
置し、このような場合における住民の意思反
映の現状と課題を把握するとともに、過去の
類似事例を参考に対応方策についても考察す
ることとしたところである。

2　調査研究の概要

同研究会においては、今後、次の事項につ
いての調査研究を現地ヒアリング調査等も含
めて順次進めることとしており、現在のとこ
ろ、2年程度で一定の成果を出すことを目標
としている。

＜主な検討事項（予定）＞
①·現行法における住民の意思反映に関する主
な論点
②·東日本大震災の被災自治体における住民の
意思反映に関する対応状況
③·過去の類似事例における住民の意思反映に
関する対応状況
④·被災に関係なく、個人の自発的な選択が可
能な場合においても恒常的に存在する類似
ケースの考察（例：将来的に戻ろうと考えて
いる出身地の自治体に対する意思反映など）

3　研究成果の公表

本調査研究の成果をまとめ、2014 年 3 月
を目途に報告書を刊行する予定である。
なお、途中経過についても、本誌または当
センターホームページにおいて報告・公表す
ることとしたい。

（主任研究員　大谷　基道）
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都市自治体の広報分野における専門性に
関する調査研究

Research on the expertise of city government personnel in the 
field of public relations

As a result of the development of decentralization and the intensifying inter-city competition, it is much 
more important for city governments to do public relations to meet the requirements for administrative 
accountability and to provide information on their attractions. Japan Center for Cities has just launched 
a research on the expertise of city government personnel in the field of public relations. 

1　調査研究の趣旨

地方分権の推進に伴い、自治体は主体的に

判断し自らの責任において政策を実行してい

く地域経営が求められている。市民において

も自治体経営への関心は高まっている。また、

自治体の自立は、地域の個性を登場させ、都

市間による競争という現象も生じている。こ

のような中、自治体の円滑な経営と都市間競

争の生き残りのため、自治体と市民の信頼構

築を図り、都市の魅力を発信する「広報」の

重要性が増している。一方で、情報社会の発

達、情報発信技術の多様化により情報発信手

段を取り巻く環境においても大きな変化が起

きている。

このような状況において、都市自治体は広

報を限られた資源の中でより効率的に行って

いく必要が求められており、広報専門職の設

置など専門性を高める動きも見られる。都市

自治体の広報の現状と課題について把握し、

今後の都市自治体広報のあり方、専門性につ

いて調査研究を行うものである。

2　調査研究の概要

都市自治体の広報分野の専門職員、民間広

報コンサルタント等からなる「都市自治体の

広報分野における専門性に関する研究会」（座

長·河井孝仁·東海大学文学部教授。以下「研

究会」という。）を設置し調査研究を進める

こととした。

第1回研究会（7月2日開催）では、今後の

調査研究に関する論点の整理と調査方法につい

て議論を行った。そもそも自治体の広報とは

何か（目的、組織内の誰が担うか、等）とい

う点を押えた上で、目的と手段の妥当性、効

果測定をはじめとしたマネージメントのあり

方について検討する必要性が指摘された。ま

た、近年注目を浴びているSNS（ソーシャル

ネットワークサービス）の自治体広報におけ

る活用の可能性と課題を考える上でも上記の

論点を押えておくことの必要性が指摘された。

全国都市自治体へのアンケート調査やヒア

リング調査等、都市自治体における広報の実

態を把握し、都市課題と今後の方向性につい

て検討することとしている。

3　研究成果の公表

2013 年 3 月に報告書としてまとめ刊行す

るとともに当センターホームページにおいて

も公表する予定である。

（研究員　高橋　清泰）



都市とガバナンス Vol.18

調査研究紹介

124

調査研究紹介

第２回	関西方面の学識者と実務家との
研究交流会

Research Conference in Kansai Region

Japan Center for Cities holds “Research Conference in Kansai Region” in cooperation with“Japan 
Intercultural Academy of Municipalities”. In the 2nd conference, there was lively debate about great 
cities and physical problem.

はじめに

2011 年度より、当財団では、「関西方面の

学識者と実務家との研究交流会」を開催する

こととした。本研究交流会は、関西地域及び

その周辺に在住または勤務する学識者及び自

治体の実務家が、地方自治・都市政策等をめ

ぐる様々なテーマについて自由に議論し、相

互の問題意識の深化と情報交流を図るととも

に、ここで得られた知見を当財団を通じ、都

市等に情報提供することを目的とするもので

ある。なお、同事業については、全国市町村

国際文化研修所（JIAM）のご協力をいただ

いて、実施している。

1　第２回研究交流会の概要

第 2回研究交流会は「大都市問題」「都市

自治体の財政問題」をテーマとして、2012

年 3 月 24 日、JIAMで開催された。

「大都市問題」については、首長等からの問

題提起がされているほか、第30次地方制度調

査会でも議題となっており、その行方が注目

されているところである。「都市自治体の財政

問題」については、人口減少・高齢化の進展、

地域経済の疲弊、国・地方を通じた累積債務

の増大など、都市自治体の財政状況は大変厳

しい状況におかれている中、どのような方向

性を打ち出せばよいのか、多くの都市自治体

で難しい課題となっているところである。

このような問題意識を基調として、諸富徹・

京都大学教授からは、世界経済からみた大都

市の位置づけ及びカナダのトロントのガバナ

ンス改革について、北村亘・大阪大学准教授

からは、社会経済変数を用いた主成分分析に

よる日本の政令指定都市の類型化などについ

て、小西砂千夫・関西学院大学教授からは、

我が国の地方財政制度の大枠の中にある基本

的な考え方について、米田耕一郎・総務省大

臣官房審議官からは、震災復興の地方財政の

措置についてご報告をいただき、これを受け

て、意見交換を行った。

なお、第 2回研究交流会の内容については、

ブックレットとしてとりまとめ、2012 年 7

月に刊行された。

2　2012 年度の研究交流会

第 3回研究交流会は、「社会リスクと自治

体」、「地方行政を巡る諸課題」をテーマに、

2012年 7月 28日に開催したところである（概

要は次号掲載予定）、平成 24 年度後期につい

ても、2013 年 3 月に研究交流会を開催予定

である。

（主任研究員　中西　規之）
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調査研究紹介

高岡市発達障害支援ネットワーク調査研究
（2012 年度）

Research about the network in order to support for children 
with developmental disabilities in Takaoka City

Takaoka City and Japan Center for Cities collaborate with the research about the network in order ro 
support for children with developmental disabilities in Takaoka City. They discuss about the network in 
Takaoka City and make the second report.

1　調査研究の趣旨

発達障害は早期発見、早期対応により、円

滑に社会生活を営むことができるようになる

方も多くおり、早期発見と十分な対処のため、

家庭のみならず、幼稚園・保育園から学校に

情報をつなぎ適切な対処を切れ目なく行うこ

と、病院等医療機関との連携など、地域にお

いて、各関係主体が役割を認識し、情報の共

有と相互連携によるネットワークを形成する

ことが重要である。そこで、平成 23 年度に

標記調査研究を実施し、ネットワークづくり

にあたっての基本的な考え方、高岡市の現状

と課題、高岡市及び関係主体が取り組むべき

施策と今後の方向性について、平成 24 年 3

月に高岡市の報告書としてとりまとめたとこ

ろである。

報告書では、学校現場（教育委員会）にお

ける発達支援の現状と課題について、「発達

障害支援ネットワーク研究会を継続し、学齢

期における現状を調査し、課題を明確にし、

対応策を考える。（対応の仕方について事例

研究し、対応方法についてまとめる。）」とさ

れており、平成 24 年度の調査研究において

は、学校現場（教育委員会を含む）と就学前

児童の「学齢期へのつなぎ」における現状と

課題及び対応について、更に踏み込んだ検討

等を行うものとする。

成果物は平成 23 年度と同様、研究会の報

告書として取りまとめるとともに、検討のプ

ロセスについては、公益財団法人日本都市セ

ンターの報告書として別途取りまとめ、全国

の都市自治体に参考にしていただけるよう配

付、公表する。

2　研究会の設置

平成 23 年度に引き続き、高岡市と当セン

ターが共同で、「高岡市発達障害支援ネット

ワーク研究会」（委員長·加瀬進東京学芸大学

教授）を設置した。研究会の委員には、平成

23 年度の委員（高岡市で医療、福祉、教育

などの各分野で実際に活動されている方々及

び学識者）に、平成 24 年度から学校関係者

6名（小学校校長、中学校校長、小学校特別

支援コーディネーター、中学校特別支援コー

ディネーター、高岡市立こまどり支援学校教

員、富山県立高岡支援学校特別支援コーディ

ネーター）を加えた。

3　調査の実施

2012年 5月には高岡市内の3小学校に、「保

育要録」及び「指導要録」の活用状況に関す

る調査を実施した。また、先進地への現地調

査を実施しているところである。

（主任研究員　中西　規之）
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第74回		全国都市問題会議（予告）

イベント紹介

The 74th Japan Urban Problem Conference

The 74th “Japan Urban Problem Conference” will be held in Morioka city, and there will be debate on 
how local autonomies and private sectors should cooperate with each other for the areas affected by the 
Great East Japan Earthquake.

1　会議概要

第 74 回全国都市問題会議が、2012 年 10

月 11 日（木）、12 日（金）の両日、盛岡市

において当センター、全国市長会、（公財）

後藤・安田記念東京都市研究所、盛岡市の共

催により開催される。

全国都市問題会議は、全国の都市関係者が

一堂に会し、当面する課題やその対応策につ

いて討議するとともに、情報交換を図ること

を目的として、1927 年から開催されている

会議である。

2　会議の趣旨

東日本大震災では、行政機関自体が被災し

機能しなくなったこと、岩手・宮城・福島を

はじめ甚大な被害が広範囲に及んだことが特

徴として挙げられる。このような中、全国規

模で広がった自発的な自治体間の相互支援

と、市民やNPOなどの重層的な連携が大き

な力を発揮した。そこで本会議では、東日本

大震災から浮き彫りになった課題を踏まえ、

自治体をめぐる「絆」の現状と将来の展望を

考える。

3　会議プログラム

今年の会議は、初日に基調講演・主報告・

一般報告が、2 日目にはパネルディスカッ

ションが行われる。

【第 1日：10 月 11 日（木）】

○基調講演

　高·成田亨·氏（仙台大学教授、東日本大

震災復興構想会議委員）

○主報告

　谷藤裕明·氏（岩手県盛岡市長）

○一般報告

　平·田オリザ·氏（大阪大学コミュニケー

ションデザイン・センター教授）

　井口経明·氏（宮城県岩沼市長）

　大矢邦宣·氏（平泉文化遺産センター館長）

【第 2日目：10 月 12 日（金）】

○パネルディスカッション

＜コーディネーター＞

　広·田純一·氏（岩手大学農学部教授、東

日本大震災復興構想会議検討部会専門

委員）

＜パネリスト＞

　多田一彦·氏（遠野まごころネット理事長）

　西·尾雄志·氏（早稲田大学平山郁夫記念ボ

ランティアセンター客員准教授、日本

財団学生ボランティアセンター所長）

　村·山優子·氏（岩手県立大学ソフトウェア

情報学部教授、情報ネットワーク法学

会理事長）

　戸羽　太·氏（岩手県陸前高田市長）

　大橋建一·氏（和歌山県和歌山市長）

（主任研究員　中西　規之）
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第14回		都市経営セミナー
The 14th seminar for city management

 The 14th seminar for city management was held on July 4, 2012, co-hosted by Japan Center for Cities, 
Japan Association of City Mayors and the National Association of Mutual Aid for Municipal Property 
Damages, under the theme of “How must be the relationship of community and government in the 
future”.

イベント紹介

はじめに

第 14 回都市経営セミナーは、平成 24 年 7

月 4 日（水）に開催され、市長、市議会議員、

都市自治体職員等約 180 名が参加した。

社会が人口減少期に入ったといわれる今日、

いわゆる中山間地域のみならず都市部におい

ても､ 後継者不足や地域の担い手不足からコ

ミュニティの存続が危ぶまれている。また、

東日本大震災の発生以降、新たな地域のつな

がりや絆の重要性が再確認されてきている。

プログラム

これまでも当センターにおいては自治体の

コミュニティ政策について調査研究を進めて

きたところであるが、今回のセミナーは、「こ

れからのコミュニティのあり方と行政との関

係」をテーマとして、全国の市長、議員、職

員など自治体関係者を対象に、左表のプログ

ラムにより開催された。以下では、今回のテー

マであるコミュニティと行政との関係という

点に絞ってその内容を紹介する。

1　基調講演の概要

鹿屋市串良町柳谷集落（通称やねだん）の

取組みは、補助金に頼らない自主財源を中心

にしたまちづくりがその特色となっている。

これは、補助金はその対象が決まっているこ

とから、それに頼ると住民が考えなくなり自

主性を失ってしまうことを危惧したからであ

る。

やねだんでは、サツマイモや焼酎の生産販

売を通じて確保した自主財源をもとに、子供

基調講演

「地域再生～行政に頼らない感動の地域づくり～」

豊重 哲郎 鹿屋市串良町柳谷公民館 館長

事例報告

「まちづくり円卓会議～地域のことは地域で考え実

践する～地域内分権」

吉田 友好 大阪狭山市長

「上越市における地域自治区の取組」

村山 秀幸 上越市長

パネルディスカッション

「これからのコミュニティのあり方と行政との関係」

（コーディネーター）

名和田 是彦  法政大学法学部教授

（パネリスト）

吉田 友好 大阪狭山市長

村山 秀幸 上越市長

豊重 哲郎 鹿屋市串良町柳谷公民館 館長 

富永 一夫 NPO 法人フュージョン長池 理事長
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のための寺子屋や高齢者の緊急警報装置の配

置など独自の事業を展開している。その一方

で、行政は道路整備など本来の役割を担うべ

きであり、行政とやねだん集落がお互いの役

割を果たしあうパートナーシップ（協力関係）

を重視しているとのことである。

2　事例報告（大阪狭山市）の概要

大阪狭山市のまちづくり円卓会議は、市長

の発案により、中学校区を単位とした新しい

まちづくりの手法として 2008 年に導入され

たものである。

まちづくり円卓会議の特徴は、中学校区単

位で自治会やNPOなど様々な方の参画を保

障していることがある。また、「地域のことは

地域で考え実践する」ため、予算の範囲内で

ソフト事業に限ってまちづくり円卓会議に予

算編成を委ねる「予算措置提案制度」である。

これは、まちづくり円卓会議の提案を予算

に組み込んで市長は議会に提案をし、議会で

内容を審議して決まった予算を市が執行する

ものである。

大阪狭山市では、このような取組みを通じ

て、行政と議会と住民組織との間に新たな関

係を築いている。

3　事例報告（上越市）の概要

上越市は、地域自治区や地域協議会の先進

的な取組みで全国に知られている。

「地域自治区」とは、市内をいくつかの区

域に分けて、それぞれの区域に地域の意見の

取りまとめを行う「地域協議会」と、区域内

の市の事務を行う「事務所」を置いたもので

ある。協議会の委員の選任に当たり、公募公

選制を採用している点に上越市の特徴の一つ

がある。

地域協議会では、「市長から意見を求めら

れた案件（諮問事項）」と「地域協議会が自

主的に選んだテーマ」（自主的審議事項）の

双方について審議を行い、その成果を答申や

意見書として市長に提出し、住民の意見を伝

えている。

上越市では、こうした取組みを通じて、地

域住民の意見を市政に反映させたり、住民の

地域行政への参加意欲を向上させたりしてい

るのである。

4　パネルディスカッションの概要

パネルディスカッションでは、名和田教授

の司会の下で豊重氏の基調講演と 2人の市長

の事例報告を受け、コミュニティのあり方と

行政との関係について、議論を更に深めた。

その中で、パネリストの一人であるNPO

法人フュージョン長池理事長の富永氏から

は、八王子長池公園の指定管理者の経験など

を踏まえ、「行政はインフラや基本的なサー

ビスを提供する役割を担うものであり、例

えればしっかりした「岩盤」である。住民は

その上で活動し、咲かせる「花」であるが、

NPOフュージョン長池の活動はその間で花が

根を張る「表土」として公共的な役割を果た

すものであり、市民活動が充実する上で大変

重要な役割である」と指摘されるなど、これ

からのコミュニティのあり方と行政との関係

を考える上で有意義な意見交換が行われた。

（なお、本セミナーの内容は、ブックレッ

トとして刊行する予定である。）　　　

　　（研究員　清水　浩和）
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第12回		都市政策研究交流会開催
12th urban research and policy seminar

12th urban research and policy seminar was held on the theme of a city research technique and subject.
The program and outline are introduced.

はじめに

当センターでは、2012 年 8 月 8 日（水）に、

「都市自治体の広域連携における機能的な共

同処理方式のあり方について」をテーマとし

て、都市政策研究交流会を開催し、おおよそ

100 名の方にご参加いただいた。

概要は次のとおりである。

プログラム

1　基調講演の概要

筑波大学図書館情報メディア系准教授の野

本氏からは、地方公共団体における事務の共

同処理の概要についてご説明いただいた。

また、機能的な共同処理方式である「協議

会」、「機関等の共同設置」、「事務の委託」に

ついて各制度ごとの特徴や活用に適した事務

分野の例について各々モデルを用いて説明い

ただくとともに、近年行われた制度改正の概

要や各制度における課題及び今後の活用の可

能性について説明いただいた。

2　事例報告（池田市）の概要

池田市総合政策部の徳重氏からは、池田市

と周辺 1市 2町との広域連携の事例（機関等

の共同設置方式）について報告いただいた。

大阪府からの権限移譲に伴い 4自治体間にお

ける、内部組織の共同設置を活用した、共同

処理センターを設置するまでの経緯や運営方

法及び共同処理によるスケールメリットや今

後の方向性について説明いただいた。

3　事例報告（横須賀市）の概要

横須賀市消防局の木村氏からは、横須賀市

と三浦市における消防通信指令事務の共同運

用の事例（協議会方式）について報告いただ

いた。消防通信指令事務の共同運用における

現場到着時間の短縮や費用の低減化などのメ

リット及び身分の取扱い等の事務上の注意点

や今後の課題について説明いただいた。

おわりに

本交流会の詳細については 2013 年 3 月に

ブックレットとして取りまとめ刊行する予定

である。また、第 13 回都市政策研究交流会

を 2012 年 10 月に開催する予定であるのでこ

ちらにもぜひご参加いただきたい。

（研究員　佐野　雅哉）

基調講演

都市自治体の広域連携における機能的な共同処理

方式の動向と活用可能性について 

筑波大学図書館情報メディア系准教授　　野本　祐二

事例発表①

改正地方自治法に基づく内部組織の共同設置を活

用した取組みについて 

池田市 総合政策部長　　徳重　覚

事例発表②

協議会方式による消防通信指令事務の共同運用について

横須賀市消防局 情報調査課 調整係長　　木村　兼一
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環境税制・消費税制と都市自治体 2011 年 Ａ 4 138p 2,100 円
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の広域行政・広域連携ー 2011 年 Ａ 4 92p 1,050 円

オランダ・ベルギーの自治体改革 2011 年 Ａ 5 234p 2,415 円

都市自治体における財政健全化　―財政指標の活用と公会
計改革ー 2010 年 Ａ 4 162p 2,100 円

基礎自治体の将来像を考える　―多様な選択の時代にー 2009 年 Ａ 4 185p 2,100 円

自治体における公正で透明な事務執行を目指して　―都市自
治体の法的整合性確保に関する調査研究最終報告書― 2009 年 Ａ 4 162p 2,100 円

法的整合性確保に向けての多面的検討 2009 年 Ａ 4 168p 2,100 円

都市自治体の収入確保策　―増収に向けた多様な取り組
みー 2009 年 Ａ 4 195p 2,100 円

刊行物のご案内
当センターでは、研究成果やセミナー・シンポジウムの記録を出版しています。
当センターのホームページから直接ご購入いただけます。どうぞご利用ください。
●URL　http://www.toshi.or.jp/result/
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≪ブックレット≫

図 　 書 　 名 発行年 サイズ ページ 税込価格

第 2回関西方面の学識者と実務家との研究交流会 2012 年 Ａ 5 94p 525 円

公共部門における人的資源管理 2012 年 Ａ 5 221p 525 円

日英の機関の共同設置 2012 年 Ａ 5 134p 525 円

第 1回関西方面の学識者と実務家との研究交流会《コミュ
ニティと地域再生》 2012 年 Ａ 5 104p 525 円

発達障害支援ネットワーク構築に向けて 2012 年 Ａ 5 87p 525 円

No.29 徴税行政における人材育成と専門性 2012 年 Ａ 5 61p 525 円

No.28 第 10 回都市政策研究交流会　―都市自治体職員の
地域活動等への参画のあり方について― 2012 年 Ａ 5 61p 525 円

No.27 オランダの都市計画法制　―全訳・オランダ空間
整序法 2012 年 Ａ 5 158p 525 円

No.26 これからの広域連携 2011 年 Ａ 5 81p 525 円

≪市長の会≫

図 　 書 　 名 発行年 サイズ ページ 税込価格

第 13回　国のかたちとコミュニティを考える市長の会 2012 年 Ａ 5 47p 525 円

第 12回　�国のかたちとコミュニティを考える市長の会　
《災害時における都市同士の相互扶助》 2012 年 Ａ 5 58p 525 円

第 10回・第 11回　�国のかたちとコミュニティを考える市長の会
《高齢者福祉のあり方》≪コミュニティ
の活性化≫�≪コミュニティの再生≫�

2011 年 Ａ 5 158p 525 円

第９回　�国のかたちとコミュニティを考える市長の会《地
域主権改革》《効率的な行政運営》 2011 年 Ａ 5 73p 525 円



〔お断り〕本誌の論文等のうち、意見にわたる部分は筆者の個人的見解です。
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編 集 後 記

　昨年の東日本大震災により甚大な
被害を受けた被災地では、現在、復
興へ向けた様々な取組みが行われて
います。
　そんな中で迎えた 2012 年 7 月か
ら開催されたロンドンオリンピック
では、日本チームの活躍に感動し、
日本全体が大変勇気づけられまし
た。スポーツの持つ力を改めて実感
しています。

　本号では、前号に引き続き、「英
国地方自治体職員の専門性と人事行
政」についてご寄稿をいただくとと
もに、「英国における地方分権の進
展」についてもご寄稿いただき、英
国における公務員制度について見識
を深めているところでございます。
　また、現在、動向が注目されてい
る「日本の公務員制度改革」につい
てもご寄稿いただき、日英の公務員
制度について、皆様の一助となれば
幸いです。
　お忙しい中、今号にご寄稿いただ
いた執筆者の皆様にあらためて感謝
申し上げます。

　　　　（研究員　佐野　雅哉）

　公益財団法人日本都市センターは、2012年
4月より、都市政策、行政経営及び地方自治制
度等の都市に関する調査研究活動を行うととも
に、情報の提供及び研修事業等を行うことに特
化した、公益財団法人へ移行いたしました。
　今後も都市自治体を始め研究者の方々に様々
なメディアを通じ適切かつ迅速な情報提供に努
め、都市の発展に貢献してまいります。
　くわしくは、当センターホームページ�
（http://www.toshi.or.jp）をご覧ください。
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